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（是正事項） 薬学部 医療薬学科 

1. ＜人材養成及び教育研究の目的とディプロマ・ポリシーの整合性が不明確＞

人材養成の目的及び教育研究上の目的に「国際社会の発展に貢献すること」が含まれているが、ディ

プロマ・ポリシーに対応する記載が見受けられない。このため、人材養成の目的及び教育研究上の目

的と、ディプロマ・ポリシーの整合性について、明確に説明すること。 

（対応） 

人材養成の目的及び教育研究上の目的に「国際社会の発展に貢献すること」が含まれているが、ディ

プロマ・ポリシーに対応する記載が見受けられない。との審査意見を踏まえて、人材養成の目的及び教

育研究上の目的と、ディプロマ・ポリシーの整合を図り、より明確化させるために、 

DP（1）「社会的責任感と使命感、倫理観を有し、国際社会の発展に貢献できる。」 

・医療人として、豊かな人間性と幅広い教養

・薬剤師として、人の命と健康な生活を護る高い倫理感、使命感の涵養

・国際社会における様々な価値観についての理解と国際社会の発展に貢献できる力

に表現を改めた。

また、DP(1)と連動する CP①についても、 

「社会的責任感と使命感、倫理観を有し、国際社会の発展に貢献できる。」の修得のために、に変

更するとともに、 

C 「国際社会における様々な価値観を理解し、柔軟性を養う。このために必要なジェンダー論及び

老年学を履修できるようにし、国際社会への造詣が深まる教養を身につけ、国際社会の発展に貢献で

きる力を養う。」 と表現を改めることとした。 

（説明） 

本学が定義する「国際社会の発展に貢献できる人材」の素養は、「社会的責任感と使命感及び倫理

観、世界観と歴史観を有していること。」である。 

グローバル化が進展する社会において、国内外の課題の解決について考えることができる市民の育成

は、教育上の重要な目的である。また、現代社会は、一国のみで地球環境の維持、感染症の撲滅、難

民救済などの地球規模問題（グローバル・イシュー）を解決することはできず、人類の健康のために正し

い世界観、歴史観、倫理観の育成が必要であり、国際社会における様々な価値観についての理解と国

際社会の発展に貢献できる力であると考えている。 

上記のとおり、教育研究上の目的との整合性を明確に図るため、DP及びCPにある表現に改めること

とした。 

※「国際社会における様々な価値観の理解」は、異言語の理解のみならず、考え方、経験、スキル、

ジェンダー、年齢（幼年期～老年期）、身体的能力など、内面性も含まれている。 



（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.9） 

新 旧 

（６） 授与する学位と授与の方針（DP:ディプ

ロマ・ポリシー）

（中略） 

（1）社会的責任感と使命感、倫理観を有し、国際

社会の発展に貢献できる。…1) 

・医療人として、豊かな人間性と幅広い教養

・薬剤師として、人の命と健康な生活を護る高い

倫理感、使命感の涵養 

・国際社会における様々な価値観についての理

解と国際社会の発展に貢献できる力 

(後略) 

（６） 授与する学位と授与の方針（DP:ディプ

ロマ・ポリシー）

（中略） 

（1）社会的責任感と使命感、倫理観、多様性

への理解を有している...１） 

・医療人として、豊かな人間性と幅広い教養

・薬剤師として、人の命と健康な生活を護る高い

倫理感、使命感の涵養 

・多様化が進む現代社会の様々な価値観につ

いての理解 

(後略) 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.20） 

新 旧 

（2）薬学部医療薬学科の教育課程の特色

（Ａ）教育課程の編成の考え方（CP：カリキュ

ラムポリシー）

（中略） 

①「社会的責任感と使命感、倫理観を有し、国

際社会の発展に貢献できる。」の修得のために 

(中略) 

C  国際社会における様々な価値観を理解し、

柔軟性を養う。このために必要なジェンダー

論及び老年学を履修できるようにし、国際

社会への造詣が深まる教養を身につけ、国

際社会の発展に貢献できる力を養う。 

（2）薬学部医療薬学科の教育課程の特色

（Ａ）教育課程の編成の考え方（CP：カリキュ

ラムポリシー）

（中略） 

①「社会的責任感と使命感、倫理観、多様性

への理解を有している」の修得のために 

(中略) 

ｃ 多様化が進む現代社会の様々な価値観

を理解し、柔軟性を養う。このために必

要なジェンダー論及び老年学を履修で

きるようにし、多様性への造詣が深まる

教養を身につける。 



（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.23） 

新 旧 

…..「国際社会における様々な価値観の理

解、柔軟性」の４つの教養を養う科目群として、 

……..「多様化が進む現代社会の様々な価

値観の理解、柔軟性」の４つの教養を養う科目

群として、 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.28） 

新 旧 

(エ) 国際社会における様々な価値観の理

解、柔軟性 

・総合教育科目において、人間の本質と尊厳分

野の「ジェンダー論」及び専門科目において、薬

学臨床分野の「老年学」を履修できるようにし、国

際社会への造詣が深まる教養を身につけ、国際

社会の発展に貢献できる力を養う。 

(エ) 多様化が進む現代社会の様々な価

値観の理解、柔軟性 

・総合教育科目において、人間の本質と尊厳

分野の「ジェンダー論」及び専門科目におい

て、薬学臨床分野の「老年学」を履修できるよう

にし、多様性への造詣が深まる教養を身につけ

る。 



（是正事項） 薬学部 医療薬学科

２． ＜基礎系実習科目の位置付けが不明確＞

カリキュラム・ポリシーについて、講義、演習、実務実習の位置付けが示されているが、基礎系実習

科目の位置付けが示されていないため、適切に改めること。

（対応）

基礎系実習科目の位置づけが示されていないという審査意見を踏まえ、カリキュラム・ポリシーを見直

し、設置の趣旨等を記載した書類の p.21②-a の文章内に、基礎系実習科目を追記することとする。 
また、本薬学部の教育課程では、基礎系実習科目に加え、衛生化学系実習科目および医療薬学系実習科

目も専門実習科目として配置されていることから、p.21②-a の文章内に専門系実習科目を併せて追記し

た。

(説明) 
本薬学部のディプロマ・ポリシーに掲げる「専門的な知識・技術を発揮することができる」を修得する

ための教育課程の編成として、導入科目、概論科目、専門講義科目、基礎系実習科目、専門系実習科目、

専門演習科目、実務実習科目を体系的に整備した。 

なお、基礎系実習科目には、化学系実習、生物系実習、分析化学実習、生化学実習、物理化学実習、有

機化学実習、生理解剖学実習、天然薬物学実習および微生物学実習が配置されている。また、専門系実

習科目には衛生化学実習、薬理学実習がそれぞれ配置されている。 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類(p.21) 
新 旧

a  薬学コア・カリキュラムを基に、導入科目、

概論科目、基礎系実習科目、専門講義科目、専門

演習科目、専門系実習科目、実務実習科目を体系

的に整備し、薬学の専門的知識をもって社会で活

躍するための基礎力を養う。

b 問題発見・課題解決能力を養うため、低学年

では、基礎科目、専門基礎科目及び薬学基礎科目

並びに基礎系実習科目を配置し、高学年では医療

薬学科目、薬学臨床科目など、専門講義科目、専

門演習科目及び専門系実習科目を配置して、多様

な授業方法で開講し、体系的・専門的な知識（調

剤、服薬指導、処方設計の提案等）を修得する。

a  薬学コア・カリキュラムを基に、導入科目、概

論科目、専門講義科目、専門演習科目、実務実習科

目を体系的に整備し、薬学の専門的知識をもって社

会で活躍するための基礎力を養う。

b 問題発見・課題解決能力を養うため、低学年で

は、基礎科目の基幹基礎科目、専門基礎科目及び薬

学基礎科目を配置し、高学年では医療薬学科目、薬

学臨床科目など、専門講義科目、専門演習科目を配

置して、多様な授業方法で開講し、体系的・専門的

な知識（調剤、服薬指導、処方設計の提案等）を修

得する。



(是正事項) 薬学部 医療薬学科 

(説明) 
１．湘南医療大学「薬学部医療薬学科（仮称）設置構想に係るニーズアセスメント調査【人

材需要に関するアンケート調査】から、本学科設置に係る社会定的ニーズがあることを再

検証した。

基礎データ 
① アンケート回答：264 件
② 問４（薬剤師の充足状況）

「ある程度充足している」：73 件（27％）
「充足している」：30 件（11％） 

③ 問４（薬剤師の充足状況）×問６（採用意欲）をクロス集計した。
  その結果は下記の通りである。 

非常に不足している 不足している 分からない ある程度充足している 充足している 無回答 合計 

採用したい 17 63 15 1 96 

採用を検討したい 5 55 1 38 9 1 109 

分からない 1 14 1 17 16 49 

採用を希望しない 0 2 3 3 8 

無回答 0 1 1 2 

合計 
23 135 2 73 30 1 264 

まず、問4（薬剤師の充足状況）にて、「ある程度充足している」を回答した 73 件の
うち、「採用したい」に 15 件（73 件のうち 21％）、「採用を検討したい」に 38 件（73 件のう
ち 52％）が回答し、合計 73％が採用意欲を示した。  

また、「充足している」と回答した 30 件のうち、「分からない」に 16 件（30 件のうち 53％） が
回答したが、「採用したい」に 1 件（30 件のうち 3％）、「採用を検討したい」に 9 件（30件の

3．＜本学科の設置に係る社会的ニーズが不明確＞ 
人材需要に関するアンケート調査について、薬剤師の充足状況に 係る設問に対する「ある

程度充足している」及び「充足している」との回答割合が全体の約４割を占めており、本

学科の設置に係る社会 的ニーズに疑義がある。このため、本学科の設置に係る社会的ニー

ズについて、客観的な根拠を示した上で、改めて明確に説明すること。



うち  33％）が回答し、「採用を希望しない」と回答した機関よりも多い結果となった。  
  
  以上より、薬剤師は充足もしくはある程度充足状況であっても、本学が養成する薬剤師に対し
ては、採用意欲を示していることが分かる。したがって、ただ単に薬剤師の有資格者の社会的な
需要は、問4の結果が示す通り、充足している可能性はあるが、一方で、本学が養成する多職種
と連携しながら、質の高い薬物治療を提供できるような薬剤師については、「ある程度充足し
ている」また「充足している」と回答している機関からも、強い採用意欲を得られていることか
ら、社会が求めている薬剤師像と合致していることが、本集計から考えられる。  

 
２．薬剤師の社会的ニーズ： 
１）診療報酬改定からみる病院薬剤師の必要性（需要） 

 
2020 年度の診療報酬改定にあたっての基本的な方針として、以下の４が掲げられた。 

「1．医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進」 
「2．患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現」 
「3．医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進」 
「4．効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上」 
特に、項目 2 については、かかりつけ機能の強化や薬局の対物業務から対人業務への推進

などが挙げられており、表 1(1)のとおり、病棟薬剤業務実施加算 1 及び 2 について評価を

充実させている。また表 1(2)のとおり、病棟薬剤業務実施加算推進のため常勤配置条件が

緩和された。 
（表 1） 
（1）薬剤師の病棟業務に対する評価の充実 
 改定前 改定後 
病棟薬剤業務実施加算 1（週 1 回） 100 点 120 点 
病棟薬剤業務実施加算 2（1 日につき） 80 点 100 点 
 
通知内容（抜粋）：上記、病棟薬剤業務実施加算は、当該保険医療機関の病棟等において、

薬剤師が医療従事者の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する業務（以下

「病棟薬剤業務」 という。）を実施していることを評価したもの（以下略）加算する。 
 
（2）常勤薬剤師の配置要件の緩和 

病等薬剤業務実施加算（薬剤管理指導料も同要件） 
改定前 改定後 

常勤の薬剤師が 2 名以上配置されているこ

と。病棟薬剤業務の実施に必要な体制がとら

非常勤薬剤師を 2 名組み合わせて常勤換算

し、常勤薬剤師数に算入できる。（常勤薬剤



れていること。 師 1 名+非常勤） 
医薬品情報室（ＤＩ室）には常勤の薬剤師 1
名配置 

ＤＩ室には院内からの相談に対応できる体

制が整備されていればよい。（常勤でなくて

もよい） 
上記の措置は、病院薬剤師の不足により病棟配置が進まないことから、配置要件が緩和

されている。 
 
改定の背景 

病棟薬剤業務実施加算を届け出ている病院は、全体の約 2 割と未だ限られている現状で

ある（グラフ 1）。また、厚生労働省の調査によると、その理由の最多は、「薬剤師の人数が

不足しているため」であった（グラフ 2）。つまり、病棟規模が小さいほど薬剤師が少ない

ため、届出が少ないことがわかる。 
 
（グラフ 1） 

 
（グラフ 2） 

 



2. 病棟配置薬剤師の活用が医師の負担軽減に及ぼす効果 
医師の負担軽減策において、薬剤師の病棟業務に大きな期待と効果があることが見て取

れます。（厚生労働省報告資料） 
 

 
 
医療機関で実施している薬剤師を活用した勤務医の負担軽減策として「薬剤師による投

薬に係る入院患者への説明」、「薬剤師による処方提案等」、「医師業務の薬剤師との分担」

の３つの取り組みが挙げられている。（図 1） 

 
 
 
 
 



 

病棟における薬剤師の関与の状況についてみると、「主に薬剤師が関与」の割合が低かっ

たのは、「患者に対する処方薬の説明」（63.5％）、「医薬品の副作用・効果等の確認」（41.2％）、

「医師への処方や服薬計画等の提案」（32.6％）であった。 （図 2） 
 

 
病棟薬剤師の配置による医師の負担軽減及び医療の質向上への効果についてみると、す

べての選択肢で「効果がある」「どちらかといえば効果がある」を合わせた割合が９割を超

えている。 (図 3） 
 
上記から、病院薬剤師の必要性はさらに高まっており、「働き方改革」（※1）と「薬剤師

業務への効果」から病棟配置薬剤師を雇用する病院が増加すると予測される。 
※1 「働き方改革」とは、四病院団体協議会（日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協



会、日本精神科病院協会）において、薬剤師へのタスクシフティングで、医師等との協働による

薬剤師業務の拡大について下記を提案している。

・医師との協働によるプロトコールに基づいた投薬の実施

・薬剤選択、多剤併用薬に対する処方提案

・副作用の状況把握、服薬指導

・抗菌薬等の治療コントロール処方の提案 等

3. 調剤医療費の推移による薬剤師の需要

2018 年度の概算医療費が約 42.6 兆円であった中で、調剤医療費は約 7.5 兆円と全体の約

18％を占めている。内訳は、約 5.5 兆円が薬剤料、約 1.9 兆円が技術料となっている。また、

この技術料については、調剤料の占める割合が 50%を超える状況が 10 年以上続いている状

況であった。この値から、現時点で薬局・薬剤師は「対物業務」中心であることが伺える。

上記、2020 年度診療報酬改定により、今後、調剤料の割合が減少傾向になるにつれ、薬

剤師の需要が増すものと予測される。（資料①）

※1：医師、歯科医師、薬剤師統計（年末現在）（第 1 回薬剤師の養成及び質向上等に関する検討会令和 2

年 7 月 10 日資料Ｐ34「調剤医療費の推移」）

4. 全国における薬剤師確保の状況

1）薬局数

薬局数の推移を見る通り、平成 20 年（2008 年）は約 53,000 店舗であった薬局の数は、

平成 30 年（2018 年）時点では約 60,000 店舗ほどに増加している。過去 10 年間で約 7,000
店舗ほど増加している。（資料②）内訳では、個人薬局及び 1 店舗のみの法人薬局の割合は

減少傾向にあるが、その代わり割合として増えているのが 20 店舗以上の法人であり、平成

25 年（2013 年）時点で 17.6％であった割合が、2017 年時点では 28.3％まで増加している。

このことから、大手・中堅の法人薬局のシェアが拡大していることが伺える。（資料③）

資料②：医師、歯科医師、薬剤師統計（年末現在）（第 1 回薬剤師の養成及び質向上等に関する検討会令和 2 年 7 月 10

日資料 28Ｐ「薬局薬剤師数と薬局数の推移」抜粋） 

資料③：第 19 回～第 21 回医療経済実態調査「薬局数の推移等」（同一法人の薬局の店舗数の推移） 

2）薬局・医療施設に従事する薬剤師数

① 施設の種別にみた薬剤師数

平成 30 年（2018 年）医師・歯科医師・薬剤師統計の概況によると、平成 30 年（2018
年）12 月 31 日時点における全国の薬剤師従事者数は、約 30 万人（但し、届出薬剤師数薬



31 万人）となっている。薬局・医療施設（病院・診療所）に従事する薬剤師を施設の種別

にみると、「薬局」が 180,415 人（約 57％）、「医療施設」が 59,956 人（約 20％）となって

おり、これを年次推移でみると、「薬局」は大幅に増加しており、「医療施設」は増加傾向

が続いている（資料④ 医師、歯科医師、薬剤師統計（年末現在）（第 1 回薬剤師の養成及び質向上等に関する検

討会令和 2 年 7 月 10 日資料Ｐ4「薬局・医療施設に従事する薬剤師数の推移」））。

薬局数の増加や超高齢社会に移行している日本の状況から、今後も薬剤師の需要は高ま

ると推察できる。今までの処方箋の受け取りから調製、報酬算定、薬剤監査・交付、在庫

管理といった「薬中心の業務」から、重複投薬や飲み合わせといった処方内容チェック、

医師への疑似照会、服薬指導、在宅訪問における薬学管理、副作用・服薬指導のフィード

バック、残薬解消などの「患者中心の業務」が評価されるようになることが予想されるた

め、薬局・薬剤師の在り方も変化し、新しいニーズが生まれる可能性は高いと考えられる。

3）都道府県（従業地）別にみた人口 10 万対薬剤師数

下のグラフのとおり、平成 30 年の全国における薬局・医療施設に従事する人口 10 万人

対薬剤師数は、190.1 人である。この全国平均を上回る都道府県は、11 都府県（東日本２

都県、西日本 9 府県）となっており、西日本よりも東日本の薬剤師が少ないなど、地域偏

在している。

（参考）  統計表 15  人口 10 万対医師･歯科医師･薬剤師数，従業地による都道府県－指定都市･特別区・中核市（再

掲）、業務の種別、性別

統計表 16  人口 10 万対医療施設従事医師･歯科医師数及び薬局･医療施設従事薬剤師数の年次推移，従業

地による都道府県－ 指定都市・特別区・中核市（再掲）別
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5. 神奈川県における薬剤師確保の状況 
平成 28年神奈川県衛生統計年報統計表（第 2部 医療施設調査・病院報告、医師・歯科

医師・薬剤師調査）より、平成 28 年 12 月現在、神奈川県内の薬局、病院、診療所に従事

する薬剤師数は、18,040人である。また、人口 10万人当たりの薬剤師数では、197.3人と

全国平均 181.3人（平成 30年度 190.1人）を上回っている。 

但し、下表の薬剤師（実数・人口 10 万対）、業務の種別×市町村・保健所-保健福祉事

務所別で集計したところ、薬剤師は都市部（政令指定都市）に集中する傾向である。神奈

川県内の 2次保健医療圏・政令市の薬剤師の状況は、人口 10万人当たりで県全体と比較す

ると、薬局・病院・診療所の薬剤師総数は、政令指定都市 3 市保健所で上回るものの、そ

れ以外の 2 次保健医療圏保健所での薬剤師数は全て下回っている（赤字）。横浜市と県央

間には最大 53人の地域差がある状況となっている。 

 

 

6. 薬事関係 

平成 30 年度衛生行政報告例の概況（厚生労働省）（図 7）から、平成 30 年度末現在の神

奈川県の薬局数は、3,888施設（全国 2位）であるにもかかわらず、人口 10万人あたり 42.4

薬局数（全国 40 位）である。 

今後、神奈川県は、2019 年度の 65 歳以上の高齢人口が 229 万人から 2040 年には、292

万人になる（伸び率 59.6％）ことが予測されている。高齢者の増加により、高齢者特有の

疾患などが増えることで在宅医療のニーズが伸びることが予測される。そのため、在宅医

療中の患者のもとへ医薬品を届け、管理する訪問薬剤管理指導行うことができる薬局・薬

剤師の需要は比例して高くなることも予測される。 
また、薬剤師の需要のみならず、薬剤師として求められる役割について、薬局では、かかりつけ

薬剤師・薬局として対人業務（在宅、医療機関等との連携）を充実させことが求められている 
（厚生労働省「患者のための薬局ビジョン」（平成 27 年））。 これらのような対人業務（在宅
訪問など）の増加が今後見込まれると外来患者に対する業務とは内容や所要時間が異なり、薬

H28.12.31

実数 人口10万対 実数  人口10万対 実数  人口10万対 実数  人口10万対

県計 14,610 159.7           3,152 34.5             278             3.0              18,040         197.3           

横浜市保健所 6,417 172.0           1,301 34.9             106             2.8              7,824           209.7           

川崎市保健所 2,494 167.4           455 30.5             41               2.8              2,990           200.7           

相模原市保健所 1,084 150.2           312 43.2             29               4.0              1,425           197.5           

横須賀・三浦 1,139 152.1 251 33.5 24 3.8 1,414 189.4

湘南東部 1,142 156.2 213 29.4 14 2.1 1,369 187.7

湘南西部 799 134.8 268 47.2 17 3.0 1,084 185.0

県央 1,029 125.6 243 27.6 31 3.4 1,303 156.6

県西 506 141.2 109 30.0 13 4.5 628 175.7

最大地域格差 薬剤師数 46.4         19.6 2.4 53.1         

※平成28年神奈川県衛生統計年報統計表（第2部　医療施設調査・病院報告、医師・歯科医師・薬剤師調査）

神奈川県内2次保健医療圏別・施設別薬剤師数及び人口10万人対薬剤師数

薬局の従事者 病院従事者 診療所従事者
薬局・病院・診療所

総数神奈川県内2次保健医療
圏・政令市



剤師の必要性がさらに増加すると考えられる。また、現在進められている「医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法案」では、薬剤師に調剤時だけで
はなく、患者の服用機関中の服薬状況の把握や薬学的知見に基づく指導を行うことが義務付けられ、薬
剤師の仕事の幅がより広がることが伺える。  

 
図７ 都道府県別にみた薬局数（人口10万対）     

     平成30年度末現在 
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上記の社会背景を踏まえ、 
１ 政府の方針は、かかりつけ機能の強化や薬局の対物業務から対人業務への推進 

２ 診療報酬改定は、薬剤師が医療従事者の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性

の向上に資する業務（病棟薬剤業務）を評価 
     ３ 勤務医の負担軽減策として「薬剤師による投薬に係る入院患者への説明」、「薬剤

師による処方提案等」、「医師業務の薬剤師との分担」の取り組み 

  ４ 薬剤師の地域偏在の解消  
 

などが進められている現在、病院薬剤師の必要性はさらに高まっており、特に、「病

棟配置薬剤師」を雇用する病院が増加すると予測される。 
 
湘南医療大学薬学部では、グループ病院などの協力体制により、調剤から病棟での服薬支援、チ

ーム医療など幅広い臨床薬学スキルを学べる医療環境が整っている。これからの薬局・薬剤師に
求められる対人業務が行える質の高い薬剤師を養成することが社会的な需要であり、本
薬学部設置の趣旨等を記載した書類P3「（3）薬学部設置の必要性」に記載する下記の
内容は、その需要に合致するものである。 

    ・臨床現場におけるチーム医療を推進でき、その中心的役割を果たし、個々の患者の

立場を考えて行動できること 
    ・地域医療の実情を熟知し、健康増進・予防活動ができること。 
    ・服薬指導・薬歴管理・安全な薬物治療に対する専門的な知識、技術の提供など、フ

ァーマシューテイカル・ケアができること 
 
なお、当該「人材需要の動向等社会の要請」を学生の確保の見通し等を記載した書類に

追加する。 
 
（新旧対照表）学生の確保の見通し等を記載した書類（P.30～P.37） 

新 旧 

（２）人材需要の動向等社会の要請  

 

１ 人材の育成に関する目的その他の教育
研究上の目的（概要） 

２ 上記１が社会的、地域的な人材需要の
動向を踏まえたものであることの客観的な
根拠  

 

 (追加2) 人材需要の動向等社会の要請 

（２）人材需要の動向等社会の要請
  

１ 人材の育成に関する目的その他の教
育研究上の目的（概要）  

２ 上記１が社会的、地域的な人材需要
の動向を踏まえたものであることの客観
的な根拠  

 



(1)．湘南医療大学「薬学部医療薬学科（仮
称）設置構想に係るニーズアセスメント調
査【人材需要に関するアンケート調査】結
果(再検証) 

(2)．薬剤師の社会的ニーズ： 

(3). 調剤医療費の推移による薬剤師の需
要 

(4). 全国における薬剤師確保の状況 

(5). 神奈川県における薬剤師確保の状況 

(6). 薬事関係  

 



（是正事項） 薬学部 医療薬学科 

 

（対応） 

アドミッション・ポリシーと入学者選抜における試験科目及び選考方法が整合のとれたものか判断ができないため、

どのように本学科で学ぶにふさわしい学力や素養を担保するのか不明確であるとの審査意見を踏まえて、アドミッ

ション・ポリシーと入学者選抜における試験科目及び選考方法の整合性を、以下を踏まえて明確に説明した。 

１ アドミッション・ポリシーを修正した。 

２ 本学科で学ぶにふさわしい学力や素養を担保するため、「本学薬学部に入学する学生に求める学力」を追

記した。 

３ 入学者選抜における試験科目の詳細明記及び学校推薦型選抜（指定校型）試験に学力試験を追加した。 

４ アドミッション・ポリシー各項目と試験科目・選考方法を整合した。 

 

(説明) 

1. 本学部が求める資質、能力、意欲を持った学生の受入れ方針（AP:アドミッション・ポリシー）の各項目と学力

の三要素（知識・技能）、（思考・判断・表現）、（自主的に学習に取り組む態度）の整合性、及び入学試験評価と

の整合性を見直した結果、調査書と AP の整合性を図るため、「高等学校の教育内容を幅広く学修していること」

をAP項目に追加した。また、一般入学試験の学力試験とAPの整合性を図るため、「基礎学力を応用する力やも

のごとを理論的に思考する力を有すること」を AP 項目に追加することとした。 

その他、学校教育法で規定される学力の三要素に基づき、高大接続改革答申では（自主的に学習に取り組む

態度）が、（主体性・多様性・協働性）に示されていることを踏まえて、下記にその整合性を図るため、思考・判断・

表現 に記載した「多様性を尊重し、意見の異なる人々と協調し、コミュニケーション能力を高めたいと望む人」を

主体性・多様性・協働性 に変更した。 

また、AP の内容を補完し、高校生が身につけておくべきことを教科ごとに、「本学薬学部に入学する学生に求

める学力」として追記し、具体的に公表して、高等学校での学びに活かされるようにする。(表１：新旧対照表) 

 

学生受入れの方針 （AP:アドミッション・ポリシー） 

本学薬学部は、理念及び教育目的に共感し、本学の伝統を受け継ぎ、本学の教育研究環境において、自

ら興味や関心をもって主体的に学び，薬学の専門職業人になるという強い意志を有して成長できる医療人の

養成を目指し、以下「学力の三要素」の項目に対応させて、養成する人材像（DP）、教育課程編成方針（CP）を

踏まえて、本学部が求める資質、能力、意欲を持った学生を広く受け入れる。 

また、大学は「朋に学び、成長する場」であるため、お互いの価値観を尊重し合い、協働できる学生を求め

る。 

4. ＜アドミッション・ポリシーと入学者選抜方法の整合性が不明確＞ 
アドミッション・ポリシーと入学者選抜における試験科目及び選考方法が整合のとれたものか判断が

できないため、どのように本学科で学ぶにふさわしい学力や素養を担保するのか不明確である。この

ため、アドミッション・ポリシーと入学者選抜における試験科目及び選考方法の整合性について、明

確に説明すること。 
 



 

   知識・技能 

(1）高等学校の教育内容を幅広く学修している。（DP/CP 1） 

(2) 薬学の知識技術を修得するために必要な基礎学力を有する人（DP/CP 2） 

      ・大学で薬学を学ぶためには、高等学校において「生物、化学、数学、英語」の基礎学力を確実に身に

つけておく必要がある。 

 

    思考・判断・表現 

(3) 基礎学力を応用する力やものごとを理論的に思考する力を有する人（DP/CP 3.4） 

(4) 地域社会の諸問題（健康、医療、福祉等で抱える問題）や薬学への深い関心・興味を持ち、それらにつ

いて自らの考えを表現する力を有する人（DP/CP 2.3.4） 

(5) 豊かな人間性、高い倫理観を持ち、自主的に社会貢献できる人（DP/CP 1） 

 

主体性・多様性・協働性   

（6）多様性を尊重し、意見の異なる人々と協調し、コミュニケーション能力を高めたいと望む人（DP/CP 1.4） 

（7）主体的に課題を発見し、問題解決に向けて意欲的に行動できる人（DP/CP4） 

（8）自己管理能力に優れた人（DP/CP 5） 

※各項目の末（ ）の数字は、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーの対応番号である。 

 

「本学薬学部に入学する学生に求める学力」 

【英語】 

本学の英語教育では、豊かな人間性と専門的知識を修得し地域社会に貢献できる医療人として仕事の場や

研究の場で必要とされる英語力を養い、その英語力に基づいて問題を発見および解決できる人材を養成するこ

とを目指します。 

そのため本学を志望する学生は、こうしたカリキュラムに対応できるように高等学校までの教育課程で課される

「読む・聞く・話す・書く」という４技能を総合的に学習し、英語のコミュニケーションに不可欠な理解力と表現力を

備えていることが求められます。具体的には、高等学校の教育課程の範囲内で以下の英語力を活用できるという

ことです。 

（１）受け取った英語を正しく理解する読解・聴解のための英語力 

（２）仕事や学校など、身近な場面で取り上げられる話題について英語で応対できる英語力 

（３）自分の関心のある題材に関して自分の考えを論理的な英文で表現できる英語力 

さらに、こうした基礎的な英語力に加えて、言語の背景にある社会や文化への理解を深め能動的なコミュニケ

ーションを図る姿勢と有益なコミュニケーションのための論理的思考と創造性を養う姿勢を身につけることが期待

されます。 

 

【理科】 

（化学） 

化学は自然科学や科学技術が関連する様々な分野において、問題の本質を見つけ、その課題を解決するた



めのツールとなる教科です。特に薬学は自然科学の応用分野であり、生体や環境に対する医薬品を含む化学物

質等の影響を理解するために、理科系の学力が重視されます。このような観点から、本学を受験する皆さんには、

高等学校の教育課程の範囲内で、以下の知識・能力を習得しておくことが求められます。 

（１）物質の構造と状態に関する基本的な知識 

  物質を構成する粒子の構造や結合、物質の三態と状態変化に関する基本的な知識 

（２）物質の変化に関する基本的な原理・法則を理解する力と活用する能力 

化学変化とエネルギーの関係、酸化還元反応の応用としての電池や電気分解の知識、化学反応の速さと化

学平衡に関する知識、また、単なる計算力を問うのではなく、これらの知識を定量的に考察する能力 

（３）無機化合物、有機化合物、高分子化合物に関する基本的な知識 

典型元素・遷移元素の単体及び化合物の性質と反応、脂肪族炭化水素・芳香族炭化水素の構造と反応、

天然高分子・合成高分子の性質と構造に関する知識 

 

（生物） 

病気の成り立ちや医薬品の作用・副作用は、様々な生体分子、細胞、器官が複雑に関連した現象であり、生

命現象を科学的・体系的に理解していくための基礎として、生物学は薬学を学ぶうえでとても重要です。本学薬

学部に入学する学生には、理科では受験科目である化学だけではなく、高等学校の教育課程の範囲内で、以下

の基礎学力を身につけておくことが求められます。 

（１）生物の特徴、生物の多様性と共通性、細胞とエネルギーに関する基本的知識 

（２）遺伝子とその働き、遺伝情報と DNA、遺伝情報の分配、遺伝情報とタンパク質の合成に関する基本的知識 

（３）生物の体内環境とその維持のしくみ、免疫に関する基本的知識 

（４）生物の生態系、気候とバイオーム、生態系と物質循環、生態系のバランスと保全に関する基本的知識 

 

（物理） 

薬学部では、薬の分子から、錠剤や軟膏剤など目に見える実際の薬、さらに薬が働く人体に至るまで、さまざ

まなスケールで、さまざまな物質の性質や挙動を理解する必要があります。また、分子間・物質間の相互作用も重

要となります。その根底には共通の物理法則があります。また、物質の分析や診断に使われる手法も物理的な現

象を応用したものであり、その原理を適切に理解することが要求されます。従って、高校で学ぶ力学や電磁気学

の基礎は、いろいろな形で薬学に関係してきます。そこで、本学に入学してくる学生には、物理の学力に関して

以下のことを求めます。 

（１）物理量にはスカラー量とベクトル量があることを理解しており、ベクトルの計算を物理学に応用できる。 

（２）運動の法則を十分に理解しており、力・加速度・質量・エネルギー・仕事などの相互関係を説明できる。等速

円運動などの単純な運動について、数式や図を用いて説明できる。 

（３）波動の具体例を挙げ、波の性質を表す量や波の特徴を説明できる。 

（４） クーロンの法則、電場と電位、電磁誘導など、電磁気学の基礎概念について理解している。 

 

【数学】 

本学薬学部医療薬学科の数学教育では、医療現場などで必要とされる数学力・計算力を身に付けさせ、様々



な課題・問題に対して論理的に思考し解決することができる人材の養成を目指します。数学力・計算力は，処方

箋に記載された薬の量を正しく計算したり、薬の特徴を明らかにするといった場面で要求されます。このような理由か

ら，本学科では数学と科学計算演習を必修科目として定め，これらを履修することで薬学に必要な数学力・計算

力を養っていきます。 

これらのカリキュラムに対応できるように、本学を志望する学生は高等学校の教育課程に基づく下記の基本的

な数学的知識と技法を習得しておくことが求められます。 

（１）方程式，二次関数，度数分布表とヒストグラム，分散と標準偏差 

（２）式と証明，三角関数，指数関数，対数関数，微分・積分の考え 

（３）場合の数と確率，確率分布，正規分布 

 

 

（表１：新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（P63~P66） 

新 旧 

知識・技能 

(1)高等学校の教育内容を幅広く学修してい

る。（DP/CP 1） 

知識・技能 

(新規) 

(2)薬学の知識技術を修得するために必要な

基礎学力を有する人 

（CP/DP 2） 

大学で薬学を学ぶためには、高等学校

において「生物、化学、数学、英語」の基

礎学力を確実に身につけておく必要があ

る。 

・ 「化学」は、薬の多くは有機化合

物であるため、その知識が薬の

様々な有機化合物の化学構造

と反応の理解や構造を学ぶ上で

重要である。 

 

・ 「生物」は、臨床実践できる薬剤

師において、薬の作用だけでは

なく、人間の身体の仕組みや疾

患の発症から治療まで幅広い知

識を修得するために重要であ

る。 

・ 「数学」は、科学の一部である薬

学を学ぶ上で、基本的な知識が

薬学に役立つだけでなく、数学

 薬学の知識技術を修得するために必

要な基礎学力と理論的思考力を有す

る人 

（CP/DP 1） 

大学で薬学を学ぶためには、高等学

校において「生物、化学、数学、英語」

の基礎学力を確実に身につけておく必

要がある。 

・ 「化学」は、薬の多くは有機化合

物であるため、その知識が薬の

様々な有機化合物の化学構造

と反応の理解や構造を学ぶ上で

重要である。 

・ 「生物」は、臨床実践できる薬剤

師において、薬の作用だけでは

なく、人間の身体の仕組みや疾

患の発症から治療まで幅広い知

識を修得するために重要であ

る。 

・ 「数学」は、科学の一部である薬

学を学ぶ上で、基本的な知識が

薬学に役立つだけでなく、数学



的・論理的なものの考え方自体

が薬学全体にとって重要であ

る。 

・ 「英語」は、グローバル化が進む

医療分野での課題に向き合うた

めに世界の共通言語として重要

である。 

的・論理的なものの考え方自体

が薬学全体にとって重要であ

る。 

・ 「英語」は、グローバル化が進む

医療分野での課題に向き合うた

めに世界の共通言語として重要

である。 

思考・判断・表現 

(3) 基礎学力を応用する力やものごとを理論的

に思考する力を有しする人（DP/CP 3.4） 

思考・判断・表現 

(新規) 

(4) 地域社会の諸問題（健康、医療、福祉等で

抱える問題）や薬学への深い関心・興味を

持ち、それらについて自らの考えを表現す

る力を有する人（DP/CP 2.3.4） 

 地域社会の諸問題（健康、医療、福祉等

で抱える問題）や薬学への深い関心・興

味を持ち、それらについて自らの考えを

表現する力を有する人（DP/CP 2.3.4） 

(5) 豊かな人間性、高い倫理観を持ち、自主的

に社会貢献できる人（DP/CP 1） 

 豊かな人間性、高い倫理観を持ち、自

主的に社会貢献できる人（DP/CP 1） 

  多様性を尊重し、意見の異なる人々と協

調し、コミュニケーション能力を高めたい

と望む人（DP/CP 1.4） 

主体性・多様性・協働性  

（6）多様性を尊重し、意見の異なる人々と協調

し、コミュニケーション能力を高めたいと望

む人（DP/CP 1.4） 

 

主体的に学習に取り組む態度   

(新規) 

（7）主体的に課題を発見し、問題解決に向けて

意欲的に行動できる人（DP/CP4 ） 

 

 主体的に課題を発見し、問題解決に向

けて意欲的に行動できる人（DP/CP4 ） 

 

（8）自己管理能力に優れた人（DP/CP 5）  自己管理能力に優れた人（DP/CP 5） 

「本学薬学部に入学する学生に求める学力」 

【英語】 

本学の英語教育では、豊かな人間性と専門

的知識を修得し地域社会に貢献できる医療人

として仕事の場や研究の場で必要とされる英語

（追加） 



力を養い、その英語力に基づいて問題を発見

および解決できる人材を養成することを目指し

ます。 

そのため本学を志望する学生は、こうしたカリ

キュラムに対応できるように高等学校までの教

育課程で課される「読む・聞く・話す・書く」という

４技能を総合的に学習し、英語のコミュニケーシ

ョンに不可欠な理解力と表現力を備えているこ

とが求められます。具体的には、高等学校の教

育課程の範囲内で以下の英語力を活用できる

ということです。 

（１）受け取った英語を正しく理解する読解・聴

解のための英語力 

（２）仕事や学校など、身近な場面で取り上げら

れる話題について英語で応対できる英語力 

（３）自分の関心のある題材に関して自分の考え

を論理的な英文で表現できる英語力 

さらに、こうした基礎的な英語力に加えて、言

語の背景にある社会や文化への理解を深め能

動的なコミュニケーションを図る姿勢と有益なコ

ミュニケーションのための論理的思考と創造性

を養う姿勢を身につけることが期待されます。 

 

【理科】 

（化学） 

化学は自然科学や科学技術が関連する様々

な分野において、問題の本質を見つけ、その課

題を解決するためのツールとなる教科です。特

に薬学は自然科学の応用分野であり、生体や

環境に対する医薬品を含む化学物質等の影響

を理解するために、理科系の学力が重視されま

す。このような観点から、本学を受験する皆さん

には、高等学校の教育課程の範囲内で、以下

の知識・能力を習得しておくことが求められま

す。 

（１）物質の構造と状態に関する基本的な知識 

  物質を構成する粒子の構造や結合、物質の

三態と状態変化に関する基本的な知識 



（２）物質の変化に関する基本的な原理・法則を

理解する力と活用する能力 

化学変化とエネルギーの関係、酸化還元

反応の応用としての電池や電気分解の知

識、化学反応の速さと化学平衡に関する

知識、また、単なる計算力を問うのではな

く、これらの知識を定量的に考察する能力 

（３）無機化合物、有機化合物、高分子化合物

に関する基本的な知識 

典型元素・遷移元素の単体及び化合物の

性質と反応、脂肪族炭化水素・芳香族炭

化水素の構造と反応、天然高分子・合成

高分子の性質と構造に関する知識 

 

（生物） 

病気の成り立ちや医薬品の作用・副作用は、

様々な生体分子、細胞、器官が複雑に関連し

た現象であり、生命現象を科学的・体系的に理

解していくための基礎として、生物学は薬学を

学ぶうえでとても重要です。本学薬学部に入学

する学生には、理科では受験科目である化学

だけではなく、高等学校の教育課程の範囲内

で、以下の基礎学力を身につけておくことが求

められます。 

（１）生物の特徴、生物の多様性と共通性、細胞

とエネルギーに関する基本的知識 

（２）遺伝子とその働き、遺伝情報と DNA、遺伝

情報の分配、遺伝情報とタンパク質の合

成に関する基本的知識 

（３）生物の体内環境とその維持のしくみ、免疫

に関する基本的知識 

（４）生物の生態系、気候とバイオーム、生態系

と物質循環、生態系のバランスと保全に関する

基本的知識 

 

（物理） 



薬学部では、薬の分子から、錠剤や軟膏剤

など目に見える実際の薬、さらに薬が働く人体

に至るまで、さまざまなスケールで、さまざまな

物質の性質や挙動を理解する必要があります。

また、分子間・物質間の相互作用も重要となりま

す。その根底には共通の物理法則があります。

また、物質の分析や診断に使われる手法も物

理的な現象を応用したものであり、その原理を

適切に理解することが要求されます。従って、

高校で学ぶ力学や電磁気学の基礎は、いろい

ろな形で薬学に関係してきます。そこで、本学

に入学してくる学生には、物理の学力に関して

以下のことを求めます。 

（１）物理量にはスカラー量とベクトル量があるこ

とを理解しており、ベクトルの計算を物理学に応

用できる。 

（２）運動の法則を十分に理解しており、力・加

速度・質量・エネルギー・仕事などの相互関係

を説明できる。等速円運動などの単純な運動に

ついて、数式や図を用いて説明できる。 

（３）波動の具体例を挙げ、波の性質を表す量

や波の特徴を説明できる。 

（４） クーロンの法則、電場と電位、電磁誘導な

ど、電磁気学の基礎概念について理解してい

る。 

 

【数学】 

本学薬学部医療薬学科の数学教育では、医

療現場などで必要とされる数学力・計算力を身

に付けさせ、様々な課題・問題に対して論理的

に思考し解決することができる人材の養成を目

指します。数学力・計算力は，処方箋に記載さ

れた薬の量を正しく計算したり、薬の特徴を明らか

にするといった場面で要求されます。このような理

由から，本学科では数学と科学計算演習を必

修科目として定め，これらを履修することで薬学

に必要な数学力・計算力を養っていきます。 

これらのカリキュラムに対応できるように、本



学を志望する学生は高等学校の教育課程に基

づく下記の基本的な数学的知識と技法を習得

しておくことが求められます。 

（１）方程式，二次関数，度数分布表とヒストグラ

ム，分散と標準偏差

（２）式と証明，三角関数，指数関数，対数関

数，微分・積分の考え 

（３）場合の数と確率，確率分布，正規分布 

2．各試験区分における本学が求める学力並びに高校の基礎的・共通的な学習達成度を客観的に把握し、その

基準を明確にするため、学校推薦型選抜試験（指定校型）に基礎学力試験を追加し、全ての試験区分で学力試

験を課すことに改めた。また、各試験区分にある学力検査の教科目の試験内容を学習指導要領上の教科・科目

に適切に改めて記載する。また、学校推薦型選抜試験の平均評定値の実数を改めて記載する。(表２：新旧対照

表) 

①-ア  総合型選抜入学試験での基礎学力検査は、英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ）、数学

（Ⅰ・Ⅱ・A・B）、理科（化学基礎、化学）に表現を改める。 

②-ア 学校推薦型選抜試験（指定校型）での平均評定値は、教科目（外国語（英語）・理科（化学）・数学）の

平均評定値 4.0 以上と明確に記載する。 

②-イ 学校推薦型選抜試験（公募型）での平均評定値は、教科目（国語・地理歴史・数学・理科・外国語）の

平均評定値 3.5 以上と明確に記載する。 

②-ア-a 学校推薦型選抜試験（指定校型）に基礎学力検査を追加し、総合型選抜入学試験と同様の教科・科

目に表現を改める。 

②-イ-a 学校推薦型選抜試験（公募型）での基礎学力検査は、総合型選抜入学試験と同様の教科・科目に表

現を改める。 

③-ア 一般選抜入試の「英語」の教科・科目を、コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱと表現を改

める。 

その他、総合型選抜試験は、推薦型選抜試験ではないため、文中に記載ある推薦書を削除し、調査書のみ

の表現に改める。また、表記番号、記号などを適切に改める。 

(表２：新旧対照表)設置の趣旨等を記載した書類（P67~P69） 

新 旧 

①総合型選抜入学試験

・ 総合型選抜試験：募集人数15人

総合型選抜試験は、自ら学ぶ姿勢を身につけ

て、本学の理念、教育目的を理解し、薬剤師になる

明確な目的をもって本学を選択した学生の確保を

①総合型選抜入学試験

・ 総合型選抜試験：募集人数15人

総合型選抜試験は、自ら学ぶ姿勢を身につけ

て、本学の理念、教育目的を理解し、薬剤師になる

明確な目的をもって本学を選択した学生の確保を



目的とする。基礎学力検査（必須３科目）、小論文

及び面接、グループ討論を実施し、その成績およ

び調査書から総合的に評価する。 

ア 基礎学力検査では、英語（コミュニケーション英

語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ）、数学（Ⅰ・Ⅱ・A・B）、

理科（化学基礎、化学）として、本学での基礎

教育科目との円滑な接続および薬学を学ぶ基

礎学力を評価する。 

(中略) 

目的とする。基礎学力検査（必須３科目）、小論文

及び面接、グループ討論を実施し、その成績およ

び調査書・推薦書から総合的に評価する。 

ア 基礎学力検査では、英語、数学Ⅰ・Ⅱ・A・B、化

学基礎・化学として、本学での基礎教育科目と

の円滑な接続および薬学を学ぶ基礎学力を評

価する。 

(中略)  

②学校推薦型選抜入学試験 

・ 学校推薦型選抜試験：募集人数65人 

ア 学校推薦型選抜試験（指定校型）は、本学へ

の入学意欲が高く、本学の理念・教育目的を理

解し、適合していると高等学校が判定し、教科

目（外国語（英語）・理科（化学）・数学）の平均

評定値4.0以上及び指定した履修科目等の一

定の条件を満たした生徒を対象とする。基礎学

力検査（必須３科目）、小論文及び面接を実施

し、その成績および調査書・推薦書から総合的

に評価する。 

この試験の目的は、本学を第一志望とする

意欲的な入学者の確保であり、これにより

本学の理念に基づき設定した本学の教育

に適合する生徒層の確保が可能となる。 

②学校推薦型選抜入学試験 

・ 学校推薦型選抜試験：募集人数65人 

ア 学校推薦型選抜試験（指定校型）は、本学へ

の入学意欲が高く、本学の理念・教育目的を理

解し、適合していると高等学校が判定し、平均

評定値及び指定した履修科目等の一定の条

件を満たした生徒を対象とする。小論文及び面

接を実施し、その成績および調査書・推薦書か

ら総合的に評価する。 

この試験の目的は、本学を第一志望とする

意欲的な入学者の確保であり、これにより

本学の理念に基づき設定した本学の教育

に適合する生徒層の確保が可能となる。 

 

イ 学校推薦型選抜試験（公募型）は、本学への

入学に意欲の高い生徒の確保を目的に、教科

目（国語・地理歴史・数学・理科・外国語）の平

均評定値3.5以上の一定の条件を満たした生

徒を対象とする。基礎学力検査（必須３科目）、

小論文及び面接を実施し、その成績および調

査書・推薦書から総合的に評価する。 

a 基礎学力検査では、英語（コミュニケーション

英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ）、数学（Ⅰ・Ⅱ・A・

B）、理科（化学基礎、化学）として、本学での

基礎教育科目との円滑な接続および薬学を

学ぶ基礎学力を評価する。 

 

イ 学校推薦型選抜試験（公募型）は、本学への

入学に意欲の高い生徒の確保を目的に、平均

評定値等の一定の条件を満たした生徒を対象

とする。とする。基礎学力検査（必須３科目）、

小論文及び面接を実施し、その成績および調

査書・推薦書から総合的に評価する。 

a 基礎学力検査では、英語、数学Ⅰ・Ⅱ・A・B、

化学基礎・化学として、本学での基礎教育科

目との円滑な接続および薬学を学ぶ基礎学

力を評価する。 

 

(中略) 



(中略) 

③一般選抜入学試験 

・ 一般選抜試験：募集人数50人 

学力検査（必須３科目）及び面接を実施し、その成

績および調査書から総合的に評価して選抜する。ま

た、２年目以降は、大学入学共通テストを導入する。 

③一般選抜入学試験 

・ 一般選抜試験：募集人数50人 

学力検査（必須３科目）及び面接を実施し、その成

績および調査書から総合的に評価して選抜する。ま

た、２年目以降は、大学入学共通テストを導入する。 

ア  学力検査では、本学における基礎教育科目と

の円滑な接続および薬学を学ぶ基礎学力を評

価することを目的に、「化学」、「数学」及び「英

語」を重視した科学適性にかかる学力試験を実

施する。 

a  「数学」は、高等学校の「数学Ⅰ」、「数学Ⅱ」、

「数学Ａ」、「数学Ｂ」の内容を十分に理解して

いる。 

b 「英語」は、高等学校卒業までの範囲のコミュ

ニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ

において、読む、書く、話す、聞く、の基礎的

な能力を身につけている。 

c 「化学」は、高等学校の「化学基礎」、「化学」

の内容を十分に理解している。 

※一部、思考・判断力を求める内容を課す（実験

データの解析力等） 

(ア) 学力検査では、本学における基礎教育科目と

の円滑な接続および薬学を学ぶ基礎学力を評

価することを目的に、「化学」、「数学」及び「英

語」を重視した科学適性にかかる学力試験を実

施する。 

・ 「数学」は、高等学校の「数学Ⅰ」、「数学Ⅱ」、

「数学Ａ」、「数学Ｂ」の内容を十分に理解して

いる。 

・ 「英語」は、高等学校卒業までの範囲におい

て、読む、書く、話す、聞く、の基礎的な能力

を身につけている。 

・ 「化学」は、高等学校の「化学基礎」、「化学」

の内容を十分に理解している。 

※一部、思考・判断力を求める内容を課す（実験

データの解析力等） 

 

イ (以下、略) (イ) (以下、略) 

 

3. 審査結果並びに上記 1.2 の加筆修正を踏まえ、アドミッション・ポリシーと各入試区分における入学者選抜方

法との整合状況を表 3にまとめた。結果、全ての入学者選抜方法とアドミッション・ポリシーの各項目に整合してい

るため、本学科で学ぶにふさわしい学力や素養を入学選抜試験科目、選考方法において担保することができると

考えている。     



（表 3：新アドミッション・ポリシーと各入試区分における入学者選抜方法との整合状況） 

試験区分 総合選抜型 学校推薦型（指定

校推薦） 

学校推薦型（公募

推薦） 

一般選抜型 

試験科目(配点) ア 調査書(5) 

イ 基礎学力検査 

(100)(英語、数

学、化学) 

ウ 小論文(30) 

エ 面接(35) 

オ グループ討論

(30) 

ア 調査書・推薦書

(5) 

イ 基礎学力検査

(100) (英語、数

学、化学) 

ウ 小論文(30) 

エ 面接(45) 

ア 調査書・推薦

書(5) 

イ 基礎学力検査

(100) (英語、

数学、化学) 

ウ 小論文(30) 

エ 面接(45) 

ア 調査書(5) 

イ 学力検査

(300)(英語、

数学、化学) 

ウ 面接(45) 

選考方法  

 

AP 項目を重視し、上

記科目を点数配分

し、200点満点で総合

的に評価する。 

AP 項目を重視し、上

記科目を点数配分

し、180点満点で総合

的に評価する。 

AP 項目を重視し、

上記科目を点数配

分し、180 点満点で

総合的に評価する。 

AP 項目を重視し、

上記科目を点数配

分し、350 点満点で

総合的に評価する。 

アドミッション・ポリシー（AP）各項目と試験科目・選考方法の整合 

知識・技能 

(1)高等学校の教

育内容を幅広く

学修している。 

（調査書） 

○ ○ ○ ○ 

(2)薬学の知識技

術を修得するた

めに必要な基礎

学力を有する人 

（基礎学力検査・

学力試験） 

◎ ◎ ◎ ◎ 

思考・判断・表現 

(3)基礎学力を応

用する力やもの

ごとを理論的に

思考する力を有

しする人 

（面接・小論文） 

○ ○ ○ 〇 

(4)地域社会の諸

問題（健康、医

療、福祉等で抱

える問題）や薬学

◎ ◎ ◎ ◎ 



への深い関心・

興味を持ち、そ

れらについて自

らの考えを表現

する力を有する

人 

（面接） 

(5) 豊 か な 人 間

性、高い倫理観

を持ち、自主的

に社会貢献でき

る人 

（面接・推薦書） 

○ ◎ ◎ ○ 

主体性・多様性・

協働性 

(6)多様性を尊重

し、意見の異なる

人々と協調し、コ

ミュニケーション

能力を高めたい

と望む人 

（面接・グループ

討論） 

◎ 〇 〇 〇 

(7)主体的に課題

を発見し、問題

解決に向けて意

欲的に行動でき

る人 

（面接・小論文） 

◎ ◎ ◎ 〇 

(8)自己管理能力

に優れた人 

（面接・調査書） 

○ ○ ○ ○ 

※2 年目以降は、一般型選抜入学試験に加えて、大学入学共通テストを導入する。 

 



（是正事項） 薬学部 医療薬学科 

5．＜学生確保の見通しが不明確＞ 
入学定員１３０名に対して、高校生アンケート調査における「合格した場合、入学したい」との回答数

１４９をもって、学生確保の見通しを説明しているが、人材需要に関するアンケート調査において、基

礎学力を懸念する意見が数多く散見されていることに鑑みれば、入学者選抜により、本学科で学ぶため

に求められる学力を担保するためには一定程度の志願者数が必要と考えられることから、長期的かつ安

定的な学生確保の見通しとして十分な根拠が示されているか疑義がある。このため、学生確保の見通し

について、入学者の学力を担保できるかも勘案した上で、改めて客観的な根拠を示しつつ、明確に説明

すること。 
 
（対応） 
審査意見でご指摘を受けた「本学科で学ぶために求められる学力を担保するための一定程度の志願者

数の確保」及び「長期的かつ安定的な学生確保」の見通しを踏まえ、かつ入学者の学力を担保できるか

も勘案した上で、客観的な根拠を示しつつ、「（追加１）学生の確保の見通し及び申請者としての取り組

み状況」を、下記の通り明確に説明した。 
 
（説明） 
（1）高校生に対する「薬学部医療薬学科（仮称）」設置構想に係るニーズアセスメント調査【学生確保

の見通し】結果（再検証） 
 
 ア 入学意向者数 
 今回実施したニーズアセスメント調査では、学生確保の基盤となる本学薬学部の設置圏域（神奈川県

208 校、静岡県 108 校、東京都 49 校）及び隣接する薬学部が設置されていない県（山梨県 11 校、長野

県 33 校）のみで実施し、返答のあった高等学校の合計は 68 校（対象都県高等学校総数の 7.2％（※1））
であった。 

その状況で高等学校卒業後の進路について調査した結果、高校２年生 6,393 人の内、4,856 名（76.0％）

が「４年制・６年制大学進学」を希望している。進学を希望すると回答した 5,021 人のうち、本学科に

ついて「合格した場合、入学したい」と回答した高校２年生は 149 人となり、入学定員 130 人に対し、

1.15 倍の入学意向を示している。また、「合格した場合、入学したい」、「合格した場合、併願大学の結果

によっては入学したい」と回答した高校２年生は合計 215 人となり、本学科の入学定員 130 人に対し、

1.65 倍の入学意向を示している。 
また、表 1 より、単科大学薬学部に進学実績高校 1 校あたりで本学薬学部へ受験意欲を示した人数は

平均 3.8 人、入学意欲を示した人数は平均 2.6 人である。表 3 より、単科大学薬学部への進学実績がな

い高校(12 校)で本学薬学部へ受験意欲を示した人数は 1 校当たり平均 1.8 人、入学意欲は平均 1.5 人で

あった。 
これにより、単科大学薬学部への進学実績のある高校とない高校では、約 2 倍近くの差があることが

伺える。 
※1 調査対象都県の高等学校数、東京都 429 校、神奈川県 235 校、静岡県 138 校、長野県 96 校、山梨県 40 校 計 938



校に対する今回の回答高校数の割合 
イ 薬学部進学実績 
ニーズアセスメント調査の返答のあった高等学校 68 校の内、関東圏私立単科 6 大学薬学部（※2）に過去 3

年実績がある高等学校が 56 校について調査した結果、表 1 のとおり、2016-2018 年度間に合計 737 人が薬学

部に進学実績がある。【資料⑤】 

表 2 より今回、調査を実施できなかったものの、単科大学薬学部への進学実績がある高校は、神奈川県内に

も 100 校以上確認できる。本学薬学部を設置する神奈川県内では、2016 年に 743 人、2017 年に 768 人、2018

年に 781 人と、単科大学薬学部進学実績は、年々増加傾向にある。また、5 都県を合計しても、2017 年に一

時的な減少が見られるものの、単科大学薬学部への進学実績は、一定の水準を保っていることから、本学が設

置する薬学部への進学希望者は一定数見込まれると考えられる。 

 

（表 1）56 校を都県ごとに分類。受験意欲、入学意欲及び回答校の薬学部進学実績数の内訳  

調査都県 回答校内、

薬学部進学

実績校数 

本学に受験

意欲のある

生徒数 

本学に入学

意欲のある

生徒数 

回答校の薬学部進

学者数実績 

（2016-2018 年） 

2016 年 2017 年 2018 年 

神奈川県 44 184 129 655 187 266 202 
静岡県 7 16 11 66 22 18 26 
東京都 1 1 1 22 8 4 10 
長野県 3 10 5 4 3 0 1 
山梨県 1 4 3 9 8 0 1 
計 56 校 215 人 149 人 756 人 228 人 288 人 240 人 
※2  過去 3 年間（2016 年～2018 年）に、神奈川県、東京都に位置する薬学部の単科私立大学（星薬科大、東京薬科

大、明治薬科大、昭和薬科大、日本薬科大、横浜薬科大）に進学実績があり、湘南医療大学に進学が現実的であると考え

られる地域（神奈川県、東京都、長野県、静岡県、山梨県）の高等学校：635 校からデータを抽出した。  

 尚、今回大学ごとの進学実績を抽出したため、総合大学は除く、単科大学（薬学部）のみに絞っている。（参考資料：

サンデー毎日 増刊『大学入試全記録』毎日出版（2016~2018 年）） 

 

 

（表 2）薬学部進学実績高校（残 579 校）の都道府県ごとの内訳 

調査都県 進学実績のある高校数 薬学部進学実績  

2016 年  2017 年  2018 年  

神奈川県  147 校     743 人  768 人  781 人  

静岡県  49 校     76 人  67 人  99 人  

東京都  346 校     1,836 人  1,613 人  1,854 人  

長野県  22 校     47 人  0 人  17 人  

山梨県  1 校     44 人  8 人  15 人  

合計  579 校     2,746 人  2,456 人  2,766 人  



 

（表 3）調査返答があり、過去 3 年間に薬学部への進学実績がない高校 12 校の内訳  

調査都県 進学実績のない高校数 受験意欲 入学意欲 

神奈川県  1 校     9 人  9 人  

静岡県  10 校     10 人  7 人  

長野県  1 校     2 人  2 人  

合計  12 校     21 人  18 人  

  

参考：上記（※2）に記載する 6 大学の 2019 年度入試状況は表 4 のとおりである。6 大学は、平均受

験倍率 8.4 倍、平均実質倍率 3.4 倍と高い水準で学生を確保していることが伺える。 
（表 4） 

 
 
（2）ニーズアセスメント調査結果による薬学部進学需要を推計 

 

ア 分析対象とした高校都県の 2019 年度 4 年・6 年制大学進学者数(表 5) 
（表 5） 

都県名 大学・短期大学等への進学者数（人） 左記の内、大学（学部）進学者数（人） 

東京都 66,248 64,133 

神奈川県 40,427 37,913 

静岡県 16,728 15,481 

山梨県 4,770 4,444 

長野県 8,779 7,380 

計 136,952 129,351 

※大学（学部）進学者数＝4年・6 年制大学進学者数 

2019年度首都圏薬科単科大学　入試状況

大学名 入学定員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 受験倍率 実質倍率 入学定員充足率

星薬科大学 260 3,382 3,240 744 301 12.5 4.4 115.8

東京薬科大学 420 2,821 2,597 815 414 6.2 3.2 98.6

明治薬科大学 300 3,208 2,833 620 308 9.4 4.6 102.7

昭和薬科大学 240 2,541 2,222 785 248 9.3 2.8 103.3

日本薬科大学 260 1,313 1,237 728 250 4.8 1.7 96.2

横浜薬科大学 340 2,929 2,782 797 366 8.2 3.5 107.6

平均 2,699 2,485 8.4 3.4 　

※平均志願者数2,699人、平均受験者数2,485人、平均受験倍率8.4倍、平均実質倍率3.4倍



※学校基本調査「都道府県別大学・短期大学等への進学者数」（令和元年度版）から抜粋 

 
イ 薬学部医療薬学科（仮称）への進学意向比率 
下表は、アンケートで「4 年・6 年制大学への進学」と回答した生徒と、その内、本学薬学部へ入学し

たい。と回答した生徒の人数をまとめ、『入学したい」と回答した生徒の進学意向比率（％）を算出した。

(表 6) 
（表 6） 

都県名 
問 3 大学（4・6 年制）希

望進路（人） 

問 9 合格した場合、入学

したい（人） 
進学意向比率（％） 

東京都 81 1 1.23% 

神奈川県 3,522 129 3.66% 

静岡県 846 11 1.30% 

山梨県 115 3 2.61% 

長野県 251 5 1.99% 

計 4,815 149  

※進学意向比率（％）＝（合格した場合、入学したい人）÷問 3 高校卒業の進路希望（大学 4 年制・6 年制）人数 

 
ウ 薬学部への進学意向者数の推計 
前出のア 4 年・6 年制大学進学者、及びイ薬学部への進学意向比率から、薬学部進学意向者数を推計す

る。(表 7) 
 
（表 7） 

都県名 
都県別 4 年・6 年制大

学進学者数（人） 
進学意向比率 推計進学者意向者数（人） 

東京都 64,133 1.23% 792 

神奈川県 37,913 3.66% 1,389 

静岡県 15,481 1.30% 201 

山梨県 4,444 2.61% 116 

長野県 7,380 1.99% 147 

   合計 2,645 

※推計進学意向者数（人）＝都県大学（学部）進学者数（人）×進学意向比率（％） 

 

上記の推計結果から、薬学部の推計進学意向者数は、分析対象地域全体で 2,645 人となり、入学定員

130 名の 20.3 倍と、一定の潜在的進学需要を算出した（表 7）。また、2040 年の薬学部の推計進学意向

者数を同様に算出した結果、2,464 人となった（表 8）。 
この推計進学意向者数は、6 単科大学の平均受験者数(表 4)と大きく変わるものではなく、本薬学部の

設置位置（JR 横浜駅から 8 分の JR 東戸塚駅から徒歩 15 分以内の立地）、入学定員数を勘案しても学生



募集を順調に展開することができると考えられる。 
 

（表 8） 

都県名 
大学・短期大学等へ

の進学者数（人） 

大学（学部）進学者

推計数（人） 

進学意向比率

（％） 

2040 年 

推計進学者意向者数（人） 

東京都 77,539 75,064 1.23% 927 

神奈川県 34,848 32,681 3.66% 1,197 

静岡県 12,762 11,811 1.30% 154 

山梨県 3,721 3,467 2.61% 90 

長野県 5,770 4,851 1.99% 97 

計 134,640 127,872  2,464 

※大学（学部）進学者数（人）÷大学・短期大学等への進学者数（人）の割合で 2040 年の大学学部進学者数を推計 

※2040 年の大学・短期大学等への進学者数（人）は、大学への進学者数の将来推計について（文部科学省資料） 資料内

高等教育に関する基礎データ（2017 年基準+2040 年推計）から抜粋 

 
（3）神奈川県内の 18 歳人口及び大学進学率等の推移から薬学部入学者数を推計 

 
中長期的な学生確保の見通しについては、本学薬学部を設置する 2021 年度から 2040 年度までの大学

進学対象となる神奈川県の 18 歳人口推移予測を基礎として、2017 年度の学校基本調査及び厚生労働省

の人口動態統計、大学への進学者数の将来統計（文部科学省資料 都道府県別男女別大学進学率実績・

統計値）、日本私立学校振興・共済事業団等の数値の結果を参考に分析を行った。【資料⑥】 
 
本学部を設置する 2021 年度の神奈川県の 18 歳人口は、78,380 人に対して開設 14 年目の 2034 年度

は 73,475 人で人数比は 93.7％となる見込みで、概ね 1 割減となる予測である。また、2034 年-2040 年

間の 18 歳人口減少数は 11,596 人、減少率 15.8％の予測である。 
その予測結果により、大学進学率は、55.8%（2034 年）、及び 56.3%（2040 年）である。また、大学

進学者数は、40,999 人（2034 年）、34,848 人（2040 年）を予測している。 
 
また、本学はそれらの予測値を基に、薬学部の入学者減少率（-2.5％）を含めて計算した結果、神奈川

県内の高校卒業生が薬学部に進学する人数を 799 人（2034 年）、680 人（2040 年）と推計した。またそ

の内、神奈川県内の薬学部に進学する人数を 295 人（2034 年）、251 人（2040 年）と推計した。 
 
上記のとおり、本学薬学部開設年度である 2021 年の薬学部進学予測者数（神奈川県内~県外）316 人

～857 人から、19 年後の 2040 年には 251 人～680 人まで志願者数は減少するものの、本学の入学定員

130 名に対して、志願倍率最少 1.9 倍～最大 5.2 倍を見通すことができるため、長期的かつ安定的に学生

の確保ができるものと考えている。 
 
 



 
 

（4）（1）～（3）の結果を踏まえた、学生確保の見通しと入学者の学力の担保について 
 
上記、（1）～（3）の結果から、 
・本薬学部の入学定員 130 人に対し、215 名（1.65 倍）が入学意向を示している。 
・本学薬学部へ受験意欲及び入学意欲を示した人数は 1 校当たり平均人数では、単科大学薬学部への進

学実績のある高校とない高校では、約 2 倍近くの差がある。 
・調査回答校 56 校において、過去 3 年間に 737 人が単科大学薬学部に進学していること。 
・潜在的進学需要として、薬学部の推計進学意向者数（2021 年）は、分析対象地域全体で 2,645 人があ

る。また、同様に 2040 年の薬学部の推計進学意向者数が 2,464 人になった。 
・2021 年の薬学部進学予測者数（神奈川県内~県外）316 人～857 人から、19 年後の 2040 年には 251
人～680 人（志願倍率最少 1.9 倍～最大 5.2 倍）を予測した。 
以上のことから、本学薬学部は、長期的かつ安定的に一定程度の志願者が確保できるものと考えてい

る。 
 
入学者の学力の担保については、受験した入試区分の違いにより基礎学力の差が生じないように、審

査意見 4 を踏まえて、全ての入試区分において基礎学力試験、学力試験を実施することに改めた。同時

に、高等学校において学んでおかなければならないことを事前に示して、本学薬学部が求める能力と、

入学後の教育内容の理解・発展が合致するように周知する。 
また、大学進学率が 50％を超える現在、本学に入学する学生の学力を把握し、多様な学生に対してそ

れぞれの状況に合った教育を提供できるように工夫をする必要性があると考えている。そのため、審査

意見 6 を踏まえ、薬学部に入学する生徒の苦手とする基礎科目（数学、物理、生物）をリメディアル教

育プログラム（入学前教育）に変更して実施し、入学後に薬学教育科目で躓かないように高大接続をス

ムーズに行うこととする。 
これらの充実を図り、本学が求める学力を担保する所存である。 

 
本学は、超少子社会の状況を認識し、学生確保の見通し等を記載した書類にある「学生確保に向けた

具体的な取組状況（予定含む）」（P10~P12）を着実に行う。その実践の積み重ねにより、本学薬学部の

アドミッションポリシーに則り、本学で学ぶためにふさわしい学力や素養を担保できる一定数の志願者

を継続的に確保できるものと考えている。 
 
 
その他：本学の既設保健医療学部在学生は、神奈川県以外に、静岡県、東京都を始めとして広く関東

甲信越、東日本地域から入学している。過去 5 年間の保健医療学部の志願倍率は平均 5.61 倍、実質倍率

は 3.31 倍の実績があり、安定した志願者数、倍率を確保している。そのため、薬学部医療薬学科も静岡

県、東京都など他都道府県からの入学生が期待できるものと考えている。【資料⑦】 
 



なお、当該「学生の確保の見通し及び申請者としての取り組み状況」を学生の確保の見通し等を記載した

書類に追加する。 
 
（新旧対照表）学生の確保の見通しを記載した書類（P.24-P.29） 

新 旧 
学生の確保の見通し等を記載した書類  

（１）学生の確保の見通し及び申請者としての取り組

み状況  

１ 学生の確保の見通し 

２ 学生確保に向けた具体的な取組状況（予定含む） 

 
(追加 1) 学生の確保の見通し及び申請者としての取

り組み状況  

(1). 高校生に対する「薬学部医療薬学科(仮称)」設置

構想に係るニーズアセスメント調査【学生確保の見通

し】結果(再検証) 

(2). ニーズアセスメント調査結果による薬学部進学

需要を推計 

(3). 神奈川県内の 18 歳人口及び大学進学率等の推移

から薬学部入学者数を推計  

(4). (1)～(3)の結果を踏まえた、学生確保の見通しと入

学者の学力の担保について  

 

学生の確保の見通し等を記載した書類 

（１）学生の確保の見通し及び申請者としての取り組

み状況 

１ 学生の確保の見通し 

２ 学生確保に向けた具体的な取組状況（予定含む）

  

 

 



（是正事項）薬学部 医療薬学科 

６． ＜教育内容が大学水準として不十分＞ 
「物理学入門」や「生物学入門」、「数学入門」などについて、リメディアル教育的な内容となっている。

また、「インターンシップ実習」についても、ビジネスマナーや就職対策に係る内容を含んでおり、卒

業に必要な単位として参入するに値する大学水準の教育内容とは認められないことから、適切に改める

こと。 

 

（対応） 

「物理学入門」、「生物学入門」、「数学入門」について、リメディアル教育的な内容となっているとの審

査意見を踏まえて検討した結果、本薬学部の教育課程において基礎科目（基幹基礎科目）に配置されて

いる「物理学入門」、「生物学入門」、「数学入門」を基幹基礎科目の区分とともに本薬学部の教育課程か

ら除き、当該教育内容を入学前教育に移行して実施することとした。これに伴い、専門科目（薬学基礎

科目）の物理系基礎科学および生物系基礎科学の開講時期を 1 年後期履修科目から 1 年前期履修科目に

変更して実施することとした。また、「インターンシップ実習」についても、ビジネスマナーや就職対

策に係る内容を含んでおり、卒業に必要な単位として参入するに値する大学水準の教育内容とは認めら

れないとの審査意見を踏まえて検討し、シラバスの授業内容を改めることとした。 
 
（説明） 

「物理学入門」では、薬学を学ぶ上で必要となる力学や電磁気学の基礎を学習する。また、分子の性質

や挙動を正しく理解するために必要な量子論についても、導入的な学習を行なうことで、物理学と薬学

との結びつきを意識した学習内容となっている。「生物学入門」は、薬学基礎科目の生化学、生理学、解

剖学、免疫学、微生物学の導入として重要であり、生物学の基本を学習することは、生物の謎を解明す

る研究や基礎科目の基礎となる。また、「数学入門」では、数学が医薬品の有効性、安全性の評価にどの

ように役立つかを学習する内容を含んでおり、単に計算方法だけではなく数学の考え方を学ぶことが、

今後、薬剤師、医療従事者に必要とされる知識を理解する上で役立つ。このように「物理学入門」、「生

物学入門」、「数学入門」は、薬学への道標となる教育科目として設置したものの、リメディアル教育内

容の域に留まっていたこともあり、当該 3 科目を本薬学部の教育課程から除き、高大接続をスムーズに

移行できるようにすることを目的に、当該 3 科目の講義内容を「入学前教育」において実施変更するこ

ととした。それにより、1 年次必修科目である物理系基礎科学、生物系基礎科学および科学計算演習科目

の受講に際し、基礎知識の理解を有して受講することができることになり、更に、物理系基礎科学およ

び生物系基礎科学の科目を 1 年後期履修科目から 1 年前期履修科目に変更したことで、１年後期履修科

目である物理化学Ⅰ、生物系実習、生化学Ⅰ、解剖学の各科目まで、積み上げられた内容で薬学基礎学

習を結びつけることを可能とした。 
また、「インターンシップ実習」では、医療薬学を通して学んだことが将来、ライフサイエンスの専門家

として社会貢献できるように、薬学臨床現場等と薬学部で学んだことの結びつきについて学び、業務の

専門性の理解を深められるように実施する。そして、自己の職業適性や将来設計、主体的職業選択、自

己理解・自己管理能力、課題対応能力、就職後の職場への適応力および高い職業意識を養うことができ

る大学水準の教育内容、教育計画及び成績評価体制に改めた。 
 



 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（P28） 

新 旧 

削除 ・基礎科目（基幹基礎科目）では、物理学入門、生

物学入門、数学入門を学ぶ。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（P28） 

新 旧 

・基礎科目（専門基礎科目）では、科学計算演習を

学ぶ。 

・基礎科目（専門基礎科目）では、科学計算演習を

学ぶ。さらに、専門性の高い薬学基礎科目（物理系、

化学系、生物系）を配置する。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（P33） 

新 旧 

専門科目への準備科目として、基礎科目（専門基礎

科目）の「科学計算演習」を学習する。また、専門

科目（薬学基礎科目）では化学系基礎科学、物理系

基礎科学、物理化学、分析化学Ⅰ、生物系基礎科学、

生理学などの専門科目を履修する。特に化学系およ

び生物系の科目ではそれぞれに関連する実習を行

う。 

専門科目への準備科目として、基幹基礎の「数学入

門」、「物理学入門」、「生物学入門」と「科学計算演

習」を学習する。また、基礎科目では化学系基礎科

学、物理系基礎科学、物理化学、分析化学Ⅰ、生物

系基礎科学、生理学などの専門科目を履修する。特

に化学系および生物系の科目ではそれぞれに関連

する実習を行う。 

 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（P37） 

新 旧 

・学校推薦型入試、総合型選抜入試などの試験区分

により早期に合格が決まった「入学予定者」に対し、

入学までの間に大学が指定する教科の入学前教育

を実施する。 

・学校推薦型入試、総合型選抜入試などの試験区分

により早期に合格が決まった「入学予定者」に対し、

入学までの間に大学が指定する教育教材による自

宅学習を課す。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（P81） 

新 旧 

11.企業実習（インターンシップ）の具体的計画 
 
「インターンシップ実習」では、医療薬学を通して

学んだことが将来、ライフサイエンスの専門家とし

て社会貢献できるように、薬学臨床現場等と薬学部

で学んだことの結びつきについて学び、業務の専門

性の理解を深められるように実施する。そして、自

己の職業適性や将来設計、主体的職業選択、自己理

解・自己管理能力、課題対応能力、就職後の職場へ

11.企業実習（インターンシップ）の具体的計画 
 
将来の職業への適性を考える機会をもち、学生が

ライフプランを設計する一助とするために、薬学部

出身者が活躍している様々な業界で研修を行う。企

業や公的機関の社会的役割や責任、そこで働くこと

の魅力などを理解し、それぞれの業務と大学での学

習内容との関連性について考える機会となる。実習

先での体験を通して、社会人として不可欠な一般常



の適応力および高い職業意識を養う。 識や態度を身につける。 
 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（P82） 

新 旧 

（３）成績評価体制及び単位認定方法 
インターンシップ生ルーブリック評価表、インタ

ーンシップ生（研修施設）評価表、インターンシッ

プ学生報告書、インターンシップ報告会の発表内容

を総合して成績評価を行う。 

（３）成績評価体制及び単位認定方法 
課題レポートの提出、事前授業の出席状況、イン

ターンシップ学生評価表、報告会の発表内容を総合

して成績評価を行う。 
 

 
（新旧対照表）教育課程等の概要 

新 旧 

（削除） 

・（削除）  

 

 

・（削除） 

 

 

・（削除） 

 

基礎科目 基幹基礎科目 

・物理学入門  

配当年次 １前 
 

・生物学入門 
 配当年次 １前 
 

・数学入門  

配当年次 １前 

 
 
（新旧対照表）教育課程等の概要 

新 旧 

・物理系基礎科学  

配当年次 １前 

 

・生物系基礎科学  

配当年次 １前 

・物理系基礎科学  

配当年次 １後 

 
・生物系基礎科学  

配当年次 １後 

 

（新旧対照表）シラバス P152 

新 旧 

別紙【資料⑧】参照  

 



（是正事項）薬学部 医療薬学科 

７． ＜配当年次の適正性が不明確＞ 

「日本薬局方」について、６年次に学ぶ科目として配置されているが、本科目の教育内容は、実習開始前に

学ぶべきものと見受けられる。このため、実習開始前に修得すべき知識・能力等に照らして、本科目が適切な

配当年次となっているか明確に説明するとともに、必要に応じて適切に改めること。 

 

（対応） 

「日本薬局方」が適切な配当年次となっているか明確に説明するとともに、必要に応じて適切に改めることという

審査意見を踏まえ検討した結果、配当年次を 6 年前期から 4 年後期に改めることとする。 

 

 

（説明） 

日本薬局方は、医薬品の性状及び品質の適正を図るため定められた医療上重要な医薬品の規格基準書である。

「日本薬局方」の科目内容には、通則、製剤総則、一般試験法、確認試験、純度試験、生薬総則、生薬試験法

が含まれており、これらは薬局及び病院において実務実習を履修するうえで必要不可欠な知識・技能であり、実

習開始前に修得しておくべき事項であることから、配当年次は 4 年次後期が適切である。 

 

 
（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.34） 

新 旧 

4 年次 

薬学と社会の関連科目として薬事関係法規・薬事
制度、薬剤経済学及び日本薬局方を学修する。 

6 年次 

(削除) 

4 年次 

薬学と社会の関連科目として薬事関係法規・薬
事制度及び薬剤経済学を学修する。 

6 年次 

薬学と社会の科目として日本薬局方を 

 

（新旧対照表）教育課程等の概要 

新 旧 

日本薬局方  

配当年次 4 後 

日本薬局方  

配当年次 6 前 

 

 

 

 

 

 

 



(是正事項) 薬学部 医療薬学科 

8. ＜「後期臨床体験学習」の教育内容が不整合＞  

本学科の特色として、『５年次の実務実習終了後、グループの慢性期病院、精神科病院、介護老人保健

施設などで、実践的な「後期臨床体験学習」を行う』旨記載があるが、「後期臨床体験学習」の授業計

画を見ると、講義と見学以外は計画に含まれておらず、不整合である。このため、「後期臨床体験学

習」の教育内容及び授業計画について、適切に改めた上で、明確に説明すること。 

 

（対応） 

『５年次の実務実習終了後、グループの慢性期病院、精神科病院、介護老人保健施設などで、実践的な「後

期臨床体験学習」を行う』旨記載があるが、「後期臨床体験学習」の授業計画を見ると、講義と見学以外は計画に

含まれておらず、不整合である。』との審査意見を踏まえて、講義及び見学以外の教育内容を授業計画に適切

に示した上で、教育内容及び授業計画の充実を図ることとした。下記に訂正内容を示す。 

 

（説明） 

 誤字があったため、後期臨床体験学習を「後期臨床体験実習」に改める。 

「後期臨床体験実習」では、グループの急性期病院における専門知識を必要とする医療部門、慢性期病院、

精神科病院、介護老人保健施設などを活用し、薬剤師に必要な臨床能力を知り、医療や介護における働き方を

考えるの実践学習を計画している。 

後期臨床体験実習の教育内容の中心は、低学年から学習してきた基礎科目の知識と、高学年において学習

した各論としての「薬物治療」について、薬学実務実習終了後に、より実践的に活用できる知識・技能として発展

させることにある。 

急性期医療において専門知識を必要とする薬物治療、それに続く慢性期医療・介護の現場では複雑化する

薬物治療について、薬剤師が実際に患者の病態を理解して治療に参加することが求められている。また、患者の

大多数を占める高齢者や複数の疾患を患う患者の薬物治療は、各論的な知識だけで対処することは困難な場

合も多々経験される。このような現実を体験学習し、実際に注意を要する薬物治療について、幅広く学ぶことを目

指している。さらに、急性期・慢性期の治療や介護を行う施設での体験実習を通して、医師の負担軽減につなが

る薬学的知識の活かし方、医療制度を理解しチーム医療の中で医師や他の医療従事者との協力の仕方、につ

いて学ぶ機会とし、学生のモチベーション向上にもつなげていく。 

 

上記の目的、意義及び実態を踏まえてシラバスに配置した科目の教育内容を再検討した。薬物療法に専門的

知識を要する緩和医療、化学療法、感染症治療、感染症対策チーム活動など特色ある医療部門、様々な形態の

慢性期医療施設や介護老人保健施設、において、見学や講義での理解のみに終わらず、それぞれの施設での

体験学習、講義、スモールグループディスカッション（SGD）、学生と教員全員による実習報告発表会、実習報告

レポート作成などを組み合わせた実践的な教育計画に変更する。 

大学と急性期・慢性期医療現場・介護現場における学生、教員参加による体験実習を通して、様々な症例に

ついて理解を深め、現在の医療の中で「薬学的技能を生かせる治療」「薬学の専門的知識を生かす必要がある



治療」「複数疾患を患う患者や高齢者における適切な薬物治療」について薬剤師としてどんな知識や行動が必要

かを自ら考える機会とする。 

このような総合的実習により、社会から求められている「臨牀能力が高い病棟薬剤師」、「病態を理解した上で

医師に専門的な助言ができる薬剤師」、「複雑化する薬物治療や予防医療に対応できる薬剤師」について再認

識し、実践的にチーム医療に参画できる薬剤師の育成につなげる教育内容とする。 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（P.13） 

新 旧 

本学の特徴は、グループ 17 病院、健康診断センター

2 施設、介護老人保健施設 9 施設、在宅支援施設 14

施設、福祉施設 6 施設などと連携していることであ

る。急性期病院における専門知識を必要とする患

者、急性期状態を脱し回復期にある患者、慢性期の

病気や障害をもつ成人・老年期の患者や要介護者と

の関わりを通して、現状維持に必要な治療や検査、

日常生活の改善など、地域医療での薬剤師の必要な

支援やシステムについても知見を深めることが可能

である。その特徴を活かして、5 年次の実務実習終

了後、グループの急性期病院における専門知識を必

要とする医療部門、慢性期病院、精神科病院、介護

老人保健施設などで、実践的な「後期臨床体験実

習」を行う。この体験から、大学と急性期・慢性期

医療現場・介護現場における学生、教員参加による

体験実習を通して、様々な症例について理解を深

め、現在の医療の中で「薬学的技能を生かせる治

療」「薬学の専門的知識を生かす必要がある治療」

「複数疾患を患う患者や高齢者における適切な薬物

治療」について薬剤師としてどんな知識や行動が必

要かを自ら考える機会とする。 

グループ関連施設での実習の意義は、急性期治療を

経過し、病状が安定した 患者に対して在宅や介護施

設への復帰支援に向けた医療の流れを学ぶことにあ

る。つまり、本学生は、予防－急性期―回復期―慢

性期までの患者の症状、疾病と要介護者の状態まで、

「地域包括医療」の流れと社会から求められている

「臨床能力が高い病棟薬剤師」、「病態を理解した

上で医師に専門的な助言ができる薬剤師」、「複雑

化する薬物治療や予防医療に対応できる薬剤師」に

ついて再認識し、実践的にチーム医療に参画できる

薬剤師の育成につなげる教育内容が可能である。 

 

本学の特徴は、グループ 17 病院、健康診断セン

ター2 施設、介護老人保健施設 9 施設、在宅支援

施設 14 施設、福祉施設 6 施設などと連携してい

ることである。急性期状態を脱し回復期にある患

者、慢性期の病気や障害をもつ成人・老年期の患

者や要介護者との関わりを通して、現状維持に必

要な治療や検査、日常生活の改善など、地域医療

での薬剤師の必要な支援やシステムについても知

見を深めることが可能である。その特徴を活かし

て、5 年次の実務実習終了後、グループの慢性期

病院、精神科病院、介護老人保健施設などで、実

践的な「後期臨床体験実習」を行う。この体験か

ら、現在薬剤師が在職しない施設での、複数の疾

患を抱える高齢患者への薬物治療を考え、薬剤師

として必要な仕事、出来る仕事を考え、また、将

来行動できることが期待できる。 

グループ関連施設での実習の意義は、急性期治療

を経過し、病状が安定した 患者に対して在宅や

介護施設への復帰支援に向けた医療の流れを学ぶ

ことにある。つまり、本学生は、予防－急性期―

回復期―慢性期までの患者の症状、疾病と要介護

者の状態まで、「地域包括医療」の流れと臨床薬

剤師に必要な「薬学」を学ぶことが可能である。 

 



（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（P.26） 

新 旧 

(カ)5 年次の実務実習終了後、グループの急性期病

院における専門知識を必要とする医療部門、慢性期

病院、精神科病院、介護老人保健施設などで、実践

的な「後期臨床体験実習（FEP（Finally Exposure 

Program）」（必修 1 単位）を行う。この様な実習体

験から、大学と急性期・慢性期医療現場・介護現場

における学生、教員参加による体験実習を通して、

様々な症例について理解を深め、現在の医療の中で

「薬学的技能を生かせる治療」「薬学の専門的知識

を生かす必要がある治療」「複数疾患を患う患者や

高齢者における適切な薬物治療」について薬剤師と

してどんな知識や行動が必要かを自ら考える機会と

する。 

(カ)5 年次の実務実習終了後、グループの慢性期

病院、精神科病院、介護老人保健施設などで、実

践的な「後期臨床体験学習（ FEP（ Finally 

Exposure Program）」（必修 1 単位）を行う。こ

の様な実習体験から、現在薬剤師が在職しない施

設での、高齢者で複数の疾患を抱える患者への薬

物治療を考え、薬剤師として必要な仕事、出来る

仕事について考え、また将来行動できることが期

待できる。 

 

 

（新旧対照表）シラバス P19 
新 旧 

別紙【資料⑨】参照  

 
 



（是正事項） 薬学部 医療薬学科 

９． ＜薬剤師国家試験対策の位置付けが不適切＞ 

「６年次は、卒業研究の総まとめとして薬剤師国家試験対策を目的に総合演習を学ぶ」との記載があるほか、

「共用試験及び薬剤師国家試験の教材の提供」を行うなど、本学科の教育課程等において薬剤師国家試験

対策を位置付けることは、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、

道徳的及び応用的能力を展開させるという大学が担う目的にふさわしくないため、適切に改めること。 

 

（対応） 

本学科の教育課程等において薬剤師国家試験対策を位置付けることは、大学が担う目的にふさわしくないという

審査意見を踏まえ、設置の趣旨等を記載した書類の p.47 の文章を、「６年次は、医療薬学科教育課程の締めくく

りとして、これまでに学んだ薬学の基本事項、薬学と社会、基礎薬学、衛生薬学、臨床薬学および薬学全般にわ

たっての学習内容を総括し、優れた薬剤師として社会に貢献できるようになるための知識・技能を確認する目的

で総合演習を学ぶ。」との記載に改める。 

また、設置の趣旨等を記載した書類の p.37 「⑦共用試験及び国家試験の教材の提供」についての記載を削除

する。 

 

（説明） 

６年次に履修する薬学研究科目では、医療薬学科教育課程の締めくくりとして、これまでに学んだ薬学の基本事

項、薬学と社会、基礎薬学、衛生薬学領域の学習内容を「総合演習Ⅰ」で総括し、また、臨床薬学および薬学全

般にわたっての学習内容を「総合演習Ⅱ」で総括する。「総合演習Ⅰ」および「総合演習Ⅱ」は、優れた薬剤師と

して社会に貢献できるようになるための知識・技能を確認する目的で配置した総合演習科目である。さらに、薬学

研究科目である「卒業研究Ⅰ」および「卒業研究Ⅱ」の学習を通して、薬学の知識を総合的に理解し、医療、製

薬、保健衛生の様々な分野で貢献するために必要な知識・技能、思考・判断・表現力および主体的態度が培わ

れることを目的として薬学研究科目を配置している。 

「共用試験及び国家試験の教材の提供」については、「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、

深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」（学校教育法第

五十二条）という大学が担う目的に相応わしくないことから、本薬学部の教育内容から除外する。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類(P47) 

新 旧 

６年次は、医療薬学科教育課程の締めくくりとして、これ

までに学んだ薬学の基本事項、薬学と社会、基礎薬学、

衛生薬学、臨床薬学および薬学全般にわたっての学習

内容を総括し、優れた薬剤師として社会に貢献できるよう

になるための知識・技能を確認する目的で総合演習を学

ぶ。 

6 年次は、卒業研究の総まとめとして薬剤師国家試験

対策を目的に総合演習を学ぶ。 

 

 



（新旧対照表）（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類(P37) 

新 旧 

⑦ （削除） ⑦共用試験及び国家試験の教材の提供 

共用試験及び薬剤師国家試験を合格するには、過去

問対策に加え、薬剤師国家試験で問われる各科目（物

理、化学、生物、衛生、薬理、病態、薬剤、法規、実務）

の教材を作製し、提供することで、国家試験で問われる

内容の学習や問題対応能力を身につけることをサポー

トする。 

 

 

 



（是正事項）薬学部 医療薬学科 
10． ＜シラバスの記載が不明確＞ 
シラバスについて、以下の点が不明確であることから、明確に説明するとともに、必要に応じて適切に
改めること。 
(1)到達目標及び評価方法について、例えば、「分析化学実習」の評価方法が「筆記試験」となっている
が、筆記試験でどのように実習の到達目標に対する達成度を評価するのか不明確であるため、到達目標
と評価方法の整合性について、明確に説明するとともに、必要に応じて適切に改めること。 
(2)評価方法が未記載となっている授業科目や、各評価方法の評価割合等が明らかにされていない授業
科目が散見されることから、明示すること。 
(3)評価方法における「平常点」の具体的な内容が不明確であることから、明確に説明すること。また、
実習科目において、出席を評価対象に含めている科目が散見されることから、適切に改めること。 
(4)評価方法として、授業科目の内容等に応じて、ルーブリック等を用いたパフォーマンス評価を取り
入れることが望ましい。 

 
(対応) 
シラバスに不明確な点があるとの審査意見について意見ごとの対応を以下に示す。 
 

(1）到達目標及び評価方法について、例えば、「分析化学実習」の評価方法が「筆記試験」となってい
るが、筆記試験でどのように実習の到達目標に対する達成度を評価するのか不明確であるため、到達
目標と評価方法の整合性について、明確に説明するとともに、必要に応じて適切に改めること。 

 
到達目標と評価方法の整合性について不明確であるとの審査意見を踏まえて、実習科目の評価について
再検討を行い、次のように評価方法を変更した。 
教育評価は、「知識・技能」、「思考・判断・表現」、「主体性・多様性・協働性」の 3 つの観点に沿って適
切な評価方法による評価が求められる。「到達目標」に整合する「評価方法」を適用するため、本学とし
ては原則として実習科目の「知識・技能」の領域は実習試験及びレポートで、「思考・判断・表現」の領
域はレポート及び実習用共通ルーブリックで、「主体性・多様性・協働性」の領域は実習用共通ルーブリ
ックでそれぞれ評価し、総括評価するよう改める。 
また、「分析化学実習」の評価方法が「筆記試験」となっている点について、筆記試験で評価できる領域
は「知識・技能」と「思考・判断・表現」に限られてしまうことから、「分析化学実習」の評価を、ルー
ブリック評価 40％、レポート 30％、実習試験 30％と改める。 
 

(2）評価方法が未記載となっている授業科目や、各評価方法の評価割合等が明らかにされていない授
業科目が散見されることから、明示すること。 

 
審査意見 10-(1)への対応に記載の通り、実習科目の評価方法としては、「知識・技能」の領域は実習試験
及びレポートで、「思考・判断・表現」の領域はレポート及び実習用共通ルーブリックで、「主体性・多様
性・協働性」の領域は実習用共通ルーブリックでそれぞれ評価する。 



 
評価方法が未記載となっていた授業科目（薬物治療学 II、III、IV）については、定期試験 100％との記
載を追記する。また、実習科目（化学系実習、生物系実習、分析化学実習、生化学実習、物理化学実習、
有機化学実習、生理解剖学実習、天然薬物学実習、微生物学実習、衛生化学実習、薬理学実習）について
は、ルーブリック評価 40％、レポート 30％、実習試験 30％の記載とした。 
 

(3）評価方法における「平常点」の具体的な内容が不明確であることから、明確に説明すること。また、
実習科目において、出席を評価対象に含めている科目が散見されることから、適切に改めること。 

 
薬理学Ⅰ、薬理学Ⅱ、薬物治療学Ⅰについて、評価方法に記載の「平常点」の内容は「課題提出」である。
学生にもこの内容が容易にわかるように表現するため、「平常点」の記載を「課題提出」とする。そのう
えで、評価割合を課題提出 20％、定期試験 80％と改める。 
出席を評価対象に含めている実習科目（生物系実習、生化学実習、物理化学実習、微生物学実習、衛生化
学実習）について、評価対象から出席を削除したうえで、評価方法および評価割合を、ルーブリック評価 
40％、レポート 30％、実習試験 30％と改める。また、腫瘍生物学については評価項目から出席の記載
を削除し、評価方法を、小テスト 20％、定期試験 80％に改める。インターンシップ実習の評価について
は、出席状況を評価対象から削除したうえで、評価方法および評価割合を、インターンシップ生ルーブリ
ック評価表 3０％、インターンシップ生（研修施設）評価表３０％、インターンシップ学生報告書 2０％、
インターンシップ報告会の発表内容 2０％を総合して成績評価を行うとする。 
 

(4）評価方法として、授業科目の内容等に応じて、ルーブリック等を用いたパフォーマンス評価を取り
入れることが望ましい。 

 
実習科目や卒業研究においては、「知識・技能」、「思考・判断・表現」だけではなく、「主体性・多様性・
協働性」を適切な方法で評価する必要がある。特に「思考・判断・表現」および「主体性・多様性・協働
性」の学習領域を評価するために、実習用共通ルーブリック評価表および卒業研究用ルーブリック評価
表を利用する。 
 
（新旧対照表）シラバス(評価方法の見直しを行った科目) 

新 旧 

科学計算演習   
定期試験（70%）と課題提出（30%） 中間試験（50%）と期末試験（50%）で評価 
早期臨床体験実習   

SGD と発表（40％）、発表会の資料のまとめ（30%)、実

習のまとめのレポート（30％） 

学生同士のピアレビュー及び、教員によるルーブリッ

ク評価を集計して採点する。 

後期臨床体験実習   

SGD と発表（40％）、発表会の資料のまとめ（30%)、実

習のまとめのレポート（30％） 

小グループ討論とまとめ（40％）、施設見学態度

（30％）、実習のまとめのレポート（30％） 



化学系実習   

実習用ルーブリック評価 (40％)、レポート(30％)、実習

試験(30％)で評価を行う。 

実習態度（ピア評価を含む）(20%)、レポート（30%)、実

習試験（50%)で評価する。 

分析化学Ⅰ   

定期試験（70%）と課題提出（30%） 中間試験（50%）と期末試験（50%）で評価 

生物系実習   

実習用ルーブリック評価 (40％)、レポート(30％)、実習

試験(30％)で評価を行う。 

実習の出席（40％）、レポート（30％）および実習試験

（30％）で総合評価を行う。 

分析化学Ⅱ   

定期試験（70%）と課題提出（30%） 中間試験（70%）と期末試験（30%）で評価 

分析化学実習   

実習用ルーブリック評価 (40％)、レポート(30％)、実習

試験(30％)で評価を行う。 

レポート（50％）および筆記試験（50％）で総合評価を

行う。 

生化学実習   

実習用ルーブリック評価 (40％)、レポート(30％)、実習

試験(30％)で評価を行う。 

実習の出席（40％）、レポート（30％）および実習試験

（30％）で総合評価を行う。 

物理化学実習   

実習用ルーブリック評価 (40％)、レポート(30％)、実習

試験(30％)で評価を行う。 

実習の出席（45％）、レポート（10％）および実習試験

（45％）で総合評価を行う。 

有機化学実習   

実習用ルーブリック評価 (40％)、レポート(30％)、実習

試験(30％)で評価を行う。 

実習態度（ピア評価を含む）(20%)、レポート（30%)、実

習試験（50%)で評価する。 

生理解剖学実習   

実習用ルーブリック評価 (40％)、レポート(30％)、実習

試験(30％)で評価を行う。 

期末試験 80％、レポート提出 20％の総合評価 

天然薬物学実習   

実習用ルーブリック評価 (40％)、レポート(30％)、実習

試験(30％)で評価を行う。 

レポート (40%)、実習への参加態度 (30%)、生薬鑑定

試験 (30%) を総合して評価する。 

微生物学実習   

実習用ルーブリック評価 (40％)、レポート(30％)、実習

試験(30％)で評価を行う。 

実習の出席（45％）、レポート（10％）および実習試験

（45％）で総合評価を行う。 

腫瘍生物学   

小テスト（20％）、定期試験（80％）で評価する。 出席及び復習テストの参加（10％）及び試験又はレポ

ートの成績（90％）により総合的に評価する。 

衛生化学実習   

実習用ルーブリック評価 (40％)、レポート(30％)、実習

試験(30％)で評価を行う。 

実習の出席（30％）、プレゼンテーション・レポート

（20％）および実習試験（50％）で総合評価を行う。 

薬理学Ⅰ   



課題提出(20%)、定期試験(80%)で評価する 平常点（20％）、定期試験（80％）により評価する。講

義の受講態度や出席状況を加味して総合的に判定

する。 

薬理学Ⅱ   

課題提出(20%)、定期試験(80%)で評価する 平常点（20％）、定期試験（80％）により評価する。講

義の受講態度や出席状況を加味して総合的に判定

する。 

薬物治療学Ⅰ   

課題提出(20%)、定期試験(80%)で評価する 平常点（20％）、定期試験（80％）により評価する。講

義の受講態度や出席状況を加味して総合的に判定

する。 

薬理学実習   

実習用ルーブリック評価 (40％)、レポート(30％)、実習

試験(30％)で評価を行う。 

実習の出席（50％）、レポート（30％）および実習試験

（20％）で総合評価を行う。 

薬物動態学Ⅰ   

小テスト（20％）、定期試験（80％）で評価する。 出席及び復習テストの参加（10％）及び試験の成績

（90％）により総合的に評価する。 

薬剤学Ⅰ   

小テスト（20％）、定期試験（80％）で評価する。 出席及び復習テストの参加（10％）及び試験の成績

（90％）により総合的に評価する。 

薬物治療学Ⅱ   

定期試験(100%)で評価する (空) 

薬剤学Ⅱ   

小テスト（20％）、定期試験（80％）で評価する。 出席及び復習テストの参加（10％）及び試験の成績

（90％）により総合的に評価する。 

薬物治療学Ⅲ   

定期試験(100%)で評価する (空) 

薬物治療学Ⅳ   

定期試験(100%)で評価する。 (空) 

薬局実務実習   

薬局実習の評価については、以下の評価項目と基準と

ともに、実習状況も考慮して総合的に判定する。 

（1）実習施設の指導薬剤師による概略評価・所見（担

当教員による評価）（２５点） 

（2）実習記録の内容、担当教員との事前・中間・事後面

談および週間振返り報告書の提出（担当教員 

による評価）（50 点） 

(空) 



（3）実習報告会のプレゼン資料内容（担当教員による

評価）（１５点） 

（4）実習報告会での発表（報告会の司会者による評

価）（１０点）の合計１００点満点で各項目の評価基準に

基づいて評価する。 

病院実務実習   

病院実習の評価については、以下の評価項目と基準と

ともに、実習状況も考慮して総合的に判定する。 

（１）実習施設の指導薬剤師による概略評価・所見（担

当教員による評価）（２５点） 

（2）実習記録の内容、担当教員との事前・中間・事後面

談および週間振返り報告書の提出（担当教員による評

価）（50 点） 

（3）実習報告会のプレゼン資料内容(担当教員による

評価)（１５点） 

（4）実習報告会での発表（報告会の司会者による評

価）（１０点）の合計１００点満点で各項目の評価基準に

基づいて評価する。 

(空) 

実務実習事前学習Ⅰ  

実務実習用概略評価表による評価（45％）、作成したプ

ロダクトおよびレポート（10％）、実習試験（45％）で総合

評価を行う。 

受講態度（45％）、作成したプロダクトおよびレポート

（10％）、実習試験（45％）で総合評価を行う。 

実務実習事前学習Ⅱ   

実務実習用概略評価表による評価（45％）、作成したプ

ロダクトおよびレポート（10％）、実習試験（45％）で総合

評価を行う。 

 受講態度（45％）、作成したプロダクト

およびレポート（10％）、実習試験（45％）で総合評価

を行う。 

実務実習事前学習Ⅲ  

実務実習用概略評価表による評価（45％）、作成したプ

ロダクトおよびレポート（10％）、実習試験（45％）で総合

評価を行う。 

受講態度（45％）、作成したプロダクトおよびレポート

（10％）、実習試験（45％）で総合評価を行う。 

薬学総合プレ研究   

口述試験（70％）、研究室ゼミの発表（30％）で評価 研究への積極的な取り組み、質疑応答や論文抄読な

どを総合的に評価する。 

卒業研究Ⅰ（課題解決型薬学研究・基礎と応用）   

卒業研究ルーブリック評価（40％）、中間報告の要旨

（30％）、中間報告会の発表（30％）で評価 

研究への積極的な取り組み、研究成果のまとめ、質疑

応答や報告などを総合的に評価する。 

卒業研究Ⅱ（課題解決型薬学研究・発展）   



卒業研究ルーブリック評価（40％）、卒業研究論文

（30％）、卒業研究報告会の発表（30％）で評価 

研究への積極的な取り組み、研究成果のまとめ、質疑

応答や報告などを総合的に評価する。 

インターンシップ実習（課題解決型薬学研究・展開）   

インターンシップ生ルーブリック評価表(30%)、インター

ンシップ生（研修施設）評価表(30%)、インターンシップ

学生報告書（20%)、インターンシップ報告会の発表内容

(20%)を総合して成績評価を行う。 

授業出席状況、インターンシップ学生評価表、報告会

の発表内容を総合して成績評価を行う。 

 

 



（是正事項）薬学部 医療薬学科 

11． ＜シームレスな薬学研究の実施が可能か不明確＞ 

薬学研究について、３年次に「薬学総合プレ研究」、４年次後期から５年次に「卒業研究Ⅰ」、６年次前期に「卒

業研究Ⅱ」が配置されているが、４年次前期に空白の期間があり、シームレスな薬学研究が実施可能なのか不

明確であることから、体系的な教育研究の実施の観点から明確に説明すること。 

（対応） 

４年次前期に空白の期間があり、シームレスな薬学研究が実施可能なのか不明確であるとの審査意見を踏まえ、

「薬学総合プレ研究」３年次前期から４年次前期までの期間に実施するよう改める。 

（説明） 

「薬学総合プレ研究」は、学生が４研究学系からそれぞれ 1研究室を選択し、4クールに分けて各クール 8回実習

を行う。4 年次後期から 5 年次に「卒業研究 I」、6 年次前期に「卒業研究Ⅱ」が配置されており、４クールのプレ研

究実習ローテーションを 3 年次前期から４年次前期までの期間に実施するよう変更することにより、「3 年次および

４年次前期に配置されている他の必須実習科目に支障をきたすことなく、また、学生にとっても十分な学習時間を

確保した上で薬学総合プレ研究を実施することができ、４年次後期からの卒業研究Ⅰへの継続的な取り組みが

可能となる。別紙（資料⑩）にスケジュール表を示す。 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類(P26) 

新 旧 

⑤ 研究及びインターンシップの編成

薬学に対する学生のモチベーションを低下させないよう

に、3 年次及び４年次前期に薬学総合プレ研究（必修 2

単位）を設け、「薬学基礎」、「生命医科学」、「医療

薬学」、「環境・社会薬学」の４研究学系の中から異な

る学系の４研究室を選択し、 

⑤ 研究及びインターンシップの編成

薬学に対する学生のモチベーションを低下させないよう

に、3 年次に薬学総合プレ研究（必修 2 単位）を設け、

「薬学基礎」、「生命医科学」、「医療薬学」、「環境・社

会薬学」の４研究学系のから異なる学系の４研究室を選

択し、 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類(P26) 

新 旧 

自主的に実験や調査を行い、自ら課題発見・研究遂

行・問題解決方法を探ることによって、科学的思考、研

究手法、高度専門知識と応用技術、研究方法等を修

得し、医療現場から将来の薬学・医学・医療の発展に

貢献できる情報を発信できるように研究能力を引き出

すための卒業研究・総合演習（必修 20 単位）及びイン

ターンシップ実習(自由選択科目 1 科目)を経験する。

自主的に実験や調査を行い、自ら課題発見・研究遂

行・問題解決方法を探ることによって、科学的思考、研

究手法、高度専門知識と応用技術、研究方法等を修得

し、医療現場から将来の薬学・医学・医療の発展に貢献

できる情報を発信できるように研究能力を引き出すため

の卒業研究・総合演習（必修 18単位）及びインターンシ

ップ実習(自由選択科目 1 科目)を経験する。 



（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類(P36) 

新 旧 

（ウ）自分の考えを人に伝えることができる教育方法 

特に、病院薬剤師は、自分の意見などを医師や多職種

に伝えることが求められる。 

コミュニケーション能力の修得のため、各学年で効果的

に発表をする機会を多数設ける。１～2 年次までの「研

究法入門」、「医療薬学チュートリアル演習Ⅰ」では、グ

ループ発表。3 年次及び 4 年次前期の「薬学総合プレ

研究」では、研究室ゼミ発表および教員と学生で口述

試験の実施。4 年次での「医療薬学チュートリアル演習

Ⅱ」、「症候・診断学」においては、グループ発表。5 年

生では、「卒業研究Ⅰ」において研究中間発表、6 年生

の「卒業研究Ⅱ」では、卒業研究発表（プレゼン形式）

などを行う。 

（ウ）自分の考えを人に伝えることができる教育方法 

特に、病院薬剤師は、自分の意見などを医師や多職種

に伝えることが求められる。 

コミュニケーション能力の修得のため、各学年で効果的

に発表をする機会を多数設ける。１～2 年次までの「研

究法入門」、「医療薬学チュートリアル演習Ⅰ」では、グ

ループ発表。3 年次の「薬学総合プレ研究」では、教員

と学生で口述試験の実施。4 年次での「医療薬学チュ

ートリアル演習Ⅱ」、「症候・診断学」においては、グル

ープ発表。5 年生では、「卒業研究Ⅰ」において研究発

表、6 年生の「卒業研究Ⅱ」では、卒業研究発表（プレ

ゼン形式）などを行う。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類(P48) 

新 旧 

(4) 研究実習に係る研究活動と単位数  

薬学研究として、3年次及び4年次前期の薬学総合

プレ研究（2単位）において、研究、実験の基礎並びに

重要な疾患について学ぶ。次に、4年次後期から5年

次まで卒業研究Ⅰを、6年次前期には卒業研究Ⅱを

行う。更に、薬学研究の総まとめとして6年次に総合演

習Ⅰと総合演習Ⅱを行う。 

(4)研究実習に係る研究活動と単位数  

薬学研究として、3年次の薬学総合プレ研究（2単

位）において、研究、実験の基礎並びに重要な疾患に

ついて学ぶ。次に、4年次後期から5年次まで卒業研

究Ⅰを、6年次前期には卒業研究Ⅱを行う。更に、薬

学研究の総まとめとして6年次に総合演習Ⅰと総合演

習Ⅱを行う。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類(P49) 

新 旧 

(A)薬学総合プレ研究（3 年通期及び 4 年前期） 

3年次及び4年次前期に薬学総合プレ研究を行う。

「薬学基礎」、「生命医科学」、「医療薬学」、「環境・社

会薬学」の４研究学系の中から異なる学系の４研究室

を選択し、新たな分野の基礎的な実験方法や臨床の

薬剤師が理解すべき疾患について修得し、卒業研究

のテーマを意識しながら、「研究」とは何か、どのように

進めるべきかを目的に学修する。 

(A)薬学総合プレ研究（3 年通期） 

3年次に薬学総合プレ研究を行う。「薬学基礎」、

「生命医科学」、「医療薬学」、「環境・社会薬学」の４研

究学系のから異なる学系の４研究室を選択し、新たな

分野の基礎的な実験方法や臨床の薬剤師が理解す

べき疾患について修得し、卒業研究のテーマを意識し

ながら、「研究」とは何か、どのように進めるべきかを目

的に学修する。 

 



（新旧対照表）教育課程等の概要 

新 旧 

薬学総合プレ研究 

配当年次 3通～4前 

薬学総合プレ研究 

配当年次 3通 

 



（是正事項） 薬学部 医療薬学科 

12． ＜卒業研究の内容が不明確＞ 

４年次後期～５年次の「卒業研究Ⅰ」及び６年次の「卒業研究Ⅱ」について、それぞれ「その成果を卒業論文と

してまとめ、発表し、行事予定に従って要旨・論文等を提出する」という計画となっており、卒業論文を２度提出

するように見受けられることから、両卒業研究の内容について、単位数の適正性も含めて明確に説明すること。 

 

（対応） 

４年次後期～５年次の「卒業研究Ⅰ」及び６年次の「卒業研究Ⅱ」について、卒業論文を２度提出するように見受

けられるとの審査意見を踏まえ、「卒業研究Ⅰ」及び「卒業研究Ⅱ」のシラバスの記載を以下のとおり改める。 

「卒業研究Ⅰ」のシラバスの研究計画欄に、「卒業研究Ⅰは 4 年次後期から 5 年次までの研究成果を中間報告

の要旨としてまとめ、中間報告会で発表する」に修正し、評価方法を再検討した。 

「卒業研究Ⅱ」のシラバスについては、研究計画欄に「卒業研究Ⅱでは、卒業研究Ⅰの要旨および中間報告会

で指摘された事項について必要に応じて追加実験を行なったうえで、研究成果を卒業研究論文としてまとめ、ま

た、卒業研究報告会で発表する。」に修正し、評価方法を再検討した。 

また、単位数の適正性についての審査意見を踏まえ、「卒業研究Ⅰ」および「卒業研究Ⅱ」について単位数の適

正性を再検討し、「卒業研究Ⅰ」は 12 単位で変更せず「卒業研究Ⅱ」は４単位に改める。 

 

（説明） 

「卒業研究Ⅰ」では、学生の希望に基づいて研究室配属を決定し、また、研究テーマについては学生の要望を

踏まえて指導教員と相談のうえ決定する。４年次後期は他の科目の講義・実習・演習以外の時間を、また、５年次

は病院薬局実務実習以外の期間を実験あるいは文献調査等の研究活動にあてる。「卒業研究Ⅰ」は 4 年次後期

から 5 年次までの研究活動の成果を中間報告の要旨としてまとめ、中間報告会で発表し、それらを評価・単位認

定する。別紙（資料⑩）に評価内容を記載したスケジュール表を示す。 

なお、「卒業研究Ⅰ」の単位数については、実習期間が 4 年次後期から 5 年次の実務実習期間を除く通年 540

時間におよぶことから、単位数を 12 単位としている。 

「卒業研究Ⅱ」においては、卒業研究Ⅰの要旨および中間報告会で指摘された事項について必要に応じて追加

実験を行なったうえで、卒業研究論文としてまとめ、卒業研究報告会で発表し、それらを評価・単位認定する。 

「卒業研究Ⅱ」の単位数については、追加実験の実施およびデータ解析、文献調査、卒業研究論文の執筆等の

ために必要とする時間を勘案して 4 単位（180 時間）とする。また、4 単位の時間数の考え方を下記に示す。 

 

【卒業研究Ⅰの時間数】 

12 単位×45 時間（1 単位当たりの時間数）＝540 時間 

4 年後期は 15 週、5 年次で 30 週、合計 45 週となる。 

540 時間÷45 週＝12 時間 

12 時間÷3 日（1 週間当たり）＝4 時間/日（週に 3 日、1 日 4 時間ずつ研究を行う） 

 

卒業研究Ⅰの 1 日当たりの研究を行う時間より、卒業研究Ⅱの単位数を換算する。 

卒業研究Ⅱは、6 年前期 15 週研究を行うため、 

4 時間×3 日×15 週＝180 時間 



180 時間÷45 時間＝4 単位 

また、この 1 単位当たりの時間数（45 時間）は、湘南医療大学学則第 29 条第 2 項の範囲内である。 

（新旧対照表） 教育課程等の概要 

新 旧 

卒業研究Ⅱ（課題解決型薬学研究・発展） 

6 年前期 4 単位 

卒業研究Ⅱ（課題解決型薬学研究・発展） 

6 年前期 2 単位 

（新旧対照表）シラバス 

新 旧 

・卒業研究Ⅰ 別紙【資料⑪】参照

・卒業研究Ⅱ 別紙【資料⑫】参照 



（是正事項）薬学部 医療薬学科 

13.＜卒業試験の位置付けが不明確＞ 

卒業試験の位置付けが不明確であることから、ディプロマ・ポリシーや修了要件との関係性も含めて、その位置

付けを明確に説明すること。 

 

(対応) 

本薬学部は、卒業試験は実施しない。 

卒業試験の位置付けが不明確との審査意見を踏まえ、本文を、「卒業に必要な単位の修得が危ぶまれる学生及

び、国家試験の合格が危ぶまれる成績下位の学生に対し、補講を行う。」の表現に改めることとする。 

 

（説明） 

設置の趣旨等を記載した書類 P35 （G）に記載する「薬剤師国家試験の合格率向上のための具体的な工夫」⑤リ

メディアル教育・補完授業内に記載する「卒業試験」について確認したところ、「卒業」と入力すべきところ、「卒業

試験」と表記入力の誤りであったことを確認した。 

また、本学の卒業の位置づけは、設置の趣旨等を記載した書類 9 ページ（6）授与する学位と授与方針（DP:ディ

プロマ・ポリシー）に記載したとおり、薬学部医療薬学科に６年以上在学し、教育理念を実現するために編成され

た教育課程を履修して卒業に必要な単位を修得し、以下の資質を身につけた学生に卒業を認定し、「学士（薬

学）」の学位を授与する。としているため、卒業試験と DP 及び修了要件との関係性はない。 

（1） 社会的責任感と使命感、倫理観を有し、国際社会の発展に貢献できる。 1） 

・ 医療人として、豊かな人間性と幅広い教養 

・ 薬剤師として、人の命と健康な生活を護る高い倫理観、使命感の涵養 

・ 国際社会における様々な価値観についての理解と国際社会の発展に貢献できる力 

（2） 専門的な知識・技術を発揮することができる 2）3） 

・ 高度化した医療に対応し得る薬学の基礎能力を有し、「薬学基礎」、「衛生薬学」、「医療薬学」、「薬学

臨床」及び「実務実習」の学修を通じて、臨床応用に繋がる専門的な知識・技術を発揮する能力 

・ 正しい診療支援ができる能力 

（3） 地域の健康についての知識・教養を身につけている 5） 

・ 地域の保健・医療・福祉・教育および健康増進、公衆衛生についての知識・教養 

・ 超高齢社会における地域での慢性期医療と薬剤師の役割を考える多面的思考力 

（4） 主体的に考え、他者と協調して行動し、発信することができる 2）3）4）5） 

・ ものごとを探求し、客観的に分析する力、様々な情報を体系化して整理する力、それらをわかりやすく

表現する力 

・ 実務実習の経験を通じた、主体性と多職種やチームで協働できるコミュニケーション力、実践力、課題

解決能力 

（5） 生涯にわたり自主的に学び続けることができる 1）4） 

・ 医療人として自ら新しく学び続けるために必要な、計画性と継続性、及び態度を形成する力 

注）・・・・数字）は、下記「薬学部医療薬学科教育目標」の項目との連動を示す。 

 



(新旧対照表)設置の趣旨等を記載した書類（ｐ.37） 

新 旧 

(前略)  

 

更に、高年次に進級した学生の中で、卒業研究が遂行

できない学生や、卒業に必要な単位の修得が危ぶまれ

る学生及び、国家試験の合格が危ぶまれる成績下位

の学生に対し、補講を行う。 

 

(前略)  

 

更に、高年次に進級した学生の中で、卒業研究が遂行

できない学生や、卒業試験・国家試験の合格が危ぶま

れる成績下位の学生に対し、補講を行う。 

 

 



（是正事項） 薬学部 医療薬学科 

14.＜ＧＰＡの活用方法が不明確＞ 

ＧＰＡの成績評価について、「卒業判定の基準に必要に応じて活用する旨記載があるが、本学の卒業要件にＧ

ＰＡに関する要件が設定されていないことから、その整合性について明確に説明するとともに、必要に応じて適

切に改めること。 

 

(対応) 

ＧＰＡの成績評価について、「卒業判定の基準に必要に応じて活用する旨記載があるが、本学の卒業要件にＧＰ

Ａに関する要件が設定されていないとの審査意見を踏まえて、「卒業判定の基準」は、GPA の成績評価を反映さ

せないこととした。 

 

(説明) 

本学は、学生が主体的に学ぶことを支援するとともに、教育の質を保証するために、開学時より GPA 制度を全学

的に導入した。GPA の活用については、学則第 45 条（卒業）の文中に「(前略) 単位を修得した者について、教

授会の意見を聴いて (後略)」に対して、GPA の成績評価を「卒業判定の基準」として加えることを検討したが、学

則との整合性を明確に図ることができないため、当該文言を削除し、「退学勧告の基準」、「修学指導」などで、

GPA の成績を必要に応じて活用する。に改めることとした。 

 

(新旧対照表)設置の趣旨等を記載した書類(P.47) 

新 旧 

GPA の評価は、学生自身で学習成果を総合的、客観的に

確認する指針となり、学習意欲の向上につながり、学習目

標の明確化、主体的学習の推進に役立つ。また、教員が

学生に指導する際に、効果的で適切な指導を行うための

資料として利用し、教育の質向上へのフィードバックを図る

ことができる。そのため、「退学勧告の基準」、「修学指導」

などで、GPA の成績評価を必要に応じて活用する。 

GPA の評価は、学生自身で学習成果を総合的、客観

的に確認する指針となり、学習意欲の向上につなが

り、学習目標の明確化、主体的学習の推進に役立

つ。また、教員が学生に指導する際に、効果的で適切

な指導を行うための資料として利用し、教育の質向上

へのフィードバックを図ることができる。そのため、「卒

業判定の基準」や「退学勧告の基準」、「修学指導」な

どで、GPA の成績評価を必要に応じて活用する。 

 



（改善事項） 薬学部 医療薬学科 

15． ＜ＣＡＰ制の導入＞ 

本学科では、「１４０単位を超える単位数を、４年次までに取得する必要があるため、履修科目の年間登録上

限は設けない」とのことであるが、学生がより深い理解を得るための十分な学修時間を確保することに資する

よう、履修科目の年間登録上限を設けることが望ましい。 

 

（対応） 

履修科目の年間登録上限を設けることが望ましいという審査意見を踏まえ、学生がより深い理解を得るための十

分な学修時間を確保することに資するよう、履修科目の年間登録上限を 46 単位とするよう改める。 

 

（説明） 

本学部では、教育効果の向上を目的として、学修すべき授業科目を精選することで十分な学修時間を確保し、

授業内容を深く真に身につけることができるように、学生が履修科目として登録することができる年間の単位数の

上限を 46 単位とする。 

本薬学部の履修モデルにおいて、年間取得単位数が最も多いと想定されるのは、行政機関職員を目指す人の

ための履修モデルであり、一年次の想定履修単位数が 46 単位となる。これはＣＡＰ制の年間登録上限の範囲内

であり、履修科目の年間登録上限を 46 単位に設定することで、授業内容を深く真に身につけるための充分な学

修時間を確保できるうえに、病院・薬局薬剤師、医薬品関連企業、および行政機関など想定される全ての職域へ

の進路が開かれる。 

 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類(P５０) 

新 旧 

（７）履修科目の年間登録上限（CAP：履修単位制限

制）の設定 

本学部では、教育効果の向上を目的として、学修

すべき授業科目を精選することで十分な学修時間を

確保し、授業内容を深く真に身につけることができる

ように、学生が履修科目として登録することができる年

間の単位数の上限を46単位とする。 

 

（７）履修科目の年間登録上限（CAP：履修単位制限

制）の設定 

本学部では、授業科目の7 割がモデル・コアカリキ

ュラムの一般目標（GIO）を全て網羅するカリキュラムと

なっており、残りの3 割が大学独自の授業科目により

構成されている。なお、5年次と 6年次は、実務実習と

卒業研究が主となることから、140 単位を超える単位

数を 4年次までに取得する必要があるため、履修科目

の年間登録上限は設けない。履修科目の年間登録上

限は設けないものの、3年次に必修科目単位数が多い

ため、2年次までに総合教育科目を修得することを推

奨するなど、学生の十分な学習時間確保の方策に努

める。 

 



（是正事項） 薬学部 医療薬学科 

16＜完成年度後の教員配置計画が不明確＞ 

完成年度後の教員配置計画について、「完成年度に定年に達していない教員は、継続又は退職する」とある

が、どのような基準により継続又は退職となるのか不明確であることから、明確に説明すること。 

 

（対応）  

完成年度後の教員配置計画について、「完成年度に定年に達していない教員は、継続又は退職する」とある

が、どのような基準により継続又は退職となるのか不明確であるとの審査意見を踏まえて、本学が設置する「湘南

医療大学における教員の任期に関する規程（改正案）」に従って対応する。 

 

（説明） 

本学は、「湘南医療大学における教員の任期に関する規程」に基づき、教員の任期を定めている（但し、新設

学部等完成年度を除く）。同規程に基づき、薬学部完成年度に定年に達していない教員は、完成年度の翌年度

からは、同規程第 4 条により教員の業務審査（教育、研究、大学運営、社会貢献）を行い、1 回の任期を 2 年とし

て、再任用は 4 回としている。また、同規程第 5 条第 5 項により任期満了後、定めのない雇用契約を希望する場

合には、同様の審査を行うこととしている。 

なお、再任用を希望しない教員は、本人の意思により退職、または業務審査の結果において雇用契約終了に

より退職となる。 

 

なお、当該規程を、設置の趣旨等を記載した書類の添付資料 40 及び 41 として、追加する。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（P.42） 

新 旧 

（７）教員の定年と完成年度後の教員配置計画 

(前略) 

完成年度に定年に達していない教員は、「湘南医療大学

における教員の任期に関する規程（資料 40)」に基づき、

継続又は退職する。定年による教員の退職に伴う新任教

員の採用については、教育研究水準の維持向上及び教

育研究の活性化に支障の無いよう、職位、年齢等を十分

に考慮して、学部の円滑な運営を維持できるよう人事計

画に基づき公募により補充する。 

この他、大学運営上引き続き勤務させる必要があると認

めた定年退職教員については、特任教員等として勤務さ

せることができる「特別任用教員に関する規程（資料

41）」が制定されているので、教員組織の維持に特段の

問題は生じない。 

また、専任教員の就任の時期は、令和 3（2021）年度 23

（７）教員の定年と完成年度後の教員配置計画 

(前略) 

完成年度に定年に達していない教員は、継続又は退職

する。定年による教員の退職に伴う新任教員の採用につ

いては、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性

化に支障の無いよう、職位、年齢等を十分に考慮して、

学部の円滑な運営を維持できるよう人事計画に基づき公

募により補充する。 

この他、大学運営上引き続き勤務させる必要があると認

めた定年退職教員については、特任教員等として勤務さ

せることができる「特別任用教員に関する規程」が制定さ

れているので、教員組織の維持に特段の問題は生じな

い。 

また、専任教員の就任の時期は、令和 2（2021）年度 22

名、令和 3（2022）年度 9名、令和 4（2023）年度 11名であ



名、令和 4（2022）年度 11 名、令和 5（2023）年度 11 名で

ある。 

（資料 8:「湘南医療大学専任教育職員定年規程」） 

（資料 40):「湘南医療大学における教員の任期に関する

規程（改正案）」）(別紙【資料⑬】参照) 

（資料 41):「湘南医療大学特別任用教員に関する規程」）

（別紙【資料⑭】参照） 

る。 

 

（資料 8:「湘南医療大学専任教育職員定年規程」） 

 

 



（是正事項） 薬学部 医療薬学科 

17＜薬用植物園（薬草園）の整備計画が不明確＞ 

必置の附属施設である薬用植物園（薬草園）について、整備予定である旨のみ記載されており、具体的な整備

時期が不明確である。このため、薬用植物園（薬草園）の具体的な整備時期を明らかにした上で、教育研究上に

支障のない整備計画であることを明確に説明すること。 

 

（説明） 

薬用植物園の整備時期は、2022 年 3 月とする。 

 

薬用植物園の具体的な整備計画としては、①講義や実習で学ぶ生薬基原植物や薬用資源植物に学生が直

接的に触れることで、より深い学修へとつなげる場、②研究材料としての資源植物の栽培場所、③貴重な有用植

物の保護および維持施設等、教育研究上における多彩な利用側面を想定したものとなっている。 

 

教育研究上、①の利用が主となることが想定されるが、関連する講義科目である天然薬物学（2 年次開講科目）

の開始時期は、2022 年 10 月である。また、関連する実習科目である天然薬物学実習（3 年次開講科目）の開始

時期は、2023 年 4 月である。そのため、関連講義および実習に支障を及ぼさないように 2022 年 3 月（開設年度

末）までに整備を行う。 

また、②についても、卒業研究での利用が主となることが想定されるため、薬学部開設後の最初の卒業研究生

の配属が 2024 年となることから、教育研究上の支障はない。③については、希少植物の数や入手時期にも左右

されることから、①と同時期かそれ以降の整備でも、教育研究上の支障はないと考えている。 

その他、学生の学習の機会のみならず、オープンキャンパス等の公開施設として、高校生や中学生などの来

校者にも見学できるようにすることや、近隣病院、老人ホーム等の患者、利用者の方々に安寧と憩を与える空間と

しても整備する。 

尚、薬用植物園の主担当教員は、薬学部開設時に就任するため、十分な時間をかけて整備することができる

と考えている。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（P.57） 

新 旧 

2022 年 3 月までに薬学部棟の裏手南側の緑地内に、

薬学部附属薬草園（温室含む）を整備（400 ㎡）して、教

育・研究に資するべく活用する。 

薬用植物園の具体的な整備計画としては、①講義や

実習で学ぶ生薬基原植物や薬用資源植物に学生が直

接的に触れることで、より深い学修へとつなげる場、②研

究材料としての資源植物の栽培場所、③貴重な有用植

物の保護および維持施設等、教育研究上における多彩

な利用側面を想定したものとなっている。 

教育研究上、①の利用が主となることが想定されるが、

関連する講義科目である天然薬物学（2 年次開講科目）

の開始時期は、2022 年 10 月である。また、関連する実習

薬学部棟の裏手南側の緑地内に、薬学部附属薬草

園（温室含む）を整備（400 ㎡）して、教育・研究に資す

るべく活用する。また、学生の学習機会のみならず、近

隣病院、老人ホーム等の患者、利用者の方々に安寧と

憩を与える空間として整備する。 

植栽する薬物種は、薬学教育の基本となる日本薬

局方に収載されている薬物を中心に、200 種程度とし

て、野草、水生植物、温室などに区分し、植物学上の

分類を基本としつつ、医薬品の元となった植物、Ｃ型

肝炎ウィルスの増殖を抑える研究をされていたブルー

ベリーラビットアイ、医薬品の起源の植物、生活の身近

にある薬草、地域の方々を招く機会なども意識してミン



科目である天然薬物学実習（3 年次開講科目）の開始時

期は、2023 年 4 月である。そのため、関連講義および実

習に支障を及ぼさないように 2022 年 3 月（開設年度末）

までに整備を行う。 

また、②についても、卒業研究での利用が主となること

が想定されるため、薬学部開設後の最初の卒業研究生

の配属が 2024 年となることから、教育研究上の支障はな

い。 

③については、希少植物の数や入手時期にも左右さ

れることから、①と同時期かそれ以降の整備でも、教育研

究上の支障はないと考えている。 

その他、学生の学習の機会のみならず、オープンキャ

ンパス等の公開施設として、高校生や中学生などの来校

者にも見学できるようにすることや、近隣病院、老人ホー

ム等の患者、利用者の方々に安寧と憩を与える空間とし

ても整備する。 

尚、薬用植物園の主担当教員は、薬学部開設時に就

任するため、十分な時間をかけて整備することができると

考えている。 

植栽する薬物種は、薬学教育の基本となる日本薬局方

に収載されている薬物を中心に、200 種程度として、野

草、水生植物、温室などに区分し、植物学上の分類を基

本としつつ、医薬品の元となった植物、Ｃ型肝炎ウィルス

の増殖を抑える研究をされていたブルーベリーラビットア

イ、医薬品の起源の植物、生活の身近にある薬草、地域

の方々を招く機会なども意識してミントやハーブなどの薬

草を植える。また、薬物としての応用性をもとに、薬効など

を考慮して植栽する。その際には、各薬用植物のラベル

には、植物名の他、薬用部位、薬用用途などを記載す

る。 

演習では、実際に薬として取り扱う現場で提示される薬

物の薬用とする部分（根、材、樹皮、茎、葉、果実、花な

ど）を乾燥させて保存可能にしたものの実物と実際の植

物種を示すなど薬効等を理解させる。 

薬学部棟の裏手にある森は、自然に薬草が生息してい

る豊かな森である。そのため、将来はその自然を生かした

整備をかけて薬草園としても使用を検討する。尚、薬草園

の維持管理は、下記内容で関連会社に委託する。 

トやハーブなどの薬草を植える。また、薬物としての応

用性をもとに、薬効などを考慮して植栽する。その際に

は、各薬用植物のラベルには、植物名の他、薬用部

位、薬用用途などを記載する。 

演習では、実際に薬として取り扱う現場で提示される

薬物の薬用とする部分（根、材、樹皮、茎、葉、果実、

花など）を乾燥させて保存可能にしたものの実物と実

際の植物種を示すなど薬効等を理解させる。 

薬学部棟の裏手にある森は、自然に薬草が生息し

ている豊かな森である。そのため、将来はその自然を

生かした整備をかけて薬草園としても使用を検討する。

尚、薬草園の維持管理は、下記内容で関連会社に委

託する。 

 

 



（是正事項） 薬学部 医療薬学科 

18． ＜十分な研究室のスペースが確保されているか不明確＞ 

教授以外の専任教員は、共同で「教員研究室（１２０．４㎡）」を使用する計画となっているが、教員一人当たり

の面積は約６㎡と窮屈と考えられることから、教員が研究や学生指導を行うために必要なスペースが確保され

ているか疑義がある。このため、教授が使用する教授研究室（１３㎡）も含めて、教育研究上支障のないスペー

スが確保されているか、明確に説明するとともに、必要に応じて改めること。 

 

（対応） 

教授以外の専任教員は、共同で「教員研究室（120.4 ㎡）」を使用する計画となっているが、教員一人当たりの面

積は約６㎡と窮屈と考えられることから、教員が研究や学生指導を行うために必要なスペースが確保されているか

疑義がある。このため、教授が使用する教授研究室（１３㎡）も含めて、教育研究上支障のないスペースが確保さ

れているか、明確に説明するとともに、必要に応じて改めること。との審査意見を踏まえて、薬学部校舎３階に集

中配置していた教授室、教員室、セミナー室を各オープンラボ内に配置し、個別機能から、教育スペース、研究

スペース、研究ゼミや学生指導のためのミーティングスペース及び学生の個人指導のためのセミナー室を有機的

に一体化して、協働機能性を高めシームレスな教育研究環境に支障の無いスペースを整備した。 
なお、当該環境整備に伴い、オープンラボを１増設した。その詳細は、審査意見 19 の回答に記載する。 

 

(説明) 

上記への配置変更に伴い、教授研究室及び教員室では、教育上機密性を保つ必要がある業務も含め、学生へ

の教育を主として行う。各教員は、「研究スペース」において、学生の卒業研究実習及び教員自身の研究、大学

としての研究等を行う。セミナー室では、オフィスアワーや学生の個人的な指導を行う。 

このオープンラボ内の配置は、教育スペースと研究スペースが分かれているものの、教育・研究交流や情報交換

を活発に行うことができ、かつ、学生と教員の距離を身近に感じられるように機能的かつ開放的な共同の教育研

究を行うという、当初の目的を維持できるものである。 

そのため、審査意見でご指摘を受けている個々の研究室の面積に関しては、「教育スペース」としての利用を主

目的としつつ、研究スペースが隣接しているため、教員自身の研究や学生への研究指導にも柔軟に対応するこ

とが可能であるため、教育と研究の両方において支障のないスペースを確保できるものと考えている。 

なお、具体的な面積は、教授以外の専任教員の教員室を全体で 120.4㎡から 261㎡に変更して、教員１人当たり

約 10㎡となった。また、教授研究室 13㎡以上は変更ないものの、研究資料や書籍の収納力を向上させる対策を

講じて、集中できる環境を作ることとする。 

 

なお、「オープンラボ面積表」を設置の趣旨等を記載した書類の添付資料 42 として、追加する。（資料⑮） 

 

 

 

 

 

 

 



教授室、教員研究室、ミーティングルーム、セミナー室を含む「オープンラボ」のイメージ図 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（p.55-56） 

新 旧 

⑤教員研究室
教授には、個々に教授研究室(約 13 ㎡)を設置する。
准教授、専任講師、助教には、教育・研究交流や情報
交換を活発にするため、また、学生と教員の距離を身
近に感じられるようにして信頼関係の構築を深める
ため、機能的かつ開放的な共同の「教員研究室（261
㎡(10 ㎡/1 人)）」を設置する。
なお、教授研究室、教員研究室及びセミナー室は、各
オープンラボ内に配置し、個別機能から、教育スペー
ス、研究スペース、研究ゼミや学生指導のためのミー
ティングスペース及び学生の個人指導のためのセミ
ナー室を有機的に一体化して、協働機能性を高めシー
ムレスな教育研究環境に支障の無いスペースを整備
する。 
(資料 42：「オープンラボ面積表」) 
（資料 43：「教授室、教員研究室、ミーティングルー
ム、セミナー室を含む「オープンラボ」のイメージ図」） 
（中略） 
なお、准教授、専任講師、助教が担当するオフィスア

⑤教員研究室
教授には個々に教授研究室（13 ㎡）を設置する。准
教授、専任講師、助教には、教育・研究交流や情報
交換を活発にするため、また、学生と教員の距離を
身近に感じられるようにして信頼関係の構築を深め
るため、機能的かつ開放的な共同の「教員研究室
（120.4 ㎡）」を設置する。

（中略） 

教授室

教員室

ミーティング
ルーム

セミナー室

　　　　研究スペース

研究スペース 

教育スペース 

交流スペース 

教育スペース 



ワーは、13 のセミナー室を活用して個別相談に応じ
る体制を整える。必要に応じて、カウンセリング室も
使用する。

なお、准教授、専任講師、助教が担当するオフィス
アワーは、12 のセミナー室を活用して個別相談に応
じる体制を整える。必要に応じて、カウンセリング
室も使用する。

（新旧対照表）図面 

新 旧 

別紙【資料⑯】参照 



（是正事項）薬学部 医療薬学科 

19． ＜オープンラボの利用計画が不明確＞ 
オープンラボについて、異なる分野の教員や学生が研究等を実施する上で支障のない利用計画となって

いるか不明確である。このため、オープンラボにおいて実施することが想定される研究や実習等に照ら

して、その分野ごとの特性を踏まえ、支障のない利用が担保されていることを明確に説明すること。

（対応） 

オープンラボについて、異なる分野の教員や学生が研究等を実施する上で支障のない利用計画となって

いるか不明確であるという審査意見を踏まえ、また、審査意見 18 の対応との整合性を取り、オープンラ

ボの分類を再度検討し直し、各分野の特性を踏まえ、各オープンラボで想定される学生の卒業研究実習

内容、共通機器等の使用方法、教員の研究内容、各分野の特性、研究室間の連携などを別添資料に記載

し、オープンラボ内で協力して支障の無い利用が確保できるように改善した。

（説明） 

オープンラボは各分野の２−３関連研究室での利用計画としている。本学部は、オープンラボ制を採用し

たことにより、共同研究が行いやすく、複合的な利用が可能になったこと、更にチームとしてより有益

な教育研究課題に取り組めるという利点を生かして、学生の卒業研究実習や教員の研究を進めていく予

定としている。

また、審査意見 18 への対応により、当初計画のラボ数６から７に追加変更し、オープンラボ⑦に臨床系

と医療社会系の DRY 研究を行う５研究室を配置して充実させた。オープンラボの研究室割りの変更を別

表に示す（資料⑰）。

尚、以下にオープンラボの利用概要を記載する。

オープンラボ①は物理化学系として、計算化学を専門とする薬品物理化学研究室を配置し、同様に疾患

関連タンパク質を標的とした小分子リガンド研究を行う薬品分析学研究室も配置することにより、教

育・研究面で教員や学生の協力関係も醸成でき、相互に支障なく、効率的に利用できるようにした。

オープンラボ②は合成系の薬化学、薬品製造学、天然物化学研究室を配置した。これらの研究室は薬の

製造や化学現象を検討することで類似性が高いことから、教育・研究面で教員や学生の協力関係も醸成

でき、相互に支障なく、効果的に利用できる様に改善した。また、同分野で高頻度に使用する大型機器

を備えた機器センターもオープンラボ①②内に配置したことにより、教育研究面で教員や学生が支障な

く利用できるようにした。

オープンラボ③は薬理学分野として wet 研究の薬理学と臨床薬理学研究室を配置した。両研究室は共に

オピオイド研究を行っているので、教育・研究において教員や学生の相互理解や協力関係も醸成でき、

相互に支障のない利用が確保できる。

オープンラボ④は薬剤系として、薬物動態学、臨床薬剤学と医薬品情報解析学研究室を配置した。薬剤

系は薬剤師活動の基盤となる分野であり、臨床経験を有する教員で構成され、教育・研究面において教

員や学生の協力関係も醸成しやすく、支障なく利用できるようにした。



オープンラボ⑤は生化学系として、生化学、環境衛生薬学と機能形態・病理学研究室を配置した。これ

らの研究室は wet な研究を行い、培養室や汎用機器の共同利用も計画しており、教員や学生が研究等を

実施する上で支障のなく、効率的に利用できるようにした。

オープンラボ⑥は微生物系として、微生物・免疫学と感染制御学研究室を配置した。両研究室ともに

微生物を扱うことからバイオセーフティレベル２ (BSL2) で管理する。使用する機器も共通するもの

が多く、教育・研究面において教員や学生の協力関係も醸成しやすくなり、支障なく効率的に利用でき

るようにした。

オープンラボ⑦は dry 系を 2 つの分野に分類し、臨床系として臨床医学、薬物治療学及び疾病治療学研

究室を配置した。また、医療社会薬学系として地域社会薬学と薬剤疫学・医療経済学研究室を配置した。

教員は教授室や教員室で、また学生はオープンラボ内で dry 研究を行うが、オープンラボの特性を生か

し、教授室と教員室が近くにあるので、学生との双方向性のコミュ二ケーションができるようにした。

なお、オープンラボ利用計画を設置の趣旨添付資料 39 として、追加する。（添付資料⑱） 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（p.18） 

新 旧 

具体的特色４ 「論理的思考力」・「課題解決力」を身に

つける、研究環境「オープンラボ」 

(中略) 

具体的特色４ 「論理的思考力」・「課題解決力」を身に

つける、研究環境「オープンラボ」 

(中略) 



（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（p.40） 

新 旧 

（２）本学の研究体制の編成の考え方及び特色 
(前略) 
なお、各分野の特性を踏まえ、オープンラボで想

定される学生の卒業研究実習内容、共通機器等の

使用方法、教員の研究内容、各分野の特性、研究

室間の連携などは、別添資料のとおりオープンラ

ボ内で協力して支障の無い利用を確保している。 
（資料 39：「オープンラボの利用計画」） 

 

（２）本学の研究体制の編成の考え方及び特色 
(新規) 
 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（p.54） 

新 旧 

③研究実験室 
本学は、高い教育・研究活動を行うために必要と

考えられる「異なる研究分野との連携」を強化・

推進できるように、「オープン・ラボラトリー（open 
laboratory）」（複数の研究分野を 1 研究実験スペー

スで行う）を採用し、薬学の基礎及び応用研究・

開発拠点となる共同研究室 6 室（①②864.75 ㎡③

401.77 ㎡④435.21 ㎡⑤435.21 ㎡⑥404.25 ㎡⑦

574.46 ㎡）設置する。 
（中略） 
ラボ①②（薬品物理化学、薬品分析学、薬化学、

薬品製造化学、天然物化学分野） 
ラボ③（薬理学、臨床薬理学分野） 

ラボ④（薬物動態学、臨床薬剤学、医薬品情報解

析学分野） 

ラボ⑤（生化学、環境衛生薬学、機能形態・病理

学分野） 

ラボ⑥（微生物・免疫学、感染制御学） 

ラボ⑦（臨床医学、薬物治療学、疾病治療学、地

域社会薬学、薬剤疫学・医療経済学分野） 

③研究実験室 
本学は、高い教育・研究活動を行うために必要と

考えられる「異なる研究分野との連携」を強化・

推進できるように、「オープン・ラボラトリー

（open laboratory）」（複数の研究分野を 1 研究実

験スペースで行う）を採用し、薬学の基礎及び応

用研究・開発拠点となる共同研究室 5 室（①②

864.75 ㎡③401.77 ㎡④435.21 ㎡⑤435.21 ㎡⑥

404.25 ㎡）設置する。 
（中略） 
ラボ①②（薬品物理化学、薬品分析学、薬化学、

薬品製造化学、天然物化学分野） 
ラボ③（薬理学、臨床薬理学、臨床医学、疾病治

療学分野） 

ラボ④（微生物・免疫学、感染制御学、医療社会

薬学分野）  

ラボ⑤（機能形態・病理学、生化学、環境衛生学

分野） 

ラボ⑥（薬物動態学、薬物治療学、臨床薬剤学分

野） 

 



（是正事項）薬学部 医療薬学科 

20. ＜研究倫理委員会等の整備状況が不明確＞

研究倫理委員会や動物実験倫理委員会など、研究を遂行する上で必要となる組織が整備されているか不明確

であることから、委員会規程等を示した上で、明確に説明すること。 

(対応) 

研究倫理委員会や動物実験倫理委員会など、研究を遂行する上で必要となる組織が整備されているか不明

確であるとの審査意見を踏まえて、「研究倫理」、「人を対象とする研究倫理」及び「動物を対象とする研究倫理」

に関連する規程について、設置の趣旨等を記載した書類「12.運営管理」の項目に追加記載し、説明した。 

(説明) 

（5）研究倫理

湘南医療大学は、教育基本法及び学校教育法と「人を尊び、命を尊び、個を敬愛す」の理念に基づき、高度

な知識技術とともに、豊かな人間性を育み、創造的かつ実践的な教育研究を通じて、地域社会に貢献することを

目的としている。（「学則」第 1 条）。この目的を達成するために、研究の信頼性と公正性を確保するとともに、教

育・研究の成果を広く世界に発信・還元していく。そのために、研究者に求められる倫理的行動及び姿勢につい

て倫理的基準を定めている。 

資料 44：「湘南医療大学 研究倫理規程」 

湘南医療大学の研究倫理規程に基づき、本学の研究活動の公正な推進と不正行為の防止、並びに不正行

為への適切な対処について、必要な事項を定めている。 

資料 45：「湘南医療大学における公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止等に関する規

則」 

文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基き、本学における公

的研究費の管理・監査に関する必要な事項を定めている。 

資料 46：「湘南医療大学における公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の調査等に関する規

則」 

適正な運営・管理を行うための環境整備 

「湘南医療大学 研究費使用の手引き」を定めて、ルールを明確化・統一化を図っている。尚、大学事務部の

総務担当で事務を処理している。 

資料 47：「湘南医療大学における公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止に関する基本

方針」 



 

不正防止計画の策定 

湘南医療大学研究倫理規程、湘南医療大学における公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行

為の防止等に関する規則に基づき、研究不正防止計画を定めている。 

 

資料 48：「湘南医療大学における研究不正防止計画」 

 

研究費の適正な運営・管理 

研究費の執行にあたっては、大学事務総務担当において発注・納品の検収を行い、適正な運営管理を実施し

ている。また、業者との不正な取引が発覚した場合には、取引停止等の厳正な処分を行う。研究者の出張計画の

実行にあたっては、調査研究費の不正請求やカラ出張等が発生しないように、事前に必要書類の提出を義務付

け、また終了後の報告書及び精算書にも領収書等の証拠書類の添付を義務付けている。 

 

資料 49：「公的研究費等に係る適切な運営管理について」 

 

モニタリング体制の整備 

 研究費の執行にあたっては、正確な伝票処理、適正な勤務管理となるよう、常時点検し、不正防止を図ってい

る。また、定期的に学園会計担当者による実査を行っている。 

 

（6）人を対象とする研究倫理 

 

「人を対象とする研究」を遂行するうえで求められる研究者の倫理的行動および姿勢について、学術研究の信憑

性と公正性を確保することを目的に、湘南医療大学研究倫理規程第 16 条の 2 に基づき、「人を対象とする研究

倫理審査要項」を定めている。 

 

資料 50：「湘南医療大学 人を対象とする研究倫理審査要項」 

 

湘南医療大学において生命科学に関する研究開発が適正に推進されるよう、ヘルシンキ宣言等の趣旨、「臨

床研究に関する倫理指針」、「疫学研究に関する倫理指針」及び「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針

（平成 29 年 2 月 28 日改正）」並びに個人情報保護法の法律等に定められている事項に沿って、倫理的配慮の

下に実践するために必要な事項を審議することを目的としている。 

 

資料 51：「湘南医療大学 研究倫理員会規程」 

 

（7）動物を対象とした研究倫理 

 

   本学では、動物実験室の設置にあたり、実験動物の愛護と適正な倫理的動物実験の実施を基本理念とした

「湘南医療大学における動物実験等に関する規程(案)」を策定する。本学における動物実験が、動物の愛



護及び管理に関する法律等の関連法規に則り科学的および人道上適切に実施されることを目的とし、動物

実験委員会(仮称)が実験計画の審査並びに指導を行う予定である。また、全般的な運営は、実験動物管理

者を中心に行う。 

資料 52：湘南医療大学における動物実験等に関する規程(案) 

なお、当該規程等を設置の趣旨等を記載した書類の添付資料 44-52 として、追加する。（別紙資料⑲-㉗） 

(新旧対照表) 設置の趣旨等を記載した書類（p.84-ｐ.86） 

新 旧 

（４）各委員会 （４）各委員会

（5）研究倫理

湘南医療大学は、教育基本法及び学校教育法

と「人を尊び、命を尊び、個を敬愛す」の理念に基

づき、高度な知識技術とともに、豊かな人間性を

育み、創造的かつ実践的な教育研究を通じて、

地域社会に貢献することを目的としている。（「学

則」第 1 条）。この目的を達成するために、研究の

信頼性と公正性を確保するとともに、教育・研究の

成果を広く世界に発信・還元していく。そのため

に、研究者に求められる倫理的行動及び姿勢に

ついて倫理的基準を定めている。 

資料 44：「湘南医療大学 研究倫理規程」 

湘南医療大学の研究倫理規程に基づき、本学

の研究活動の公正な推進と不正行為の防止、並

びに不正行為への適切な対処について、必要な

事項を定めている。 

資料 45：「湘南医療大学における公的研究費の

不正使用及び研究活動における不正行為の防止

等に関する規則」 

（5）(追加) 



文部科学省「研究機関における公的研究費の

管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基き、本

学における公的研究費の管理・監査に関する必

要な事項を定めている。 

資料 46：「湘南医療大学における公的研究費の

不正使用及び研究活動における不正行為の調査

等に関する規則」 

適正な運営・管理を行うための環境整備 

「湘南医療大学 研究費使用の手引き」を定め

て、ルールを明確化・統一化を図っている。尚、大

学事務部の総務担当で事務を処理している。 

資料 47：「湘南医療大学における公的研究費の

不正使用及び研究活動における不正行為の防止

に関する基本方針」 

不正防止計画の策定 

湘南医療大学研究倫理規程、湘南医療大学に

おける公的研究費の不正使用及び研究活動にお

ける不正行為の防止等に関する規則に基づき、

研究不正防止計画を定めている。 

資料 48：「湘南医療大学における研究不正防止

計画」 

研究費の適正な運営・管理 

研究費の執行にあたっては、大学事務総務担

当において発注・納品の検収を行い、適正な運営

管理を実施している。また、業者との不正な取引

が発覚した場合には、取引停止等の厳正な処分

を行う。研究者の出張計画の実行にあたっては、

調査研究費の不正請求やカラ出張等が発生しな

いように、事前に必要書類の提出を義務付け、ま

た終了後の報告書及び精算書にも領収書等の証

拠書類の添付を義務付けている。 



 

資料 49：「公的研究費等に係る適切な運営管理

について」 

 

モニタリング体制の整備 

 研究費の執行にあたっては、正確な伝票処理、

適正な勤務管理となるよう、常時点検し、不正防

止を図っている。また、定期的に学園会計担当者

による実査を行っている。 

 

（6）人を対象とする研究倫理 

 

「人を対象とする研究」を遂行するうえで求められ

る研究者の倫理的行動および姿勢について、学

術研究の信憑性と公正性を確保することを目的

に、湘南医療大学研究倫理規程第 16条の 2に基

づき、「人を対象とする研究倫理審査要項」を定め

ている。 

 

資料 50：「湘南医療大学 人を対象とする研究倫

理審査要項」 

 

湘南医療大学において生命科学に関する研究

開発が適正に推進されるよう、ヘルシンキ宣言等

の趣旨、「臨床研究に関する倫理指針」、「疫学研

究に関する倫理指針」及び「人を対象とする医学

系研究に関する倫理指針（平成 29 年 2 月 28 日

改正）」並びに個人情報保護法の法律等に定めら

れている事項に沿って、倫理的配慮の下に実践

するために必要な事項を審議することを目的とし

ている。 

 

資料 51：「湘南医療大学 研究倫理委員会規程」 

 

（6）（追加） 

（7）動物を対象とした研究倫理 

 

本学では、動物実験室の設置にあたり、実

験動物の愛護と適正な倫理的動物実験の実

(7）（追加） 



施を基本理念とした「湘南医療大学における

動物実験等に関する規程(案)」を策定する。

本学における動物実験が、動物の愛護及び

管理に関する法律等の関連法規に則り科学

的および人道上適切に実施されることを目

的とし、動物実験委員会(仮称)が実験計画

の審査並びに指導を行う予定である。また、

全般的な運営は、実験動物管理者を中心に

行う。 

資料 52：湘南医療大学における動物実験等に関

する規程(案) 



（是正事項）薬学部 医療薬学科 
21． ＜書類不備＞ 
「薬学教育モデル・コアカリキュラム」や専任教員の年齢構成など、申請書上に、多くの
誤字・脱字、矛盾や不整合な点が散見されることから、申請書全体の再点検を行った上で
適切に改めること。 

（対応） 
薬学教育モデル・コアカリキュラム中の実務実習に係る SBO との対応関係を設置の趣旨等
を記載した書類の添付資料 53（資料㉙）として追加し、設置の趣旨等を記載した書類の添
付資料 38 に GIO を追記し、薬学教育モデル・コアカリキュラムの科目名の誤記を全て修
正した。専任教員の年齢構成における本学の定年規程で定める退職年齢を超える専任教員
リストについては、全て完成年度の年齢に修正した。
また、申請書全体を再点検し、誤字・脱字を修正した。

（新旧対照表）設置の趣旨 資料 38 : 教育課程と指定規則等との対比表（薬学教育モデル・
コアカリキュラムの一般目標（GIO）と授業科目との対比表）

新 旧 
別紙【資料㉘】参照 

（新旧対照表）授業科目の概要 

新 旧 

・P4 国際関係論 1 行
基本的な

・P5 研究法入門７行
付ける

・P7 科学英語１行
Science

・P10 化学系基礎科学 6 行
原子価電子対反発法

・P15 有機化学Ⅱ５行
芳香族化合物である

・P4 国際関係論 1 行
基本な

・P5 研究法入門７行
着ける

・P7 科学英語１行
Sience

・P11 化学系基礎科学 6 行
原子荷電子対反発法

・P15 有機化学Ⅱ５行
芳香族化合物ある
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・P19 アドバンスド生物化学 ２行
付けること

・P19 香粧品科学８行
付ける

・P21 医療統計学１行
（ＥＢＭ）を

・P23 薬理学実習３行
機序、生理機能

・P26 処方解析演習 ４行
薬物療法を提案

・P27 医薬品開発学２行
非臨床試験を経て、

・P27 医療安全管理２行
医療事故が起きにくいシステム作り

・P28 薬物治療学Ⅴ２行
緩和ケアにおける

・P29 薬物治療学Ⅵ２行
病態として

・P32 ファーマシーマネジメント論 １４行
付ける

・P33 セルフメディケーション ２行
理解するための

・P35 卒業研究Ⅰ（課題解決型薬学研究・基
礎と応用） ５行
求められる

・P19 アドバンスド生物化学 ２行
付けるすること

・P19 香粧品科学８行
着ける

・P21 医療統計学１行
（ＥＢＭ）の

・P23 薬理学実習３行
機序生理機能

・P26 処方解析演習 ４行
薬物療法を 提案

・P27 医薬品開発学２行
前臨床試験を経て、

・P27 医療安全管理２行
医療事故が起きにくシステム作り

・P28 薬物治療学Ⅴ２行
緩和ケアおける

・P29 薬物治療学Ⅵ２行
病態について

・P32 ファーマシーマネジメント論 １４行
着ける

・P33 セルフメディケーション ２行
理解するために、

・P35 卒業研究Ⅰ（課題解決型薬学研究・基
礎と応用） ５行
求めらる



（新旧対照表）シラバス 
新 旧 

・P8 チーム医療論 授業概要２行,２～６回内
容 １行 
リハビリテーション学科 
 
・P16 薬学入門Ⅱ 授業概要 ２行 
本講義 
 
・P21 日本薬局方 授業概要 １行 
薬機法 
厚生労働大臣 
 
・P39 有機化学 I 授業概要 ４行 
付加反応 
 
・P81 医療統計学 授業概要 １行 
（ＥＢＭ）を 
 
・P86 衛生化学Ⅲ 授業概要 ２行 
とともに疾病の 
 
・P94 薬理学実習 授業概要 １行 
作用機序、生理機能 
 
・P112 医薬品開発学 授業概要 ２行 
非臨床試験 
 
・P119 薬物治療学 V 授業概要 １行 
緩和ケアにおける 

・P8 チーム医療論 授業概要２行,２～６回内
容 １行 
リハビリ学科 
 
・P16 薬学入門Ⅱ 授業概要 ２行 
本講 
 
・P21 日本薬局方 授業概要 １行 
薬事法 
厚生大臣 
 
・P39 有機化学 I 授業概要 ４行 
付加反反応 
 
・P81 医療統計学 授業概要 １行 
（ＥＢＭ）の 
 
・P86 衛生化学Ⅲ 授業概要 ２行 
とともに，疾病の 
 
・P94 薬理学実習 授業概要 １行 
作用機序生理機能 
 
・P112 医薬品開発学 授業概要 ２行 
前臨床試験 
 
・P119 薬物治療学 V 授業概要 １行 
緩和ケアおける 

  



（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 
新 旧 

1 ページ 17 行目 

輩出した  

1 ページ 17 行目 

排出した 

10 ページ 下から 2 行目 

学外教育活動 

10 ページ 下から 1 行目 

課外教育活動 

11 ページ 11 行目 

超少子高齢社会 

11 ページ 12 行目 

超少子高齢者社会 

11 ページ 下から 2 行目 

臨床薬剤師の働き方を向上させる卒後研修など、

研究から生涯学習活動 

12 ページ 1 行目 

臨床薬剤師の働き方を向上させる、卒後研修、研究

から生涯学習活動 

15 ページ 19 行目 

少人数制 

15 ページ 19 行目 

小人数制 

15 ページ 27 行目 

地域医療の課題を自主的に 

15 ページ 27 行目 

地域医療の課題に自主的に 

24 ページ 15 行目 

調査を行い 

24 ページ 17 行目 

調査行い 

24 ページ 25 行目 

発達心理学等 

24 ページ 27 行目 

発達心理学、等 

25 ページ 12 行目 

6 領域区分の構成 

25 ページ 14 行目 

6 領域区分を構成 

25 ページ 21 行目 

使命感 

25 ページ 23 行目 

使命観 

25 ページ 下から 3 行目 

行う 

26 ページ 1 行目 

行なう 

26 ページ 25 行目 及び 49 ページ 11 行目 

4 研究学系の中から異なる学系 

26 ページ 25 行目 及び 49 ページ 11 行目 

4 研究学系のから異なる学系 

28 ページ 17 行目及び 20 行目 

学修する。 

28 ページ 19 行目及び 22 行目 

学習する。 

29 ページ 9 行目 

「後期臨床体験実習」 

29 ページ 12 行目 

「後期臨床体験学習」 

29 ページ 23 行目 

多職種協働のための 

29 ページ 下から 5 行目 

多職協働のための 

32 ページ 下から 7 行目 

障がい者にとって 

32 ページ 下から 4 行目 

障害者にとって 



36 ページ 下から 4 行目 

能動的学習 

36 ページ 下から 2 行目 

能動的学修 

42 ページ 9 行目 

研究室の枠を越えて 

42 ページ 8 行目 

研究室の枠を超えて 

52 ページ 10 行目 

１，７２５.７５㎡ 

52 ページ 15 行目 

１,７２.７５㎡ 

53 ページ 16 行目 

大学設置基準第 60 条に基づき、…. 

53 ページ 16 行目 

学設置基準第 60 条に基づき、…. 

57 ページ 9 行目 

処理実験室 

56 ページ 下から９行目  

処・理実験室 

59 ページ 下から 9 行目 

（３）図書等の資料及び図書館の整備計画 

59 ページ 1 行目 

（３）図書等の及び図書館の整備計画 

62 ページ 下から１１行目 

生あるもの全てに感謝し、 

61 ページ 下から 11 行目 

生あるものすべに感謝し、 

62 ページ 下から７行目 

教育研究を通じて、問題を発見し、 

61 ページ 下から７行目 

教育研究を通じてとともに、問題を発見し、 

66 ページ 下から 4 行目 

一般選抜（併願） 

63 ページ 下から 7 行目 

一般選抜型（併願）、 

70 ページ 上から 6 行目 

学生の教育に支障がない場合に限り 

66 ページ 下から 3 行目 

学生に支障がない場合に限り 

71 ページ 上から７行目 

様式に倣い 

68 ページ 上から 3 行目 

形式にならい 

71 ページ 下から９行目 

責任薬剤師、指導薬剤師または認定指導薬剤師は、 

68 ページ 下から 9 行目 

責任薬剤師または指導薬剤師または認定指導薬剤

師は、 

72 ページ 上から７行目 

施設の全学生についての情報、 

69 ページ 上から 7 行目 

施設全生につての情報、 

72 ページ 上から 15 行目 

病院・薬局実務実習委員会委員 

69 ページ 上から 15 行目 

病院・薬局実務実習員会委員 

75 ページ 下から 10 行目 

45 名の専任教員中、40 名で分担し、…（薬学基礎、

生命医科学等）20 名が担当し、…（医療薬学、環

境・社会薬学等）21 名が担当する。 

72 ページ 下から 10 行目 

42名の専任教員中薬学部長を除く４1名で分担し、

…（薬学基礎、生命医科学）20 名が担当し、…（医

療薬学、環境・社会薬学）21 名が担当する。 

75 ページ 下から 6 行目 
原則として、助教以上の専任教員 40 名が担当
する。 

72 ページ 下から 6 行目 
原則として、助教以上の専任教員 41 名（薬学
部学部長を除く）が担当する。 



76 ページ 下から９行目 

（A）指導者の配置 

薬局に対しては、…。40 名の専任教員のうち責任

者を地域社会薬学の准教授 1 名とする。各班には、

20 名の基礎系教員が、… 

73 ページ 下から 9 行目 

（A）指導者の配置 

薬局に対しては、…。41 名の専任教員のうち責任

者を地域社会薬学の教授 1 名とする。各班には、

19 名の基礎系教員が、… 

76 ページ 下から３行目 

クリニカル・インストラクター、 

73 ページ 下から 2 行目 

クリニカルインストラクター 

77 ページ 1 行目 

原則として助教以上の専任教員 40 名が担当する。 

74 ページ 1 行目 

原則として助教以上の専任教員 41 名（薬学部長を

除く）が担当する。 

77 ページ 下から３行目 

評価 

74 ページ 下から 1 行目 

評果 

80 ページ 下から 11 行目 

を問わず 

77 ページ 下から 11 行目 

を教えて問わず 

80 ページ 下から７行目 

行うことを基本とする。 

77 ページ 下から 7 行目 

行うことが基本とする。 

80 ページ 下から 6 行目 

（がん、 

77 ページ 下から 6 行目 

（かん、 

83 ページ 上から 6 行目 

薬学部運営管理会議規程 

80 ページ 7 行目 

学部運営管理会議規程 

88 ページ 下から１行目 

（A）専任教員数（男女別、職位別） 

84 ページ 1 行目 

（B）専任教員数（男女別、職位別） 

89 ページ 上から 3 行目 

（B）大学教員一覧 

84 ページ 上から 4 行目 

（C）大学教員一覧 

92 ページ 上から 9 行目 

改善活動を図るため、ファカルティ・ディブロップ

メント（FD）委員会 

87 ページ 上から 11 行目 

改善活動をファカルティ・ディブロップメント

（FD）委員会 

94 ページ 下から 3 行目 

改善点を自己点検・評価するための 

89 ページ 下から 3 行目 

改善点を自己評価するための 

95 ページ 下から 9 行目 

教育の質保証 

90 ページ 下から 8 行目 

教育の質保障 

95 ページ 下から 8 行目 

職員を認証評価機関のセミナー等に参加させて 

90 ページ 下から 7 行目 

職員を認証評価機関のセミナー等に職員を参加さ

せて 



101 ページ下から 10 行目-2 行目 

（A）実習目標（実習のねらい）

モデル・コアカリキュラムに従い開講する「病院・

薬局実務実習」の授業について、「実務実習事前学

習」…確保する。

①実務実習事前学習の内容

実務実習事前学習は…。実務実習事前学習は 3 年

次後期から実務実習事前学習Ⅰを開始する。

4 月年次から実務実習事前学習Ⅱ（4 年次前期）、

実務実習事前学習Ⅲ（4 年次後期）で OSCE に備

える。 

実務実習事前学習の指導体制等について記載した

実務実習事前学習の手引き… 

96 ページ 下から 11 行目-2 行目 

（A）実習目標（実習のねらい）

モデル・コアに従い開講する「病院・薬局実務実習」

の授業について、「薬学臨床事前実習」…確保する。 

①薬学臨床事前実習の内容

薬学臨床事前学習は…。事前実務実習は 3 年次後

期から事前実務実習Ⅰを開始する。

4 月年次から事前実務実習Ⅱ（4 年次前期）、事前

実務実習Ⅲ（4 年次後期）でOSCE に備える。

薬学臨床事前学習の指導体制等について記載した

薬学臨床事前学習の手引き…

102 ページ １行目 

②病院・薬局実務実習の内容

97 ページ 1 行目 

②院・薬局実務実習の内容

102 ページ 最下行

モデル・コアカリキュラム

98 ページ 1 行目

モデル・コア

103 ページ １２行目 

（C）薬学実務実習の実施に責任を負う薬学臨床教

育運営委員会(資料 36)の設置 

98 ページ 14 行目

（C）薬学実務実習の実施に責任を負う薬学臨床教

育運営委員会(資料 37)の設置

103 ページ 16 行目 

教授 19 名で構成する。 

98 ページ 18 行目

教授 21 名で構成する。

104 ページ 2 行目 

早期・後期臨床体験実習委員会、 

99 ページ 2 行目

早期・後期体験実習委員会、

104 ページ 4 行目 

（E）早期・後期臨床体験実習委員会

99 ページ 4 行目

（E）早期・後期体験実習委員会

104 ページ 6 行目

早期・後期臨床体験実習

99 ページ 6 行目

早期・後期体験実習

104 ページ 9 行目

早期・後期臨床体験実習学生委員会

99 ページ 9 行目

早期・後期体験実習学生委員会

104 ページ 14 行目

④実施時期

・ 早期臨床体験実習は…。

・ 後期臨床体験実習は…。

99 ページ 14 行目

④実施時期

・ 早期体験実習は…。

・ 後期体験実習は…。



106 ページ 2-3 行目 

②方法

1 年次前期に「早期臨床体験学習」、3 年次後期か

ら 4 年次後期にかけて「実務実習事前学習Ⅰ・Ⅱ・

Ⅲ」の授業を開講し、

101 ページ 2-3 行目 

②方法

1 年次前期に「早期体験学習」、3 年次後期から 4 年

次後期にかけて「薬学臨床事前学習」の授業を開講

し、

106 ページ 下から 11 行目

①指導者の配置

実習学生数が 130 人であり、45 名の専任教員のう

ち…。

101 行目 下から 11 行目

①指導者の配置

実習学生数が 130 人であり、41 名の専任教員のう

ち…。

106 ページ 下から 4 行目

②人数（助教を含む）

原則として助教以上の専任教員 40 名が担当する。 

101 ページ 下から 4 行目

②人数（助教を含む）

原則として助教以上の専任教員 41 名が担当する。

原則として助手は参加しない。

107 ページ 下から 12 行目 

⑤その他

薬学教育協議会 WEB システム検討委員会の提案

に基づいて薬学教育モデル・コアカリキュラムに

準拠し、

102 ページ 下から 11 行目

⑤その他

薬学教育協議会 WEB システム検討委員会の提案

に基づいて薬学教育モデル・コアに準拠し、

110 ページ  下から 11 行目

（C）大学における単位認定方法等

…。病院実務実習では、クリニカル・インストラク

ターを定期的に配置し、薬局実務実習は…

105 ページ 下から 6 行目 

（C）大学における単位認定方法等

…。病院実習では、クリニカル・インストラクター

を定期的に配置し、薬局実習は…

110 ページ 下から 3 行目

（１１）薬学教育モデル・コアカリキュラム中の実

務実習に関わる SBO との対応関係

…、モデル・コアカリキュラム中の実務実習…

106 ページ 3 行目

（１１）薬学教育モデル・コアカリキュラム中の実

務実習に関わる SBO との対応関係

…、モデル・コア中の実務実習…

1 ページ 5 行目

2015（平成 27）年

1 ページ 5 行目

2017（平成 25）年

7 ページ 下から 13 行目

きめ細やかな

7 ページ 下から 13 行目

決め細やかな

7 ページ 下から 9 行目

学生 17.3 名あたり

7 ページ 下から 9 行目

学生 18.5 名あたり

7 ページ 下から 8 行目

専任教員 45 名

7 ページ 下から 8 行目

専任教員 42 名

7 ページ 下から 7 行目
達成できる

7 ページ 下から 7 行目
達成にできる



12 ページ 7 行目 

高校生に専門的な 

12 ページ 7 行目 

高校に専門的な 

13 ページ 13 行目 

医療と介護の枠を越えた 

13 ページ 13 行目 

医療と介護の枠を超えた 

22 ページ 表 10：神奈川県内の薬局数 

2014-2016 増減 

22 ページ 表 10：神奈川県内の薬局数 

2006-2016 増減 

33 ページ 25 行目 

実務家教員 12 名 

33 ページ 25 行目 

実務家教員 13 名 

34 ページ 1 行目 

臨床系（非実務家）教員 6 名 

34 ページ 1 行目 

臨床系（非実務家）教員 5 名 

34 ページ 1 行目 

、計 21 名で構成する。 

34 ページ 1 行目 

及び実務実習センター教員(2 名)、教育センター教

員(1 名)がサポートする。 

34 ページ 9 行目 

実務家教員 12 名 

34 ページ 9 行目 

実務家教員 13 名 

34 ページ 9 行目 

非実務家教員 6 名 

34 ページ 9 行目 

非実務家教員 5 名 

38 ページ 23 行目 

地域社会薬学准教授 1 名 

38 ページ 23 行目 

地域社会薬学教授 1 名 

38 ページ 23 行目 

（基礎薬学、生命医科学等） 

38 ページ 23 行目 

（基礎薬学、生命医科学） 

38 ページ 24 行目 

計 20 名で構成し 

38 ページ 24 行目 

20 名で構成し 

38 ページ 24 行目 

実務実習センター教員(2 名)がサポートする。 

38 ページ 24 行目 

実務実習センター教員(2 名)、教育センター教員(1

名)がサポートする。 

39 ページ 6 行目 

40 名の専任教員 

39 ページ 6 行目 

41 名の専任教員 

39 ページ 7 行目 

地域社会薬学の准教授 1 名とし、 

39 ページ 7 行目 

地域社会薬学の教授 1 名とし、 



1. 書類等の題名

意見 21(新旧対照表)
専任教員の年齢構成・学位保有状況 

2. 出典

3. 引用範囲

4. その他の説明

専任教員の年齢構成・学位保有状況についての新旧対照表。
10 月の修正に伴う変更を反映していないこと及び、教員の氏名年齢等を含む個所で

あることから除外している 



（是正事項） 薬学部 医療薬学科 

22. ＜大学全体の専任教員数が大学設置基準を満たしていない＞

大学全体の専任教員数について、大学設置基準の規定を満たしていないため、適切に改めること。 

(対応) 

教員審査結果後、教授 15 名、准教授 4 名、講師 6 名、助教 8 名 計 33 名となったものの、職位不適格で保留と

なった教員 9 名（教授 7 名、准教授 2 名）の内、教授 6 名及び准教授 2 名の計 8 名については、職位を改めて

再判定を受けることとなった。 

しかし、教授 1 名が就任辞退となり、専任教員数計 41 名（教授 15 名、准教授 10 名、講師 8 名、助教 8 名）とな

ったため、新たに専任教員（教授 4 名）の追加採用と、併せて現専任教員で担当予定科目への対応を行った。 

これにより、薬学部医療薬学科は、教授 19 名を含む合計 45 名から構成される教員組織体制となり、設置認可申

請時の専任教員数 42 名を上回り、より充実した教育研究体制を確立した。 

また、基本計画書「教員組織の概要」（既存分）において、保健医療学部看護学科教員合計 33 名（内教授 9 名）、

同学部リハビリテーション学科教員合計 25 名（内教授 12 名） 計 58 名（内教授 21 名）であったが、2020 年 5 月

1 日現在、保健医療学部看護学科教員数計 36 名（教授 11 名、准教授 6 名、講師 5 名、助教 14 名）、同学部リ

ハビリテーション学科教員数計 24 名（教授 12 名、准教授 2 名、講師 6 名、助教 4 名）で、保健医療学部教員数

合計 60 名（内教授 23 名）の教員組織体制を整えた。 

これにより、２学部教員数合計 105 名、教授数合計 42名（保健医療学部看護学科 11 名、保健医療学部リハビ

リテーション学科 12 名、薬学部医療薬学科 19 名） となり、大学設置基準の規定にある大学全体の専任教員数

75 名及び教授数 38 名を満たし、適切に改めた。 

湘南医療大学　　教員構成　

学部 学科名 入学定員 収容定員

薬学部 医療薬学科 130 780

看護学科 80 340

リハビリテーション学科
　理学療法学専攻
　作業療法学専攻

80 320

計 290 1,440

学部設置

基準教員数

収容定員割
合教員数

設置基準
教員合計

（A)

学部設置

基準教授数

収容定員割
合教授数

設置基準
教授合計

（B)

薬学部 医療薬学科 30 - 30 15 - 15

看護学科 12 - 12 6 - 6

リハビリテーション学科
　理学療法学専攻
　作業療法学専攻

16 - 16 8 - 8

計 58 17 75 29 9 38

※1 ※2

※1・2 大学収容定員割合計算に基づいて、人数を算出。各学科合計数に当該数を加えたため、縦計と横計は一致しない。

保健医療学部

保健医療学部

学部 学科名

教員数　（設置基準） 教授数　（設置基準）



(新旧対照表) 基本計画書「教員組織の概要」（P3） 

新 旧 

教
員
組
織
の
概
要

学 部 等 の 

名 称 

専任教員等 

教

授 

准

教

授 

講

師 

助

教 
計 

助

手 

新
設
分

薬学部 医療

薬学科 

人 人 人 人 人 人 

19 10 8 8 45 1 

(13) (5) (4) (1) (23) (1) 

計 

19 10 8 8 45 1 

(13) (5) (4) (1) (23) (1) 

既
設
分

保健医療学部 

看護学科 

11 6 5 14 36 2 

(11) (6) (5) (14) (36) (2) 

リハビリテー

ション学科

12 2 6 4 24 0 

(12) (2) (6) (4) (24) (0) 

計 
23 8 11 18 60 2 

(23) (8) (11) (18) (60) (2) 

合 計 
42 18 19 26 105 3 

(36) (13) (15) (19) (83) (3) 

教
員
組
織
の
概
要

学 部 等 の 

名 称 

専任教員等 

教

授 

准

教

授 

講

師 

助

教 
計 

助

手 

新
設
分

薬学部 医療

薬学科 

人 人 人 人 人 人 

22 6 6 8 42 1 

(16) (2) (3) (1) (22) (1) 

計 

22 6 6 8 42 1 

(16) (2) (3) (1) (22) (1) 

既
設
分

保健医療学部 

看護学科 

9 6 8 10 33 1 

(9) (6) (8) (10) (33) (1) 

リハビリテー

ション学科

12 2 7 4 25 0 

(12) (2) (7) (4) (25) (0) 

計 
21 8 15 14 58 1 

(21) (8) (15) (14) (58) (1) 

合 計 
43 14 21 22 100 2 

(37) (10) (18) (15) (81) (2) 

(新旧対照表)設置の趣旨を記載した書類（P.38、P.39、P.42） 

新 旧 

５. 教員組織の編成の考え方及び特色

（１）教員組織の編成の考え方

(前略) 

薬学部の開設年度である令和 3 年度の専任教員数は

23名である。令和 5年度までに 45名の専任教員（内、教

授 19 人）を授業科目の開講に合わせ、段階的に配置す

る。 

(中略) 

①「薬学基礎系」は、薬品物理化学、薬品分析化学、

薬化学、薬品製造化学、天然物化学の 5分野・研究室で

５. 教員組織の編成の考え方及び特色

（１）教員組織の編成の考え方

(前略) 

薬学部の開設年度である令和 3 年度の専任教員数

は 22 名である。令和 4 年度までに 42 名の専任教員

（内、教授 22 人）を授業科目の開講に合わせ、段階的

に配置する。 

(中略) 

①「薬学基礎系」は、薬品物理化学、薬品分析化学、

薬化学、薬品製造化学、天然物化学の 5 分野・研究室



構成し、教授 4名、准教授～助教 5名及び助手 1名を配

置する。基礎薬学系教員は、該当する専門領域の薬や

化学物質にかかわる物理系基礎薬学及び化学系基礎

薬学の科目の授業、及び関連領域の研究を担当する。 

②「生命医科学系」は、微生物・免疫学、感染制御学、

機能形態・病理学、生化学、臨床医学の 5 分野・研究室

で構成し、教授 6 名、准教授～助教 5 名を配置する。同

学系教員は、生物系基礎薬学（生体成分、生命現象、生

体機能の調節、生体防御と微生物）の科目の授業、及び

関連領域の研究を担当する。 

③「医療薬学系」は、薬理学分野（薬理学、臨床薬理

学）、薬物治療学、疾病治療学、薬物動態学、医療薬剤

学分野（臨床薬剤学、医薬品情報解析学）の５分野・研

究室で構成し、教授 7 名、准教授～助教 8 名を配置す

る。同学系教員は、医療薬学（薬の作用・体内動態・製

剤）及び疾病治療学（各種疾患の薬物療法に直結する

病態、薬物治療、患者情報やチーム医療等）の科目の授

業、及び関連領域の研究を担当する。 

④「環境・社会薬学系」は、医療社会学部分野（地域

社会薬学、薬剤疫学・医療経済学）、環境衛生薬学の 2

分野・研究室で構成し、教授 1 名、准教授～助教 3 名を

配置する。同学系教員は、薬学と社会（薬剤師に必要な

使命感、責任感及び倫理観の醸成、地域の保健、医療、

福祉、及び教育に対する薬剤師機能や地域薬局機能

等）及び衛生薬学（人々の健康・公衆衛生、生活環境・

環境保全）の科目の授業及び関連領域の研究を担当す

る。 

⑤ 「実習センター」教員は、薬学基礎、衛生薬学及び

医療薬学の関連実習（生物系、化学系、物理系、医療系

など 11 科目の基礎実習）について各専門研究室と共同

で教材の作成及び実習指導などに関わる。 

⑥ 「薬学実務実習センター」の教員は、薬学臨床の

早期臨床体験実習、実務実習事前学習、後期臨床体験

実習、OSCE 及び病院・薬局実務実習を担当する。 

⑦「教育センター」教員は、学生に対する修学支援、

教育プログラムの有効性に関する科学的な検証、改善・

充実に向けた科学的アプローチ及び CBT・薬剤師国家

試験対策を行う。また、本学部は、グローバル化が進む

で構成し、教授 5 名、准教授～助教 4 名及び助手 1 名

を配置する。基礎薬学系教員は、該当する専門領域の

薬や化学物質にかかわる物理系基礎薬学及び化学系

基礎薬学の科目の授業、及び関連領域の研究を担当

する。 

②「生命医科学系」は、微生物・免疫学、感染制御学、

機能形態・病理学、生化学、臨床医学の 5分野・研究室

で構成し、教授 5 名、准教授～助教 4 名を配置する。同

学系教員は、生物系基礎薬学（生体成分、生命現象、

生体機能の調節、生体防御と微生物）の科目の授業、

及び関連領域の研究を担当する。 

③「医療薬学系」は、薬理学分野（薬理学、臨床薬理

学）、薬物治療学、疾病治療学、薬物動態学、医療薬剤

学分野（臨床薬剤学、医薬品情報解析学）の５分野・研

究室で構成し、教授 8 名、准教授～助教 7 名を配置す

る。同学系教員は、医療薬学（薬の作用・体内動態・製

剤）及び疾病治療学（各種疾患の薬物療法に直結する

病態、薬物治療、患者情報やチーム医療等）の科目の

授業、及び関連領域の研究を担当する。 

④「環境・社会薬学系」は、医療社会学部分野（地域

社会薬学、薬剤疫学・医療経済学）、環境衛生薬学の 2

分野・研究室で構成し、教授 3名、准教授～助教 1名を

配置する。同学系教員は、薬学と社会（薬剤師に必要な

使命感、責任感及び倫理観の醸成、地域の保健、医

療、福祉、及び教育に対する薬剤師機能や地域薬局機

能等）及び衛生薬学（人々の健康・公衆衛生、生活環

境・環境保全）の科目の授業及び関連領域の研究を担

当する。 

⑤ 「実習センター」教員は、薬学基礎、衛生薬学及

び医療薬学の関連実習（生物系、化学系、物理系、医

療系など 11 科目の基礎実習）について各専門研究室と

共同で教材の作成及び実習指導などに関わる。 

⑥ 「薬学実務実習センター」の教員は、薬学臨床の

早期臨床体験実習、実務実習事前学習、後期臨床体

験実習、OSCE 及び病院・薬局実務実習を担当する。 

⑦「教育センター」教員は、学生に対する修学支援、

教育プログラムの有効性に関する科学的な検証、改善・

充実に向けた科学的アプローチ及び CBT・薬剤師国家



医療分野での課題に向き合うために必要な視点と語学

力を伸ばすために、英語教育を重視し、全学年を通して

単位を取得可能としている。学生にコミュニケーション能

力の育成を図り、外国語教育の充実のために、英語の専

任教員 1 名を教育センターに配置して、医療従事者とし

て必要な生きた語学教育を推進する。 

（資料 6：「教員数と専門学系科目」） 

（６）教員組織の年齢構成

薬学部の専任教員 45 名（内女性 12 名）の平均年齢は、

49.9歳である。その年齢構成(開設時)は、30歳代 12名、

40 歳代 12 名、50 歳代 8 名、60 歳～64 歳 5 名、65 歳～

69 歳 5 名、70 歳以上 3 名となっている。 

職位別の平均年齢は、教授 60.8 歳、准教授職 51 歳、講

師 38.6 歳、助教 33.6 歳である。年齢バランスは保たれて

いると考える。 

（資料７：「予定教員の年齢構成」） 

（７）教員の定年と完成年度後の教員配置計画

(前略)

また、専任教員の就任の時期は、令和 3（2021）年

度 23名、令和 4（2022）年度 11名、令和 5（2023）年度

11 名である。 

（資料 8:「湘南医療大学専任教育職員定年規程」） 

（資料 40: 「湘南医療大学における教員の任期に

関する規程(改正案)」) 

（資料 41: 「湘南医療大学特別任用教員に関する

規程」 

試験対策を行う。また、本学部は、グローバル化が進む

医療分野での課題に向き合うために必要な視点と語学

力を伸ばすために、英語教育を重視し、全学年を通し

て単位を取得可能としている。学生にコミュニケーション

能力の育成を図り、外国語教育の充実のために、英語

の専任教員 1 名を教育センターに配置して、医療従事

者として必要な生きた語学教育を推進する。 

（資料 6：「教員数と専門学系科目」） 

（６）教員組織の年齢構成

薬学部の専任教員 42名（内女性 11名）の平均年齢は、

43.7 歳である。その年齢構成(開設時)は、30 歳代 12

名、40 歳代 12 名、50 歳代 6 名、60 歳～64 歳 5 名、65

歳～69 歳 5 名、70 歳以上 2 名となっている。 

職位別の平均年齢は、教授 58.9歳、准教授職 46.3歳、

講師 36.8 歳、助教 33.6 歳である。年齢バランスは保た

れていると考える。 

（資料７：「予定教員の年齢構成」） 

（７）教員の定年と完成年度後の教員配置計画

(前略)

また、専任教員の就任の時期は、令和2（2021）年

度22名、令和3（2022）年度9名、令和4（2023）年度11

名である。 

（資料  8:「湘南医療大学専任教育職員定年規

程」） 

(新旧対照表)設置の趣旨を記載した書類（P.75、P.76） 

新 旧 

（８） 教員配置並びに巡回指導計画

（A） 指導者の配置

薬局及び病院に対し、事前訪問、実習中の訪問指導を

行う。実習学生数が 130人であり、45名の専任教員中 40

名で分担し、薬局は基礎系教員（薬学基礎、生命医科学

（８） 教員配置並びに巡回指導計画

（A） 指導者の配置

薬局及び病院に対し、事前訪問、実習中の訪問指導を

行う。実習学生数が 130 人であり、42 名の専任教員中

薬学部長を除く４1 名で分担し、薬局は基礎系教員（薬



等）20 名が担当し、病院は実習家教員を中心に臨床系

教員（医療薬学、環境・社会薬学等）21 名が担当する。 

（B）人数（助教を含む）

原則として、助教以上の専任教員 40 名が担当する。 

（９） 実習施設における指導者の配置計画

（A）指導者の配置

薬局に対しては、事前訪問を含めて、実習中の訪問指

導 3 回を標準とする。実習学生 130 名の薬局実習は、学

生を 3 班に分けて行う。40 名の専任教員のうち責任者を

地域社会薬学の准教授1名とする。各班には、20名の基

礎系教員が、教員１人あたり、2～3 箇所の薬局を担当す

る。 

病院に対しては、各実習病院に教員を臨地派遣するた

め、随時指導できる体制を整える。実習学生 130 名の病

院実習は、学生を 3 班に分けて行う。臨床薬剤学教授 1

名を責任者とし、臨床系教員の計 21 名が対応する。… 

（B）人数

原則として助教以上の専任教員 40 名が担当する。 

学基礎、生命医科学）20 名が担当し、病院は実習家教

員を中心に臨床系教員（医療薬学、環境・社会薬学）21

名が担当する。 

（B）人数（助教を含む）

原則として、助教以上の専任教員 41 名（薬学部学部長

を除く）が担当する。 

（９） 実習施設における指導者の配置計画

（A）指導者の配置

薬局に対しては、事前訪問を含めて、実習中の訪問指

導 3 回を標準とする。実習学生 130 名の薬局実習は、

学生を 3 班に分けて行う。41 名の専任教員のうち責任

者を地域社会薬学の教授 1 名とする。各班には、19 名

の基礎系教員が、教員１人あたり、2～3 箇所の薬局を

担当する。 

病院に対しては、各実習病院に教員を臨地派遣するた

め、随時指導できる体制を整える。実習学生 130名の病

院実習は、学生を 3 班に分けて行う。臨床薬剤学教授 1

名を責任者とし、臨床系教員の計 21 名が対応する。… 

（B）人数

原則として助教以上の専任教員 41名（薬学部長を除く）

が担当する。 
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○ 平成30年度の概算医療費は約42.6 兆円であった。
○ 調剤医療費は約7.5兆円で、その内訳は、薬剤料が約5.5兆円、技術料が約1.9兆円であった。
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医療費の動向、調剤医療費の動向（厚生労働省保険局調査課）を基に作成

調剤医療費は約7.5兆円
そのうち技術料は
約1/4の1.9兆円
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術
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42.2

※医科（入院外、入院）及び歯科には、薬剤料が含まれる。

調剤医療費の推移 資料①
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（
人

）

薬
局
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薬局に従事する薬剤師数（人）

薬局数

薬局薬剤師数と薬局数の推移

（出典）医師・歯科医師・薬剤師統計（年末現在）、
衛生行政報告例（年度末）

※平成22年度の薬局数は宮城県と福島県相双保健福祉事務所管轄内の市町村を含まない。
※薬局薬剤師数については、医師・歯科医師・薬剤師統計の調査年以外の年は、前後の年の平均値としている。

○ 処方箋受取率の増加に伴い、薬局数と薬局に従事する薬剤師数は増加傾向である。
○ 平成30年度末における薬局数は59,613、平成30年末現在の薬局薬剤師数は18万人となっている。

H30年(度)
薬局数59,613
薬局薬剤師数180,415

H20年(度)
薬局数53,304
薬局薬剤師数135,716

H10年(度)
薬局数44,085
薬局薬剤師数81,220

H元年(度)
薬局数36,670
薬局薬剤師数47,387

S49年(度)
薬局数26,012
薬局薬剤師数30,273
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（出典）医師・歯科医師・薬剤師統計

○ 薬局の薬剤師数が大きく増加している。
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：偏差値55以上

番号 学校名 都道府県 設置 回収数 偏差値 受験意欲 入学意欲 2016－2018
薬学部進学

2016 2017 2018

1 鶴見大学附属高等学校 神奈川県 私立 100 58 10 6 11 7 3 1

2 聖ヨゼフ高等学校 神奈川県 私立 56 35 1 0 2 0 2 0

3 アレセイア湘南高等学校 神奈川県 公立 29 55 13 10 8 5 1 2

4 法政大学国際高等学校 神奈川県 私立 48 68 0 0 2 0 0 2

5 神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校 神奈川県 公立 38 64 1 0 19 6 7 6

6 神奈川県立平塚中等教育学校 神奈川県 公立 145 57 5 3 18 10 1 7

7 神奈川県立有馬高等学校 神奈川県 公立 301 52 10 5 8 0 5 3

8 神奈川県立大磯高等学校 神奈川県 公立 40 58 0 0 15 5 8 2

9 神奈川県立氷取沢高等学校 神奈川県 公立 343 55 12 7 15 6 8 1

10 神奈川県立伊勢原高等学校 神奈川県 公立 38 46 2 2 2 1 0 1

11 神奈川県立七里ヶ浜高等学校 神奈川県 公立 39 60 1 1 13 4 2 7

12 緑ヶ丘女子高等学校 神奈川県 私立 13 51 2 1 1 0 1 0

13 神奈川県立舞岡高等学校 神奈川県 公立 85 50 6 4 5 2 2 1

14 加藤学園高等学校 神奈川県 私立 34 55 1 0 4 2 0 2

15 相模原高等学校 神奈川県 公立 107 68 3 3 32 4 14 14

16 捜真女学校高等部 神奈川県 私立 147 55 9 8 15 4 8 3

17 神奈川県立座間総合高等学校 神奈川県 公立 37 43 1 1 1 0 1 0

18 湘南学院高等学校 神奈川県 私立 61 58 5 3 16 4 3 9

19 神奈川県立相模原総合高等学校 神奈川県 公立 221 43 1 1 2 0 0 2

20 関東学院六浦高等学校 神奈川県 私立 62 52 4 4 7 0 6 1

21 三浦学苑高等学校 神奈川県 私立 158 53 5 4 7 2 3 2

22 向上高等学校 神奈川県 私立 168 59 6 3 30 6 14 10

23 市立金沢高等学校 神奈川県 公立 36 63 1 1 25 6 11 8

24 神奈川県立麻溝台高等学校 神奈川県 公立 162 58 8 7 7 1 2 4

25 神奈川県立鶴見高等学校 神奈川県 公立 296 58 9 7 22 6 13 3

26 神奈川県立横浜平沼高等学校 神奈川県 公立 38 66 1 0 36 17 10 9

27 神奈川県立西湘高等学校 神奈川県 公立 31 56 1 1 31 6 8 17

28 神奈川県立泰野高等学校 神奈川県 公立 37 61 2 0 33 7 10 16

29 神奈川県立港北高等学校 神奈川県 公立 38 59 1 0 5 3 1 1

30 神奈川県立二宮高等学校 神奈川県 公立 258 43 9 9 0 0 0 0

31 神奈川県立鎌倉高等学校 神奈川県 公立 78 66 2 0 18 3 15 0

32 神奈川県立横浜南陵高等学校 神奈川県 公立 14 48 2 2 4 0 3 1

33 神奈川県立厚木高等学校 神奈川県 公立 76 69 2 1 46 11 22 13

34 横浜市立南高等学校 神奈川県 公立 34 61 6 9 4 6 9 4

35 神奈川県立大和高等学校 神奈川県 公立 94 66 1 1 40 11 17 12

36 神奈川県立金井高等学校 神奈川県 公立 107 53 8 5 5 0 0 5

37 神奈川県立伊志田高等学校 神奈川県 公立 76 55 3 2 13 6 4 3

38 藤沢翔陵高等学校 神奈川県 私立 30 53 3 2 2 1 0 1

39 相洋高等学校 神奈川県 私立 146 59 7 6 10 7 0 3

40 神奈川県立大和南高等学校 神奈川県 公立 94 44 0 0 4 1 0 3

41 神奈川県立厚木東高等学校 神奈川県 公立 113 53 5 4 3 1 1 1

資料⑤
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42 市立横須賀総合高等学校 神奈川県 公立 74 53 2 1 7 4 3 0

43 横浜清風高等学校 神奈川県 私立 394 50 10 8 24 7 10 7

44 横浜隼人高等学校 神奈川県 私立 68 61 5 4 39 12 22 5

45 湘南工科大学附属高等学校 神奈川県 私立 90 59 4 2 29 3 16 10

小計 神奈川県 190 138 640 187 266 202

46 静岡県立掛川東高等学校 静岡県 公立 36 51 2 1 0 0 0 0

47 沼津市立沼津高等学校 静岡県 公立 36 50 2 1 0 0 0 0

48 磐田北高等学校 静岡県 公立 40 50 2 2 0 0 0 0

49 静岡県立稲取高等学校 静岡県 公立 68 42 1 1 0 0 0 0

50 静岡英和女学院高等学校 静岡県 私立 27 42 2 1 1 1 0 0

51 静岡女子高高等学校 静岡県 私立 20 40 0 0 0 0 0 0

52 静岡県常葉大学附属菊川高等学校静岡県 私立 30 57 0 0 5 0 4 1

53 藤枝順心高等学校 静岡県 私立 29 42 1 0 0 0 0 0

54 城南静岡高等学校 静岡県 私立 15 44 0 0 2 0 2 0

55 静岡県立三島北高等学校 静岡県 公立 284 63 1 1 8 2 0 6

56 飛龍高等学校 静岡県 私立 45 44 1 1 0 0 0 0

57 静岡県立裾野高等学校 静岡県 公立 178 42 1 1 0 0 0 0

58 日本大学三島高等学校 静岡県 私立 64 61 1 1 13 10 0 3

59 静岡県立下田高等学校 静岡県 公立 217 60 0 0 3 0 1 2

60 島田樟誠高等学校 静岡県 私立 64 47 0 0 0 0 0 0

61 富士学苑高等学校 静岡県 私立 30 60 0 0 0 0 0 0

62 加藤学園暁秀高等学校 静岡県 私立 64 62 2 1 15 3 2 10

小計 静岡県 16 11 47 16 9 22

63 立正大学附属立正高等学校 東京都 私立 51 59 1 1 22 8 4 10

小計 東京都 1 1 22 8 4 10

64 長野県飯田高等学校 長野県 公立 143 65 7 3 1 1 0 0

65 長野県飯田風越高等学校 長野県 公立 37 55 2 2 0 0 0 0

66 長野県諏訪二葉高等学校 長野県 公立 75 57 0 0 1 0 0 1

67 長野市立長野高等学校 長野県 公立 59 51 1 0 2 2 0 0

小計 長野県 10 5 4 3 0 1

68 山梨県立吉田高等学校 山梨県 公立 90 66 4 3 9 8 0 1

小計 山梨県 4 3 9 8 0 1

221 158 722 222 279 236 0合計
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神奈川県 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2040年

① 18歳人口推計(人） 78,380 77,695 75,963 75,600 77,740 78,297 77,621 76,583 76,796 76,000 75,477 74,320 72,996 73,475 61,879

② 大学進学率推計（％） 54.7 54.8 54.9 54.9 55.0 55.1 55.2 55.3 55.3 55.4 55.5 55.6 55.7 55.8 56.3

③ 大学進学者推計（人） 42,874 42,577 41,704 41,504 42,757 43,142 42,847 42,350 42,468 42,104 41,890 41,322 40,659 40,999 34,848

④ 神奈川県内高校卒業生の薬
学部進学する者の推計（人）

857 830 813 809 834 841 836 826 828 821 817 806 793 799 680

⑤ 本学薬学部入学定員130人に
対する④の倍率

6.6 6.4 6.3 6.2 6.4 6.5 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.1 6.1 5.2

⑥ 神奈川県内高校卒業生の神
奈川県内大学への入学者数推計
(人)

15,820 15,711 15,389 15,315 15,777 15,919 15,810 15,627 15,671 15,536 15,457 15,248 15,003 15,129 12,859

⑦ 県内高校卒業生が県内の薬
学部に進学する者の推計(人)

316 306 300 299 308 310 308 305 306 303 301 297 293 295 251

⑧ 本学薬学部入学定員130人に
対する⑦の倍率

2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 1.9

～

注釈）

①の考え方は、2021年は2017年度中学校及び中等教育学校前期課程の3年生並びに義務教育学校の9学年の数（神奈川県学校基本調査）
2022年は2017年度中学校及び中等教育学校前期課程の2年生並びに義務教育学校の8学年の数（神奈川県学校基本調査）
2023年は2017年度中学校及び中等教育学校前期課程の1年生並びに義務教育学校の7学年の数（神奈川県学校基本調査）
2024年は2017年度小学校及び義務教育学校の6年生の数（神奈川県学校基本調査）
2025年は2017年度小学校及び義務教育学校の5年生の数（神奈川県学校基本調査）
2026年は2017年度小学校及び義務教育学校の4年生の数（神奈川県学校基本調査）
2027年は2017年度小学校及び義務教育学校の3年生の数（神奈川県学校基本調査）
2028年は2017年度小学校及び義務教育学校の2年生の数（神奈川県学校基本調査）
2029年は2017年度小学校及び義務教育学校の1年生の数（神奈川県学校基本調査）
2030年は2011年度に生まれた者の数（厚生労働省　人口動態統計）
2031年は2012年度に生まれた者の数（厚生労働省　人口動態統計）
2032年は2013年度に生まれた者の数（厚生労働省　人口動態統計）
2033年は2014年度に生まれた者の数（厚生労働省　人口動態統計）
2034年は2015年度に生まれた者の数（厚生労働省　人口動態統計）

②大学への進学者数の将来推計について（文部科学省資料）　資料内都道府県別男女別大学進学率（実績・推計値）神奈川県の進学率を抜粋

③上記②の進学率に①の１８歳人口に乗じて各年度の大学進学者数を推計した。

④学生確保の見通しを等を記載した書類Ｐ4②神奈川県内高校生の入学志願者動向にある、令和元年度学校学校基本調査による薬学部進学者数（全国）から予測する県内高校卒業生が薬学
部に入学している割合が2％であるため、③の値に2％を乗じて薬学部進学者を推計した。但し、2022年度からは、各年度の値に、過去３年間の薬学部進学率の平均伸び率（-2.5％）を乗じてい
る。

参考資料：私立大学・短期大学等入学志願動向（平成30年度・平成31年度　日本私立学校振興・共済事業団）
薬学部入学者数（全国）：平成29年度11,482人、平成30年度10,949人、令和元年度10,613人（3年間で869人減、-7.5％）

⑥上記③の値に、2019年度の神奈川県内の高校を卒業して県内の大学に進学した割合（36.9％）を各年度乗じた値である。

⑦上記④の値に、⑥と同様の割合（36.9％）を乗じた値である。
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募集年度 学科 入学定員 志願者 受験者 合格者 入学者数 志願倍率 実質倍率

看護学科 80 516 493 116 82 6.45 4.25

リハビリテーション学科
理学療法学専攻

40 323 304 47 43 8.08 6.47

リハビリテーション学科
作業療法学専攻

40 120 115 61 43 3.00 1.89

計 160 959 912 224 168 5.99 4.07

学科 入学定員 志願者 受験者 合格者 入学者数 志願倍率 実質倍率

看護学科 80 428 415 221 102 5.35 1.88

リハビリテーション学科
理学療法学専攻

40 304 298 58 46 7.60 5.14

リハビリテーション学科
作業療法学専攻

40 97 96 75 42 2.43 1.28

計 160 829 809 354 190 5.18 2.29

学科 入学定員 志願者 受験者 合格者 入学者数 志願倍率 実質倍率

看護学科 80 536 492 131 85 6.70 3.76

リハビリテーション学科
理学療法学専攻

40 266 256 50 43 6.65 5.12

リハビリテーション学科
作業療法学専攻

40 147 140 51 43 3.68 2.75

計 160 949 888 232 171 5.93 3.83

学科 入学定員 志願者 受験者 合格者 入学者数 志願倍率 実質倍率

看護学科 80 516 492 133 84 6.45 3.70

リハビリテーション学科
理学療法学専攻

40 269 261 56 45 6.73 4.66

リハビリテーション学科
作業療法学専攻

40 98 95 68 41 2.45 1.40

計 160 883 848 257 170 5.52 3.30

学科 入学定員 志願者 受験者 合格者 入学者数 志願倍率 実質倍率

看護学科 80 482 490 141 82 6.03 3.48

リハビリテーション学科
理学療法学専攻

40 276 264 64 40 6.90 4.13

リハビリテーション学科
作業療法学専攻

40 107 96 71 41 2.68 1.35

計 160 865 850 276 163 5.41 3.08

学科 入学定員 志願者 受験者 合格者 入学者数 志願倍率 実質倍率

看護学科 80 496 476 148 87 6.20 3.41

リハビリテーション学科
理学療法学専攻

40 288 277 55 43 7.19 5.10

リハビリテーション学科
作業療法学専攻

40 114 108 65 42 2.85 1.73

計 160 897 861 269 172 5.61 3.31

過去5年
平均

2016

2017

2018

2019

2020
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1. 書類等の題名 

意見６に対応する資料⑧(新旧対照表) 
意見８に対応する資料⑨(新旧対照表) 
意見１２に対応する資料⑪、⑫(新旧対照表) 
該当科目のシラバス 
 

2.  出典 

 
 

3.  引用範囲 

 
 

4.  その他の説明 

シラバスの新旧対照表 
10 月の修正に伴う変更を反映していないことからシラバスの新旧対照表詳細を除外
している 

 



配当年次 学期 月

5
年
次

卒業論文提出

８月

修士論文報告会発表
９月

第II期病
院実務実

習

第II期薬
局実務実

習

第III期薬
局実務実

習

第III期病
院実務実

習

第IV期病
院実務実

習

6
年
次

前
期

４月

卒業研究Ⅱ　追加実験の実施

５月

卒業研究Ⅱ　卒業論文作成６月

７月

後
期

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

研究計画書に基づく
研究の遂行

７月

８月

９月

後
期

１０月

１１月

１２月

１月

前
期

４月

５月

６月

２月

３月

後
期

１０月

研究計画の立案
１１月

１２月

１月

２月

第I期薬局
実務実習

３月

実務実習事前学習Ⅲ

研究テーマの決定

3
年
次

薬学総合プレ研究　　クール4

７月

２月

３月

4
年
次

前
期

４月

８月

７月 薬学総合プレ研究　　クール１

８月

９月

卒業研究　研究室の希望

９月 卒業研究　研究室の決定

薬学総合プレ研究　　クール2

１２月 薬学総合プレ研究　　クール3

５月

６月

実務実習事前学習Ⅱ

実務実習事前学習Ⅰ

前
期

４月

５月

６月

１月

後
期

１０月

１１月

薬学総合プレ研究・卒業研究Ⅰ・卒業研究Ⅱ　指導スケジュール

科目名 学生 研究室

天然薬物学実習

微生物学実習

薬理学実習

衛生化学実習

研究計画の指導

卒業研究Ⅰ

研究の指導・助言

卒業論文報告の指導

研究中間報告の指導

卒業研究Ⅱ 卒業論文作成の指導

研究テーマの助言・承認

研究分野の希望

研究分野の決定

薬学総合プレ研究 ガイダンスの実施

薬学総合プレ研究の指導・助言

卒業研究 ガイダンスの実施

卒業研究Ⅱ 研究の指導・助言

薬

学

総

合

プ

レ

研

究

卒

業

研

究

Ⅰ

卒

業

研

究

Ⅱ

薬学総合プレ研究の指導・助言

薬学総合プレ研究の指導・助言

薬学総合プレ研究の指導・助言

「卒業研究論文」と「卒業論文報

告会での発表」と「ルーブリック評

価」を評価し、単位認定する。

「中間報告の要旨」と「中間報告会

での発表」と「ルーブリック評価」を

評価し、単位認定する。

「口述試験」と「研究室ゼミの発表」

を評価し、単位認定する。

卒業研究Ⅰ要旨作成

研究中間報告会

資料⑩
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湘南医療大学における教員の任期に関する規程（改正案） 

（目的）

第１条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律第 5 条第 2 項の既定に基づき、湘南医療

大学における教員の任期に関し、必要な事項について定めるものとする。

（任期等）

第２条 教員の任期は、別表のとおりとする。

２  学長の任期は、湘南医療大学学長任用規程の定めるところによる。

３  副学長の任期は、湘南医療大学副学長に関する規程の定めるところによる。 

４  本規定にかかわらず、任期（再任用時を含む）については、湘南医療大学教育職員定年

規程に定める年齢(６５歳)を超えないものとする。 

(雇用契約) 
第３条 任期付教員の任用は、双方同意の上で、雇用契約を締結して行う。

２  雇用契約は、双方いずれかの申し出により途中解約をすることができる。ただし、解約

の日は、双方協議のうえ決定する。

３  任期制の教員の勤務については、湘南医療大学常勤教育職員勤務規程を適用する。

４  再任用の期間は、退職金の計算及び年次有給休暇の付与等に際し、当初任用の勤続期間

に算入する。

（業務審査）

第４条 この規程により任用された教員の再任用の可否を決定するに際しては、当該教員の任

期中の業務審査を行うものとする。

２  前項の業務審査は、次に掲げる事項について行うものとする。

（１）教育に関する事項

（２）研究に関する事項

（３）本学の運営に関する事項

（４）社会への貢献に関する事項

３ 業務審査方法、評価基準等に関しては別に定める。

（再任用）

第５条 再任用のための業務審査は、再任用を希望する任期付教員の申し出によりこれを行う。

２  学長は、運営管理会議において業務審査の結果、再任用が適当であると認めるときは、

  理事長に上申する。

３ 理事長は、上申を受け、任期付教員の任期満了６ヶ月前までに決定し、通知する。

４ 再任用は最大 4 回とし、１回の任期は２年とする。 
５  前項の任期付教員が任期満了後の任期の定めのない雇用契約を希望する場合には業務審

資料⑬
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査を行う。

（雇用契約の終了）

第６条 理事長は、雇用契約を終了する場合には、任期満了６ヶ月前までに任期付教員に通知し

なければならない。

（改廃）

第７条 この規程の改廃は、学長の意見を聴き、運営管理会議の議を経て、理事長がこれを行う。

（捕則）

第８条 この規程の実施に関し、必要な事項は理事長が定める。

（任期の特例）

第９条 平成 28 年 4 月 1 日までに赴任した教員については、任期は 4 年とする。また、再任用

は最大３回とし、1 回の任期は 2 年とする。 
２ 令和 4年 4月 1日までに赴任した薬学部に所属する教員については、任期は 6年とする。

また、再任用は最大３回とし、1 回の任期は 2 年とする。 

附   則

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。

この規程は、令和３年４月１日から施行する。

別表(第２条関係) 
所属 職位 任期 再任用に関する事項 適用

保健医療学部

看護学科

リハビリテーショ

ン学科

薬学部

医療薬学科

教授

准教授

専任講師

助教

2 年 

再任用可

（原則として４回まで）

任期法第４条第

１項第１号

任期中に、湘南医

療大学教育職員

定年規程に定め

る定年に達する

者は、この表にか

かわらず、同規程

の定めによる。
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湘南医療大学特別任用教員に関する規程

（平成 29 年 2 月 1 日） 

（趣旨）

第 1 条 この規程は、湘南医療大学（以下「本学」という。）における教育職の特別任用に

関し、必要な項目を定める。

（特別任用教員の職名）

第 2 条 本学における特別任用による教育職（以下「特別任用教員」という。）の職名は次

の各号とおりとする。

（1）特任教授

（2）特任准教授

（3）特任講師

2 職名は、特別任用される者の研究教育又は専門分野での業績により定めるものとする。 

（対象者の範囲）

第 3 条 本学が特別任用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
（1）本学又は他の大学を定年退職した者で、本学の教育・研究に特に必要な者。

（2）専門分野での業績が顕著で、本学の教育・研究に特に必要な者。

（3）本学の学部等の新設・改組に実施に特に必要な者。

（4）本学の新しい教育プログラムの遂行に特に必要な者。

（選考の方法）

第 4 条 特別任用教員の選考は、運営管理会議の議を経て理事長が決定する。 

（雇用契約）

第 5 条 特別任用教員の任用は、双方同意の上で、雇用契約を締結し行う。 
2 前条の雇用契約には次に掲げる事項を明記しなければならない。 
（1）雇用契約の期間

（2）委嘱する業務

（3）勤務日数・時間等

（4）給与・諸手当等

（任用の期間）

第 6 条 特別任用教員の任用期間は、原則として 1 年とする。 

資料⑭
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2 本規程第 3 条各号のいずれかによる特別な事情がある場合に限り、前項の任用期間を更

新することができる。

3 前項の規定に関わらず、最初の契約から 5 年、又は満 70 歳を超えた者を任用及び任用

期間を更新することはできない。

（服務・給与等）

第 7 条 特別任用教員の服務等は、個別に締結する雇用契約書のほかは、別に本学園が定

める就業規則（非常勤職員）を適用し、定めのない部分については就業規則を準用する。

2 特別任用教員の給与・諸手当は、学著が雇用契約において個々に定めることとする。た

だし、特別任用教員に対して退職金は支給しない。

（役付教育職への就任）

第 8 条 特別任用教員は、原則として役付教育職には就けないものとする。 
2 前項の規定に関わらず、当該本人を役付教員に就けるやむを得ない得意別な事情があり、

かつ理事長の了承を得た場合に限り、特別任用教員を役付教育職に就けることができる。

（教授会）

第 9 条 特別任用教員は、学長が必要と認めた場合に限り、教授会で意見を述べることが

できる。

（研究室）

第 10 条 特別任用教員に対しては、学長が必要と認めた場合に限り、研究室を与えること

ができるものとする。

（研究費及び研究活動）

第 11 条 特別任用教員に対しては、学長が必要と認めた場合に限り、個人研究費を配分す

るものとする。個人研究費の取扱いは本学個人研究費規程を準用する。

2 研究活動は、本学の定める諸規程及び規則に従い行うものとする。 

（例外的な取り扱い）

第 12 条 特別任用教員に関し、やむを得ない特別な事情により本規程の定めによらず任用

する場合は、運営管理会議の議を経て、理事長が決定する。

（補足）

第 13 条 本規程に定めるもののほか、特別任用教員に関して必要な事項は、運営管理会議

の議を経て、理事長が別に定める。
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（改廃）

第 14 条 この規程の改廃は、運営管理会議の議を経て、理事長が行う。 

附則

この規程は、平成 29 年 2 月 1 日から施行する。 
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オープンラボ名 オープンラボ名

研究スペース
研究スペース

（機器センターを含む）
633.6

多目的スペース ミーティングルーム 63.00

大型機器スペース 教授室 93.15

教員室 52.00

セミナー室 23.00

小計 864.75

研究スペース 研究スペース 275.77

多目的スペース ミーティングルーム 30.00

教授室 42.00

教員室 37.00

セミナー室 17.00

小計 401.77

研究スペース 研究スペース 316.71

多目的スペース ミーティングルーム 30.00

教授室 39.00

教員室 33.00

セミナー室 16.50

小計 435.21

研究スペース 研究スペース 316.71

多目的スペース ミーティングルーム 30.00

教授室 39.00

教員室 33.00

セミナー室 16.50

小計 435.21

研究スペース 研究スペース 292.75

多目的スペース ミーティングルーム 30.00

教授室 28.00

教員室 46.00

セミナー室 7.50

小計 404.25

教授室 270.04 研究スペース 352.08

教員室 120.38 ミーティングルーム 60.00

セミナー室 90.00 教授室 79.68

廊下等 95.04 教員室 60.00

セミナー室 23.7

小計 575.46 小計 575.46

3116.65 3116.65

教員室　合計面積 261.00

合計 合計

⑥

404.25

⑥

その他 ⑦

③

④

435.21

④

オープンラボ①～⑦

オープンラボ面積対照表

旧 新 

オープンラボ内の名称と面積 オープンラボ内の名称と面積

⑤

435.21

⑤

① ②

864.75

① ②

③

401.77
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1. 書類等の題名 

意見１９に対応する資料⑯ 
 

2.  出典 

 
 

3.  引用範囲 

 
 

4.  その他の説明 

詳細図面を用いて構内を説明している資料であり、安全上の観点から必ずしも掲載し
なくて良いとのことで除外する 



オープンラボ オープンラボ

臨床薬理学 臨床薬理学

医薬品情報解析学

地域社会薬学

薬剤疫学・医療経済学

地域社会薬学

医薬品情報解析学 薬剤疫学・医療経済学

薬化学

薬品製造化学 薬品製造化学

オープンラボの研究室割り

旧 新 

分野・研究室 分野・研究室

天然物化学 天然物化学

③

薬理学分野
薬理学

③ 薬理学分野
薬理学

① ②

薬品物理化学

① ②

薬品物理化学

薬品分析学 薬品分析学

薬化学

疾病治療学

④

薬物動態学

臨床医学

医療薬剤学分
野

臨床薬剤学

生化学

環境衛生薬学

⑤

機能形態・病理学 機能形態・病理学

④

微生物・免疫学

感染制御学

医療社会薬学分野

⑤

生化学

⑥
微生物・免疫学

環境衛生薬学 感染制御学

⑥

薬物治療学

⑦

臨床医学

薬物動態学 薬物治療学

医療薬剤学分
野

臨床薬剤学

疾病治療学

医療社会薬学

資料⑰
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オープンラボ①②の利用計画

オープンラボ①②を主に利用する研究室

⚫ 薬品物理化学研究室

⚫ 薬品分析学研究室

⚫ 薬化学研究室

⚫ 薬品製造化学研究室

⚫ 天然物化学研究室

研究分野の特徴 

薬品分析学研究室では疾患関連タンパク質を標的とした小分子リガンドを見出すためにコンピューター

を駆使した研究を行い、薬品物理化学研究室もまた計算化学による研究を行う。薬化学研究室ではドラ

ッグデザイン、創薬候補化合物の合成研究を行い、薬品製造化学研究室では新規κオピオイド受容体作

動薬の合成研究を行う。さらに、天然物化学研究室では天然有機化合物の単離、構造解析と生物活性評価

などの研究を行う。 

教育・研究の概要 

薬品分析学研究室では、疾患関連タンパク質を標的とした小分子リガンドを見出すために、30台のコン

ピューターを利用してヴァーチャルスクリーニングを行う。また、薬品物理化学研究室ではタンパク質

の老化と抗体医薬品やペプチド医薬品の劣化に関与する非酵素反応メカニズムの計算化学的解明、医薬

品分子におけるラセミ化・エピマー化を促進する因子の計算化学的解明を行う。両研究室は共に計算化

学を駆使するので、連携し易い。また、薬化学研究室では核内受容体リガンドの設計と合成やインシリコ

活性予測法の開発、薬品製造化学研究室では新規κオピオイド受容体作動薬の合成と鎮痛効果の研究、

さらに天然物化学研究室では天然有機化合物の単離、構造解析と生物活性評価、天然有機化合物の化学

変換および全合成と構造活性相関研究、植物および微生物由来抽出エキスライブラリーの構築を行う。 

３年次から４年前期の「薬学総合プレ研究」で薬品分析学、薬品物理化学、薬化学、薬品製造化学および

天然物化学研究室への配属を選択した学生は、オープンラボ①②において計算化学や薬品合成などの基

礎を習得する。さらに、４年次後期から５年次の卒業研究Ⅰおよび６年次前期の卒業研究Ⅱにおいて、自

分の興味を踏まえて設定した研究テーマについて、それまでに学び蓄積してきた知識や技術を再確認し

つつ総動員して実験、考察し、研究成果をまとめる。 

オープンラボの利用計画

（１） 研究室間の連携

研究室間の独自研究と並行して、オープンラボの特性を利用して、分析系では疾患関連タンパク質を標

資料⑱
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的とした小分子リガンドを見出すための研究やタンパク質の老化に関する研究を行っており、また合成

系は創薬候補化合物の合成研究や生薬から活性物質の抽出研究、共に新規活性物質を探索するという同

じ目的を持っており、研究室間の連携は容易に行えるため、オープンラボにおいて研究を行うことに支

障はない。 

（２）設備・機器等の使用管理 

主要な設備・機器 

⚫ 遠心機

⚫ 自動クロマトグラフィーシステム

⚫ 分子間相互作用定量QCM装置

⚫ 自動 X線構造解析装置

⚫ 天秤

⚫ エバポレーター

⚫ 真空ポンプ

⚫ ドラフト

⚫ フリーザー

オープンラボ①分析系と②合成系にある程度分割し、大型機器は機器センターに収納する。これらの機

器は施設の使用ルールを遵守して共同利用する。その他、必要に応じて、別に設置している共用培養細胞

室（P2仕様）や動物実験室で研究を行う。 
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オープンラボ③の利用計画

オープンラボ③を主に利用する研究室

⚫ 薬理学研究室

⚫ 臨床薬理学研究室

研究分野の特徴 

薬理学と臨床薬理学研究室では共にオピオイドに関する研究を行い、また薬理作用と薬物動態に関する

研究なので相互に協力しあえる。 

教育・研究の概要 

薬理学研究室では、実験動物を用いて規制薬物（麻薬、覚せい剤）および未規制薬物の依存性並びに毒

性に関する評価研究とストレスに関する研究を展開する。臨床薬理学研究室では、がん疼痛患者におけ

る適切なオピオイド鎮痛薬の投薬設計に係る薬物動態研究並びにがんおよびがん治療に伴う全身性の代

謝変化の評価研究を展開する。これらの研究をさらに深めていくと同時に、オピオイド研究については

共同研究が可能である。 

３年次から４年前期の「薬学総合プレ研究」で薬理学および臨床薬理学研究室への配属を選択した学生

は、オープンラボ③において麻薬や規制薬物、さらに実験動物の取り扱いなどについて習得する。さら

に、４年次後期から５年次の卒業研究Ⅰおよび６年次前期の卒業研究Ⅱにおいて、自分の興味を踏まえ

て設定した研究テーマについて、それまでに学び蓄積してきた知識や技術を再確認しつつ総動員して実

験、考察し、研究成果をまとめる。 

オープンラボの利用計画

（１）研究室間の連携 

研究室間の独自研究と並行して、オープンラボの特性を利用して、両研究室が連携することにより、動物

モデルおよびヒト血液サンプルを利用して、オピオイド鎮痛薬の副作用発現を最小限にする投薬モデル

の開発、鎮痛補助薬の併用による副作用軽減のための投薬設計に繋げる。また、培養細胞を使用した薬物

の有害作用評価法および薬物代謝評価法を確立し、迅速型薬物作用解析システムとして医薬品の副作用

の同定や新薬の開発へ応用を試みるため、オープンラボにおける研究は支障なく実施することができる。 

（２）設備・機器等の使用管理 

主要な設備・機器 

⚫ 高速液体クロマトグラフィー(HPLC）
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⚫ 麻薬金庫（２つ）

⚫ クリーンベンチ

⚫ 免疫組織化学用蛍光顕微鏡

⚫ 研究用フリーザー（-20℃, -80℃）

⚫ 薬用ショウケース（4℃）

⚫ マイクロダイアリーシス

⚫ 薬用天秤

これらの機器は施設の使用ルールを遵守して共同利用する。その他、必要に応じて、共用培養細胞室（P2

仕様）や動物実験室で研究を行う。 
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オープンラボ④の利用計画

オープンラボ④を主に利用する研究室

薬物動態学研究室 

臨床薬剤学研究室 

医薬品情報解析学研究室 

研究分野の特性 

病院薬剤部での活動基盤を研究する分野である。 

教育・研究の概要 

薬物動態学研究室はがん治療における分子標的薬の薬物動態と副作用発現機構の解析と抗

ヒト PD-L1抗体医薬アテゾリズマブの患者血中濃度測定法の確立及び患者血中濃度と臨床

効果の関係解析を展開する。臨床薬剤学研究室ではスペシャル・ポピュレーションにおけ

る医薬品適正使用に関する研究、薬物の臨床効果に影響を及ぼす要因の研究、地域のチー

ム医療における薬剤師の役割に関する研究を展開する。また、医薬品情報解析学研究室で

は、がん服薬指導プログラムの開発、がん薬物療法データベースの構築、わが国の治療レ

ジメン名称の標準化に向けた研究を展開する。これらの研究は病院薬剤部における基盤研

究であり、研究室間の関連性も強く、研究室間の連携や共同研究も行い易い。 

３年次から４年前期の「薬学総合プレ研究」で薬物動態学、臨床薬剤学と医薬品情報解析学

研究室への配属を選択した学生は、オープンラボ④において薬物動態や添付文書について

習得する。さらに、４年次後期から５年次の卒業研究Ⅰおよび６年次前期の卒業研究Ⅱにお

いて、自分の興味を踏まえて設定した研究テーマについて、それまでに学び蓄積してきた知

識や技術を再確認しつつ総動員して実験を行い、考察して、研究成果をまとめる。 

オープンラボ利用計画

（１）研究室間の連携 

研究室単位での独自研究と並行して、オープンラボの特性を利用して、臨床における医薬品

の適正使用について各分野の視点から取り組む共同研究を展開し、臨床との連携を計る。 

各研究室で行う研究発表等の機会は、適宜オープンラボを共有する研究室の教員や学生と

共有することにより、他の領域の研究に対する関心を高め、相互に理解できるように指導す

る。また、同様の目的で、各研究室で必要な書籍や学術誌等もラボ内で適宜共有し、研究室

の垣根を超えて利用可能な環境づくりを考えているため、オープンラボでの研究を行うこ

とに支障はない。 
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（２）設備・機器等の使用管理 

主要な設備・機器 

⚫ 高速液体クロマトグラフィー（(HPLC)

⚫ 研究用フリーザー（-80℃）

⚫ コンピューター

これらの機器は施設の使用ルールを遵守して共同利用する。 
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オープンラボ⑤の利用計画

オープンラボ⑤を主に利用する研究室

⚫ 生化学研究室

⚫ 環境衛生薬学研究室

⚫ 機能形態・病理学研究室

研究分野の特徴 

生化学と環境衛生薬学研究室では細胞を用いた研究が行われ、また環境衛生薬学と機能形態・病理学研

究室では動物を用いた研究が行われる。 

教育・研究の概要 

生化学研究室では、成人 T細胞白血病の分子細胞生物学的解析、赤血球を用いた慢性閉塞性肺疾患

(COPD)の新規診断法の開発や臨床への橋渡しとなるような基礎研究を展開する。また、環境衛生薬学

研究室ではアルコール依存症、ストレスおよび環境化学物質曝露が生体に及ぼす影響を検討する。さら

に、機能形態学・病理学研究室では神経ペプチド PACAPによる神経細胞死抑制機構の解明を脳と脊髄

のモデル動物を用いて展開する。また、抗肥満ペプチドの機能形態学的研究を行う。 

３年次から４年前期の「薬学総合プレ研究」で生化学、環境衛生薬学および機能形態学・病理学研究室へ

の配属を選択した学生は、オープンラボ⑤において細胞培養や動物の取り扱いなどの基礎的な実験方法

を習得する。さらに、４年次後期から５年次の卒業研究Ⅰおよび６年次前期の卒業研究Ⅱにおいて、自分

の興味を踏まえて設定した研究テーマについて、それまでに学び蓄積してきた知識や技術を再確認しつ

つ総動員して実験を遂行し、考察して、研究成果をまとめる。 

オープンラボの利用計画

（１）研究室間の連携 

研究室間の独自研究と並行して、オープンラボの特性を利用して、アルコールや肥満が病気の源になっ

ていることがあるので、これらのモデル動物やその試料を用いて相互に研究を展開することを計画して、

オープンラボ内での連携を強化する。

また、赤血球を用いた慢性閉塞性肺疾患 (COPD) の新規診断法の開発研究などは関連病院との連携を

図り、基礎研究を臨床に応用するための橋渡しとなるような研究とその流れを構築するため、オープン

ラボにおける研究において支障はない。
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（２）設備・機器等の使用管理 

主要な設備・機器 

⚫ 遠心機

⚫ 組織切片作成の装置（ミクロトーム、クリオスタット）

⚫ 光学顕微鏡

⚫ 免疫組織化学用蛍光顕微鏡

⚫ リアルタイム PCR装置

⚫ マイクロダイアリーシス

これらの機器は施設の使用ルールを遵守して共同利用する。その他、必要に応じて、共用培養細胞室（P2

仕様）や動物実験室で研究を行う。 
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オープンラボ⑥利用計画書

オープンラボ⑥を利用する研究室

⚫ 微生物・免疫学研究室

⚫ 感染制御学研究室

研究分野の特性 

微生物・免疫学と感染制御学では、病原体を研究対象としていることから、オープンラボ全

体をバイオセーフティレベル２（BSL2）の研究環境として管理する。 

教育・研究の概要 

微生物・免疫学研究室では、感染防御機構に関する基礎的研究、アレルギー疾患に関する免

疫学的研究、真菌の病原因子検索とその機能解析に関する研究を展開する。感染制御学研究

室では、世界レベルで問題となる薬剤耐性菌に関する研究、細菌の病原性制御機構に関する

研究、ウイルスや細菌に対する感染防御に関する研究を展開する。これらの研究をさらに深

めていくと同時に、関連病院等と連携し、臨床で問題となる様々な感染症に対応できるよう

協力関係を築く。 

3年次から 4年前期の「薬学総合プレ研究」で微生物・免疫学および感染制御学への配属を

選択した学生は、オープンラボ⑥において微生物の取り扱いや無菌操作など基礎的な実験

方法を修得する。さらに 4 年次後期から 5 年次の卒業研究Ⅰおよび 6 年前期の卒業研究Ⅱ

において、自身の興味を踏まえて設定した感染や免疫に関する研究テーマについて、それま

でに学び蓄積してきた知識や技術を再確認しつつ総動員して実験、考察し、研究成果をまと

める。 

オープンラボ利用計画

（１）研究室間の連携 

研究室単位での独自研究と併行して、オープンラボの特性を利用して、特定の病原体もしく

は病態を中心とした感染症研究を「微生物・免疫学」、「感染制御学」だけでなく「臨床系」

研究室など複数の研究室が参画する合同プロジェクト研究の立案を目指す。また、関連病院

のインフェクションコントロールチーム（ICT）に参画し、院内で問題となる感染症に関し

て大学での基礎的解析を実施し、臨床にフィードバックできるための研究フローの構築を

目指す。特に院内感染対策では医療社会薬学分野との連携が重要となる。 

共用ミーティングスペースを利用して、研究室の枠を超えた教員・学生のディスカッション

および交流を図る。また、微生物の取り扱いを必要とする別分野の研究者・学生のオープン

ラボ⑥の利用を広く受け入れ、専門的なアドバイスおよびサポートも適宜提供するため、オ
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ープンラボでの研究や利用について支障はない。 

（２）設備・機器等の使用管理 

主要な設備・機器 

⚫ バイオハザード対策用キャビネット

⚫ 細胞培養用炭酸ガスインキュベーター

⚫ 高圧蒸気滅菌器

オープンラボ全体をバイオセーフティレベル２（BSL2）の研究環境として管理するするため

の管理責任者をおく。また、共通して利用する機器については管理表により利用を管理す

る。 
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オープンラボ⑦の利用計画

オープンラボ⑦を主に利用する研究室

⚫ 臨床医学研究室

⚫ 薬物治療学研究室

⚫ 疾病治療学研究室

⚫ 地域社会薬学研究室

⚫ 薬剤疫学・医療経済学研究室

研究分野の特徴 

臨床医学、薬物治療学、疾病治療学、地域社会薬学と薬剤疫学・医療経済学研究室では何も dry研究

で、臨床研究を行うため、関連性もあり、相互に協力し合える。 

教育・研究の概要 

臨床医学研究室では、適切な薬物療法の選択や病態の違いによる薬の効果の違いを解析研究する。薬物

治療学研究室では、がん医療における薬学的問題点の抽出と臨床研究による解決を展開する。また、疾

病治療学研究室では薬剤包装のユニバーサルデザインの実現と医療分野への適用拡大に向けた研究を展

開する。地域社会薬学研究室では薬剤師の地域での働き方や他職種との連携を調査検討し、地域薬剤師

のあり方に関する研究を展開する。さらに、薬剤疫学・医療経済学研究室ではネットワークメタ解析に

よる効果分析、薬剤経済面からの費用対効果分析、診断群分類(DPC)等公開データベースを使用した薬

剤使用実態調査研究を展開する。これらの研究は臨床および社会薬学的 dry研究であり、研究室間の関

連性もあり、研究室間の連携や共同研究も行い易い。 

３年次から４年前期の「薬学総合プレ研究」で臨床医学、薬物治療学、疾病治療学、地域社会薬学と薬剤

疫学・医療経済学研究室への配属を選択した学生は、オープンラボ⑦において臨床研究のあり方や統計

処理について習得する。さらに、４年次後期から５年次の卒業研究Ⅰおよび６年次前期の卒業研究Ⅱに

おいて、自分の興味を踏まえて設定した研究テーマについて、それまでに学び蓄積してきた知識や技術

を再確認しつつ総動員して実験を行い、考察して、研究成果をまとめる。 

オープンラボの利用計画

（１）研究室間の連携 

各研究室の独自研究と並行して、オープンラボの特性を利用して、各研究室が連携することにより、臨床

における薬物療法について各分野の視点から取り組む共同研究を展開し、連携を図る。各研究室で行う

研究発表は、適宜オープンラボの研究室教員や学生と共有することにより、他の研究室の研究に対する

関心を高め、相互理解できるように指導する。また、同様の目的で、各研究室で必要な書籍や学術誌等も
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オープンラボ内で適宜共有し、研究室の垣根を超えて利用可能な環境づくりを行うため、オープンラボ

における研究や利用においての支障はない。 

（２）設備・機器等の使用管理 

主要な設備・機器 

⚫ コンピューター
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湘南医療大学研究倫理規程

（目的）

第１条 この規程は、湘南医療大学（以下「本学」という。）の学術研究の信憑性と公正性を確保

することを目的とし、研究を遂行する上で求められる研究者の倫理的行動及び姿勢につい

て定めるものとする。

（研究の原則）

第２条 研究者は、高い倫理的規範のもとに、自律的に研究を遂行し、その結果に責任を持ち、 研
究に対して真摯で公正な態度をとるよう努めなければならない。

  ２ 研究者は、個人それぞれをその人格性において尊重し、人間の尊厳と基本的人権を尊重

しなければならない。

  ３ 研究者は、国際的に認められた規範、規約、条約、国内の法令、告示及び本学の諸規程

を遵守しなければならない。

（定義）

第３条 この規程において、用語の意義は次の各号に定めるところによる。

  （１）研究  研究計画の立案、計画の実施、成果の発表・評価にいたるすべての過程にお

  ける行為、決定及びそれに付随するすべての事項をいう。

  （２）研究者 本学の教員、本学で研究活動に従事する学生及び研究生（以下「学生」と

  いう。）並びに本学で研究活動を行う客員研究員等、研究に関わるすべての者

  をいう。

  （３）発表  自己の研究に係る新たな知見、発見、または専門的知見を公表するすべての

  行為を含むものとする。

（研究者の遵守事項）

第４条 研究者は、たえず自己の専門研究能力と知識の水準を高度に維持し、さらにその向上を

目指して自己研鑽に努めなければならない。

  ２ 研究者は、その研究活動において、文化、伝統、価値観及び規範の多様性の理解に努め、

かつ、これを尊重しなければならない。また、同活動において、性別、人種、出自、地位、

思想、宗教などによる差別的扱いをしてはならない。

  ３ 研究者は、共同研究者、研究協力者及び研究支援者等の人格並びにそれぞれの学問的立

場を尊重しなければならない。

  ４ 研究者は、学生が共に研究活動に関わるときは、広く教育的見地に立ち、不当な圧力や

制限を被らないよう十分配慮しなければならない。

  ５ 研究者は、自らの研究活動について、その研究の計画・目的・進捗状況等を説明できる

よう努めなければならない。

  ６ 研究者は、研究成果の公表と社会への還元に努めなければならない。

資料⑲
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  ７ 研究者がヒトを含む生命を研究対象とする場合、その研究は科学的、社会的及び倫理的

に妥当な方法で行わなければならない。

  ８ 研究者は、利害関係者との金品授受等（学位審査時の金品授受を含む）を行ってはなら

ない。

（研究のための情報、データ等の収集）

第５条 研究者は、資料及びデータ等の収集にあたっては、科学的かつ一般的に妥当と考えられ

る方法及び手段により行わなければならない。

  ２ 研究者が研究のために資料及びデータ等を収集する場合は、その目的にかなう必要な範

囲を逸脱してはならない。

（インフォームド・コンセント）

第６条 研究者は、個人の情報及びデータ等の提供を受けて研究を行う場合は、提供者に対しそ

の目的、収集方法等について分かり易く説明し、提供者の明確な同意を得なければならな

い。

（個人情報の保護）

第７条 研究者は、収集した資料及びデータ等で個人を特定できるものは、学校法人湘南ふれあ

い学園個人情報管理規程により、適切に取り扱わなければならない。

（情報、データ等の利用及び管理）

第８条 研究者は、研究のために収集し、または生成した資料、情報及びデータ等の滅失、漏洩

及び改ざん等を防ぐため、適切な措置を講じなければならない。

  ２ 研究者は、収集または生成した資料、情報及びデータ等の記録を適切に保管し、事後の

検証、追試が行えるよう十分な期間、保存しなければならない。

 ただし、個人に関する情報及びデータについては、提供者との合意を得た期間とする。

（研究機器、材料等の安全管理）

第９条 研究者は、研究実験において研究装置、機器及び各種材料等を用いるときは、関係法令

及び規程等を遵守し、その安全管理に努めなければならない。

  ２ 研究者は、研究実験の過程で生じた残さ物、廃棄物及び使用済みの材料等については、

関係法令に基づき適切に処理しなければならない。

（研究成果の発表）

第１０条 研究者は、研究の成果を広く社会に還元するため、これを公表するように努めなけれ

ばならない。

  ２ 研究者は、研究成果の発表に際しては、他の研究のもつ優先性を尊重するとともに、他

者の知的財産権その他の権利を侵害してはならない。

  ３ 研究者は、研究成果の発表における不正行為は、本学及び研究者に対する社会の信頼性
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を喪失する行為であることを十分に認識し、次に掲げる行為は絶対にこれをしてはならな

い。

  （１）捏造  存在しないデータ、研究結果等を作成する行為

  （２）改ざん 研究資料、機器、過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得

  られた結果等を真正でないものに加工する行為

  （３）盗用  他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文、また

  は用語を当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用する行為

  ４ 研究者は、研究を遂行する上で助言や援助を受けた者及び組織に対し、研究発表の際に

適切に謝意を表さなければならない。

（オーサーシップ）

第１１条 研究者は、研究活動に実質的な関与をし、研究内容に責任を有し、研究成果の独創性

に十分な貢献をしたと認められる場合に、オーサーシップが認められる。

  ２ 共同研究の成果発表に際しては、共著者とその順位、連絡責任者を適切に決定し、共同

研究者全員の合意を得なければならない。

（研究費の取扱）

第１２条 研究者は、研究費の源泉が学生納付金、国・地方公共団体等からの補助金及び寄附金

等であることを常に認識し、研究費の適正な使用に努めなければならない。

  ２ 研究者は、交付された研究費を当該研究に必要な経費以外に使用してはならない。

  ３ 研究者は、研究費の使用にあたっては、法令及び関係諸規程の使用規定等を遵守し、そ

の使途に関する書類等の管理を厳重に行い、交付期間終了後においても一定期間保存する

とともに、適切に説明責任を果たせるように努めなければならない。

（他者の業績評価）

第１３条 研究者が他者の研究業績の評価に関わるときは、被評価者に対して予断を持つことな

く、当該評価の評価基準等に従い、自己の見識及び知識に照らして適切に評価しなければ

ならない。

  ２ 研究者は、他者の業績評価に関わる中で知り得た情報を不正に利用してはならない。

（ハラスメントの禁止）

第１４条 研究者は、研究活動を行うにあたり、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラス

 メント、アカデミック・ハラスメント等、いかなるハラスメントも行ってはならない。

（利益相反）

第１５条 研究者は、研究活動を行うにあたり、資金提供の財源、関連組織との関わり及び可能

性のあるすべての利害関係の衝突に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応しなけれ

ばならない。
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（研究倫理委員会）

第１６条 この規程の目的を達成し、かつ適切な運用を図るため、湘南医療大学研究倫理委員会

 （以下「委員会」という。）を設置する。

  ２ 人を対象とする研究倫理の審査は、別に定める「人を対象とする研究倫理審査要項」に

よる。

  ３ 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

（改廃）

第１７条 この規程の改廃は、理事長が行う。

附   則

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。

この規程は、平成２７年１１月１８日から施行する。
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湘南医療大学における公的研究費の不正使用及び

研究活動における不正行為の防止等に関する規則

平成 27 年 11 月 18 日 

（目的）

第１条 この規則は、湘南医療大学（以下「本学」という。）における公的研究費の不正使

用及び研究活動における不正行為の防止について、責任体制を明確化するとともに必要な

事項を定めることにより、公的研究費の不正使用及び研究活動の不正行為の防止を図るこ

とを目的とする。

（定義）

第２条 この規則において、次のとおり用語の定義を定める。

１ 「公的研究費」とは、研究活動を遂行する目的で公的資金を財源として国、地方公共団

体、独立行政法人及び特殊法人等の公的機関から交付等された経費で、本学の責任におい

て管理すべき経費をいう。

２ 「公的研究費の不正使用」とは、公的研究費を本来の用途以外の用途に使用すること、

虚偽の請求により公的研究費を使用すること、その他法令等に違反して公的研究費を使用

することをいう。

３ 「研究活動における不正行為」とは、研究者倫理に背馳し、研究活動及び研究成果の発

表において、その本質ないし本来の趣旨を歪め、科学コミュニティの正常な科学的コミュ

ニケーションを妨げる行為をいう。

４ 「研究者」とは、公的研究費・競争的資金や本学等の予算配分又は措置により行われる

全ての研究活動を行う者をいう。

５ 「構成員」とは、本学に所属する非常勤を含む、研究者、事務職員、その他関連する者

をいう。

６ 「競争的資金等」とは、国・地方公共団体及び独立行政法人等から配分される競争的資

金を中心とした公募型の研究資金をいう。

（組織）

第３条 公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止を図るため、最高管理

責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者及び研究倫理教育責任者を置く。

（最高管理責任者）

第４条 公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止について、最終責任を

負う者として最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。

２ 最高管理責任者は、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者及び研究倫理教育責

資料⑳
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任者が責任を持って公的研究費等の不正使用及び研究活動における不正行為の防止を行う

ため、必要な措置を講じなければならない。

３ 最高管理責任者は、公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止対策を

行うため、湘南医療大学における公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の

防止に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を策定し、周知しなければならない。 

（統括管理責任者）

第５条 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の

防止について、本学を統括する実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き、

最高管理責任者が指名する副学長をもって充てる。 

２ 統括管理責任者は、公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止対策を

行うため、本学を統括する責任者として、第４条第３項で定める基本方針に基づき、湘南

医療大学における研究不正防止計画（以下「研究不正防止計画」という。）を策定、実施し、

コンプライアンス推進責任者及び研究倫理教育責任者に対策の実施を指示するとともに、

当該実施状況を確認し、実施状況を最高管理責任者に報告しなければならない。

（コンプライアンス推進責任者）

第６条 公的研究費の不正使用の防止について、実質的な責任と権限を持つ者としてコンプ

ライアンス推進責任者を置き、学部長をもって充てる。

２ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の各号に定める業務を

行わなければならない。

一 公的研究費の不正使用の防止対策を行い、実施状況を確認するとともに、実施状況を統

括管理責任者に報告すること。

二 公的研究費の不正使用の防止を図るため、競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構

成員にコンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督すること。

三 構成員が公的研究費の不正使用を行っていないか等を学園本部と連携してモニタリン

グし、必要に応じて改善を指導すること。

（研究倫理教育責任者）

第７条 研究活動における不正行為の防止について、実質的な責任と権限を持つ者として研

究倫理教育責任者を置き、学部長をもって充てる。

２ 研究倫理教育責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の各号に定める業務を行わなけ

ればならない。

一 研究者を対象に定期的に研究倫理教育を実施すること。

二 学生の研究者倫理に関する規範意識を徹底していくため、学生に対する研究倫理教育の

実施を推進すること。
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（構成員の責務）

第８条 競争的資金等の研究者、運営・管理に関わる全ての構成員は、最高管理責任者が定

める湘南医療大学における研究倫理規程を遵守しなければならない。

２ 前項の構成員は、研究倫理規定の遵守を約するため、公的研究資金等の使用にあたって

の誓約書（別紙様式）を最高管理責任者に提出するものとする。

（研究不正防止推進委員会）

第９条 第１条による公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止を図る

ため最高管理責任者のもとに研究不正防止推進委員会を置く。

２ 研究不正防止推進委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。

一 基本方針、行動規範に関すること。

二 研究不正防止計画の策定、推進に関すること。

三 公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止に係る実態の把握・検

証に関すること。

四 公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の発生要因に対する改善策を

講ずること。

五 コンプライアンス教育に関すること。

六 研究倫理教育に関すること。

３ 研究不正防止推進委員会は、次の者をもって組織する。

一 統括管理責任者 

二 コンプライアンス推進責任者 

三 研究倫理教育責任者 

四 学科長

五 研究倫理委員会規程第 3 条２号３号４号委員

六 学園本部事務局長 

七 学園本部次長

八 最高管理責任者が指名する者 若干名

４ 研究不正防止推進委員会に委員長を置き、統括管理責任者をもって充てる。

５ 研究不正防止推進委員会に関する事務は、事務部において処理する。

（任期）

第１０条 前条第３項第八号に掲げる委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委

員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（相談窓口）

第１１条 公的研究費にかかる事務処理手続き及び使用に関する相談を受付けるため、事務

部に相談窓口を設置する。
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（告発窓口）

第１２条 公的研究費の不正使用又は研究活動における不正行為等に関する学内外からの

通報窓口は、事務部とする。

（調査委員会）

第１３条 公的研究費の不正使用又は研究活動における不正行為等を調査するための調査

委員会については、湘南医療大学研究倫理委員会規則第 11 条に定める調査部会が

行う。

（内部監査）

第１４条 公的研究費の適正な管理等に関する監査（以下「内部監査」という。）は、学園

本部が実施するものとする。

２ 前項の規定は、監事及び外部機関による監査を妨げるものではない。

（内部監査の実施）

第１５条 内部監査は、 学校法人湘南ふれあい学園内部監査規程を準用して、実施するも

のとする。

２ 前項に定めるもののほか、内部監査の実施に関しては、次の各号に掲げる事項に

留意して実施するものとする。

一 会計書類の形式的要件等の財務情報に対する監査のほか、本学全体の視点から公的

研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止などの体制整備について検証

し、必要に応じて改善を促すこと。

二 研究不正防止推進委員会及び研究倫理委員会調査部会と連携し、研究活動上の不正

発生要因を把握し、それに応じた効果的かつ実効性のある監査を行うこと。

三 監事及び会計監査人との連携を強化した監査を行うこと。

（雑則）

第１６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は最高管理責任者が別に定める。

附 則
１ この規程は、平成２７年１１月１８日から施行する
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湘南医療大学における公的研究費の不正使用及び 

研究活動における不正行為の調査等に関する規則 

平成２７年１１月１８日制定 

平成２９年２月１５日改正 

（目的） 

第１条 この規則は、湘南医療大学（以下「本学」という。）における公的研究費の不正使用及び研

究活動における不正行為が生じた場合の適切な措置等に関し、必要な事項を定めることを

目的とする。 

（定義） 

第２条この規則において、次のとおり用語の定義を定める。 

１「公的研究費の不正使用」とは、公的研究費を本来の用途以外の用途に使用すること、虚偽の

請求により公的研究費を使用すること、その他法令等に違反して公的研究費を使用すること

をいう。 

２「特定不正行為」とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠っ

たことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、

改ざん及び盗用をいう。 

３「研究者」とは、公的研究費・競争的資金や本学等の予算配分又は措置により行われる全ての

研究活動を行う者をいう。 

４「研究」とは、研究計画の立案、計画の実施、成果の発表・評価にいたる過程における行為、

決定及びそれに付随するすべての事項をいう。 

５「発表」とは、自己の研究に係る新たな知見・発見又は専門的知見を公表するすべての行為を

いう。 

６「捏造」とは、存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう。 

７「改ざん」とは、研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得

られた結果等を真正でないものに加工することをいう。 

８「盗用」とは、他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語

を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用することをいう。 
９「公的研究費」とは、研究活動を遂行する目的で公的資金を財源として国、地方公共団体、独

立行政法人及び特殊法人等の公的機関から交付等された経費で、本学の責任において管理すべ

き経費をいう。 

（告発等の受付体制） 

第３条本学における研究活動上の公的研究費の不正使用及び特定不正行為等に関する通報、告発及び

通報等に関する相談（通報等までに至らない段階の相談をいう。以下「告発等」という。）

に対応するため、受付窓口を次のとおり置くものとする。 

一 名称 湘南医療大学事務部長 

二 場所 Ａ棟４階事務室 

三 住所 〒244-0801 横浜市戸塚区上品濃 16-48 

四 連絡先電話：045-821-0111、FAX：045-821-0116 

E-mail：info@sums.ac.jp

２ 告発等の受付や調査・事実確認（以下「調査」という。）の担当者は、自らが関与する

資料㉑
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事案には関与できないものとする。 

３ 学長は、告発等の受付責任者として事務部長、調査責任者として副学長を指定し、必要な組織

を構築して企画・整備・運営するものとする。 

４ 事務担当者は、告発等があった場合、迅速かつ確実に事務部長に報告しなければならない。 

５ 告発等の報告を受けた事務部長は、学長へ速やかに連絡しなければならない。 

第４条 告発等は、前条第１項の受付窓口に対し、書面（別紙様式）、電話、ＦＡＸ、電子メール、

面談などの手段を通じて、直接行われるべきものとする。 

２ 告発等は、原則的に実名（代理人も同様とする）により行われ、次の各号に掲げる事項が示

されているもののみ受け付けるものとする。ただし、内容に不備がある場合は、告発者に対

して再提出を指示することができるものとする。 

一 公的研究費の不正使用又は特定不正行為等を行ったとする研究者名又はグループ名 

二 公的研究費の不正使用又は特定不正行為等の態様等、事案の内容 

三 不正とする科学的合理的理由 

３  前項に関わらず、匿名による告発等があった場合、告発等の内容に応じ、実名の告発等があ

った場合に準じた取扱いをすることができるものとする。 

４ 学長は、本学が調査を行うべき機関に該当しないと判断したときは、調査機関に該当する研

究機関等に当該告発等を回付するものとする。 

５ 学長は、本学に告発等があった場合に加え他にも調査を行う研究・配分機関等が想定される

場合は、該当する機関に当該告発等について通知するものとする。 

６ 学長は、書面による告発等により受付窓口が受け付けたか否かを告発者が知り得ない方法に

よる告発等がなされた場合は、告発者（第３項の場合の告発者を除く。ただし、調査結果が

出る前に告発者の氏名が判明した後は実名による告発者として取り扱う）に対して、受け付

けたことを通知するものとする。 

７ 学長は、告発等までに至らない段階の相談については、その内容に応じ、告発等に準じてそ

の内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場合は、相談者に対して告発等の意思が

あるか否か確認するものとする。 

８ 学長は、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等が行われようとしている、及び公的研究

費の不正使用又は特定不正行為等を求められているという告発等については、その内容を確

認・精査し、相当の理由があると認めたときは、被告発者に警告を行うものとする。 

（告発者・被告発者の取扱い） 

第５条 学長は、告発等を受け付ける場合、個室で面談を行うほか、電話や電子メールなどで行い、

窓口の担当職員以外は見聞できないようにするなど、告発等の内容や第４条第８項におけ

る相談者を含む告発者の秘密を守るため適切な方法を講じなければならない。 

２ 学長は、受付窓口に寄せられた告発等の内容（告発者、被告発者、告発内容及び調査内容）

について、調査結果の公表まで、告発者及び被告発者の意に反して調査関係者以外に漏洩し

ないよう、関係者の秘密保持を徹底するものとする。 

３ 学長は、調査事案が漏洩した場合、告発者及び被告発者の了解を得て、調査中に関わらず調

査事案について公に説明することができるものとする。ただし、告発者又は被告発者の責に

より漏洩した場合は、当該人の了解は不要とするものとする。４ 学長は、被告発者を陥れ

るため、又は被告発者が行う研究活動を妨害するためなど、専ら被告発者に何らかの損害を

与えることや被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思（以

下「悪意」という。）に基づく告発等を防止するため、次の各号に掲げる事項をあらかじめ学

外に周知するものとする。 

一 告発等は、原則、実名によるもののみ受け付けること 

二 告発等には、不正とする科学的合理的理由を示すことが必要であること 

三 告発者には、調査に協力を求める場合があること 
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四 調査の結果、悪意に基づく告発等であったことが判明した場合は、氏名の公表や懲戒処分、

刑事告発があり得ること 

５ 学長は、悪意に基づく告発等であることが判明しない限り、単に告発等したことを理由に告

発者に対し、解雇、降格、減給等その他不利益な取扱いをしてはならない。 

６ 学長は、相当な理由なしに、単に告発等がなされたことのみをもって、被告発者の研究活動

を部分的又は全面的に禁止してはならない。 

７ 学長は、前項の告発等がなされたことのみをもって、解雇、降格、減給その他不利益な取扱

いを行ってはならない。 

（告発等の受付によらないものの取扱い） 

第６条 学長は、告発等の意思を明示しない相談について、告発等の意思表示がなされていない場合

にも、学長の判断でその事案の調査を開始することができる。 

２ 学長は、会計検査院等の外部機関、学会等の科学コミュニティ及び報道等により公的研究費

の不正使用又は特定不正行為等の疑いが指摘された場合は、告発等があった場合に準じて取

扱うものとする。 

３ 公的研究費の不正使用又は特定不正行為等の疑いがインターンネット上に掲載されている

（研究者・グループ、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等の態様等、事案の内容が明

示され、かつ不正とする科学的な合理性のある理由が明示されている場合に限る）ことを本

学が確認した場合、告発等があった場合に準じて取り扱うものとする。 

（調査を行う機関） 

第７条 学長は、本学に所属する者が本学以外の研究機関で行った研究活動に係る告発等があった場

合、必要に応じ研究活動が行われた研究機関と合同で、告発等された事案の調査を行うもの

とする。 

２ 学長は、他の研究機関及び学協会等の科学コミュニティに、調査を委託すること又は調査を

実施する上で協力を求めることができる。 

（予備調査） 

第８条 学長は、告発等を受け付けた場合は、速やかに次の各号に掲げる事項について予備調査を行

うものとする。 

一 告発等された行為が行われた可能性 

二 告発等の際、示された科学的合理的理由の論理性 

三 告発等された研究活動の公表から告発等までの期間が、生データ、実験・観察ノート又は

実験試料・試薬など研究成果の事後の検証を可能とするものについての各研究分野の特性

に応じた合理的な保存期間、又は本学が定める保存期間を超えるか否か 

四 告発等の内容の合理性、調査の可能性 

２ 学長は、研究倫理審査会に予備調査に当たらせることができるものとする。 

３ 学長は、告発等がなされる前に取り下げられた論文等に対する告発等に係る予備調査を行う

場合は、取り下げに至った経緯・事情を含め、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等の問 

題として調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。 

４ 学長は、告発等を受け付けた後、３０日以内に本調査を行うか否か決定し、当該調査の要否

を公的研究費の不正使用又は特定不正行為に限り配分機関等に報告するものとする。 

５ 学長は、本調査を行わないことを決定した場合、その旨を理由とともに告発者に通知するも

のとする。ただし、予備調査に係る資料等は保存し、その事案に係る配分機関等又は告発者の

求めに応じ開示するものとする。 
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（本調査の通知・報告） 

第９条 学長は、本調査を行うことを決定した場合、告発者及び被告発者に対し、本調査を行うこと

を通知し、本調査への協力を求めるものとする。 

２ 告発等された事案の調査に当たっては、告発者が了承したときを除き、調査関係者以外の者

又は被告発者に告発者が特定されないよう周到に配慮するものとする。 

３ 学長は、公的研究費の不正使用又は特定不正行為に限り、当該事案に係る配分機関等に本調

査を行う旨を通知するものとする。 

４ 学長は、本調査の実施の決定後、３０日以内に本調査を開始するものとする。 

（調査部会） 

第１０条 学長は、本調査を必要と判断した場合は、研究倫理委員会の下に外部有識者を過半数含む

調査部会を設置し、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、公的研

究費の不正使用の相当額等について調査するものとする。 

２ 委員は、告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。 

３ 学長は、調査部会を設置したときは、委員の氏名、所属を告発者及び被告発者に示すものと

する。ただし、告発者及び被告発者に異議がある場合は７日以内に異議申立てをすることが

できるものとする。 

４ 学長は、前項の異議申立てがあった場合は、内容を審査し、その内容が妥当であると判断し

たときは、当該異議申立てに係る委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者

に通知するものとする。 

５ 調査部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 学長が指名する学科長 

二 当該研究分野の研究者 若干名（公的研究費の不正使用に関する場合を除く） 

三 学長が指名する者（当該研究分野の研究者であって本学に属さない者）若干名 

四 学園本部次長（公的研究費の不正使用に関する調査の場合とする） 

６ 前項第二号から第三号の委員は、学長が委嘱する。 

７ 調査部会に委員長を置く。委員長は学長が指名する学科長をもって充てる。 

８ 調査部会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

一 調査部会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

二 調査部会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは議長の

決するところによる。 

９ 調査部会の事務は、事務部がこれに当たる。 

（委員以外の者の出席） 

第１１条 調査委員会は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、説明を受け又は意見を聴取するこ

とができる。 

（本調査の調査方法・権限） 

第１２条 本調査は、次のとおり実施するものとする。ただし、被告発者から弁明の聴取を行わなけ

ればならない。 

１ 公的研究費の不正使用の場合は、告発等指摘された当該事項に係る精査を行う。 

２ 特定不正行為等の場合は、次の各号に掲げる事項について調査する。 

一 告発等指摘された当該研究活動に係る論文、実験・観察ノート、データ等の各種資の精査 

二 関係者のヒアリング 

三 再実験の要請 
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３ 告発等された特定不正行為等が行われた可能性を調査するために、調査部会が再実験などに

より再現性を示すことを被告発者に求める場合、又は被告発者自らの意思によりそれを申し

出て調査部会がその必要性を認める場合は、それに要する期間及び機会（機器、経費等を含

む）に関し合理的に必要と判断される範囲内において、調査部会の指導・監督の下これを行

うものとする。 

４ 学長は、第１項、第２項及び第３項に関して、調査部会の調査権限について定め、関係者に

周知するものとする。ただし、告発者及び被告発者などの関係者は、この調査権限に基づく

調査部会の本調査に対し、誠実に協力するものとする。 

５ 学長は、本学以外の機関において調査がなされる場合、調査の実施に際し、調査方針、調査

対象及び方法等について、公的研究費の不正使用又は特定不正行為に限り配分機関等に報告、

協議を行うとともに当該機関に協力を要請するものとする。 

（本調査の対象となる研究活動） 

第１３条 本調査の対象には、告発等に係る研究活動のほか、調査部会の判断により本調査に関連し

た被告発者の他の研究活動を含めることができるものとする。 

（証拠の保全措置） 

第１４条 学長は、本調査に当たって、次の各号に掲げる告発等に係る研究活動に関する事項につい

て措置するものとする。ただし、これらの措置に影響しない範囲内であれば、被告発者の

研究活動を制限しないものとする。 

一 証拠となるような資料等の保全二 研究機関が本学以外の研究機関の場合、当該研究機関

に対し、証拠となるような資料等の保全の要請 

（調査の中間報告） 

第１５条 学長は、告発等に係る研究活動の予算の配分又は措置をした配分機関等の求めに応じ、本

調査の終了前であっても、進捗状況報告及び本調査の中間報告を、公的研究費の不正使用

又は特定不正行為に限り当該配分機関等に提出するものとする。 

（調査における研究活動又は技術上の情報の保護） 

第１６条 学長は、本調査に当たり、調査対象における公表前のデータ論文等の研究活動又は技術上

秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう十分配慮する

ものとする。 

（認定） 

第１７条 調査部会は、本調査の開始後、１５０日以内に調査した内容をまとめ、公的研究費の不正

使用又は特定不正行為等が行われたか否か、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等と

認定された場合は、その内容、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等に関与した者と

その関与の度合い、公的研究費の不正使用の相当額等、特定不正行為等と認定された研究

活動に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究活動における役割を認定するもの

とする。 

２ 調査部会は、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等が行われなかったと認定される場合

であって、調査を通じて告発等が悪意に基づくものであることが判明したときは、併せてそ

の旨の認定を行うものとする。ただし、この認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会

を与えなければならない。 
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３ 第１項又は第２項について認定を終了したときは、調査部会は速やかに研究倫理委員会及び

学長に報告するものとする。 

（公的研究費の不正使用又は特定不正行為等の疑義への説明責任） 

第１８条 被告発者は調査部会の調査において、告発等に係る疑惑を晴らそうとする場合には、次の

各号に掲げる事項について科学的根拠を示して説明しなければならない。 

一 適切に公的研究費を使用したこと 

二 自己の責任において当該研究活動が科学的に適正な方法と手続きに則って行われたこと 

三 論文等が前号に基づいて適切な表現で書かれたこと 

（公的研究費の不正使用又は特定不正行為等か否かの認定） 

第１９条 調査部会は、次の各号に掲げる事項について総合的（故意性を含む）に判断して、公的研

究費の不正使用又は特定不正行為等か否かの認定を行うものとする。ただし、被告発者の

自認を唯一の証拠として公的研究費の不正使用又は特定不正行為等と認定してはならな

い。 

一 前条第１項により被告発者が行う説明 

二 調査によって得られた物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠 

２ 被告発者が自己の説明によって、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等であるとの疑い

を覆すことができないときは、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等と認定するもの

とする。 

３ 被告発者が生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬の不存在など、本来存在するべき

基本的な要素の不足により、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等であるとの疑いを

覆すに足る証拠を示せないときも同様とするものとする。ただし、被告発者が善良な管理

者の注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によらない理由により、基本的な要

素を十分に示すことができなくなった場合等、正当な理由があると認められた場合はこの

限りではない。 

４ 生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬等の不存在などが、各研究分野の特性に応じ

た合理的な保存期間や被告発者が所属する、又は告発等に係る研究活動を行っていたとき

に所属していた研究機関が定める保存期間を超えることによる場合についても同様とする。 

５ 前項の説明責任の程度及び前項の本来存在するべき基本的要素については、研究分野の特性

に応じて、調査部会が判断するものとする。 

（調査結果の通知及び報告） 

第２０条 学長は、調査結果を速やかに告発者と被告発者及び被告発者以外で公的研究費の不正使用

又は特定不正行為等に関与したと認定された者（以下「被告発者」という。）に通知する

ものとする。 

２ 学長は、公的研究費の不正使用又は特定不正行為に限り、その事案に係る配分機関等に当該

調査の結果を報告し、不正の発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的資金等にお

ける管理・監査体制の状況、再発防止計画を含む最終報告書を提出するものとする。ただ

し、期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関等に行うも

のとする。 

３ 調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合は、速やかに認定し、公的研

究費の不正使用又は特定不正行為に限り配分機関等に報告するものとする。 

４ 学長は、悪意に基づく告発等との認定があった場合は、告発者の所属機関にも通知するもの

とする。 
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（不服申立て） 

第２１条 公的研究費の不正使用又は特定不正行為等と認定された被告発者は、３０日以内に、学長

に不服申立てをすることができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服

申立てを繰り返すことはできないものとする。 

２ 告発等が悪意に基づくものと認定された告発者は、その認定について前項により不服申立て

をすることができる。 

３ 不服申立ての審査は、調査部会が行うものとし、不服申立ての趣旨が、新たに専門性を要す

る判断が必要となる場合は、学長は、委員の交代若しくは追加又は調査部会に代えて他の

者に審査させることができる。ただし、学長が当該不服申し立てについて調査部会の構成

の変更等を必要とする相当の理由がないと認めるときは、この限りではない。 

（再調査の有無） 

第２２条 公的研究費の不正使用又は特定不正行為等があったと認定された場合に係る被告発者に

よる不服申立てについて調査部会は不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、当該事案の再調

査を行うか否かを速やかに決定するものとする。 

２ 調査部会は、当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定した

場合には、ただちに学長に報告し、学長は被告発者に当該決定を通知するものとする。た

だし、当該不服申立てが、当該事案の引き延ばし及び認定に伴う各措置の先送りを主な目

的とすると調査部会が判断するときは、学長は以後の不服申立てを受け付けないことがで

きるものとする。 

３ 不服申立てについて、再調査を決定した場合には、調査部会は被告発者に対し、先の調査結

果を覆すに足る資料の提出等、当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力すること

を求めるものとする。ただし、その協力が得られない場合には、再調査を行わず、審査を

打ち切ることができるものとし、その場合には、直ちに学長に報告し、学長は被告発者に

当該決定を通知するものとする。 

４ 学長は、被告発者から公的研究費の不正使用又は特定不正行為等の認定に係る不服申立てが

あったときは、告発者に通知するとともに、公的研究費の不正使用又は特定不正行為に限

り当該事案に係る配分機関等に報告するものとする。ただし、不服申し立ての却下及び再

調査開始の決定をしたときは、同様とする。 

（再調査） 

第２３条 調査部会は再調査を開始した場合、５０日以内に先の調査結果を覆すか否かを決定し、そ

の結果を直ちに学長に報告するものとする。 

２ 学長は、前項の報告を受けた場合、当該結果を被告発者、被告発者が所属する機関、告発者、

公的研究費の不正使用又は特定不正行為に限り当該事案に係る配分機関等に報告するもの

とする。 

３ 学長は、悪意に基づく告発等と認定された告発者から不服申立てがあった場合、告発者が所

属する機関、被告発者に通知するとともに、公的研究費の不正使用又は特定不正行為に限

り配分機関等に報告するものとする。 

４ 調査部会は、前項の不服申立てについて３０日以内に再調査を行い、その結果を学長に報告

するものとする。 

５ 学長は、前項の審査の結果を告発者、告発者が所属する機関、被告発者及び当該事案に係る

研究活動に対する資金を配分した機関に通知するとともに、公的研究費の不正使用又は特

定不正行為に限り配分機関等に報告するものとする。 
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（調査） 

第２４条 調査が継続中であっても、資金配分機関等から当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地

調査の求めがあった場合は、これに応じなければならない。ただし、調査に支障がある等、

正当な事由がある場合には、これを拒むことができるものとする。 

（結果の公表） 

第２５条 学長は、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等が行われたとの認定があった場合は、

速やかに次の各号に掲げる調査結果を公表するものとする。 

一 公的研究費の不正使用又は特定不正行為等に関与した者の氏名・所属 

二 公的研究費の不正使用又は特定不正行為等の内容 

三 調査機関が公表時までに行った措置の内容 

四 委員の氏名・所属 

五 調査の方法・手順等

２ 学長は、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等が行われなかったとの認定があった場合

は、原則として調査結果を公表しないものとする。ただし、調査事案が外部に漏洩してい

た場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、次の各号に掲げる調査結

果を公表するものとする。 

一 公的研究費の不正使用又は特定不正行為等は行われなかったこと（論文等に故意によるも

のでない誤りがあった場合はそのことも含む） 

二 被告発者の氏名・所属 

三 委員の氏名・所属 

四 調査の方法・手順等 

五 悪意に基づく告発等の認定があったときは、告発者の氏名・所属 

（告発者及び被告発者に対する措置） 

第２６条 学長は、本調査を行うことが決まった後、調査部会の調査結果の報告を受けるまでの間、

若しくは認定から配分機関等による措置等がなされるまでの間、告発等された研究活動に

係る研究費の支出を停止するものとする。 

（公的研究費の不正使用又は特定不正行為等が行われたと認定された場合の緊急措置等） 

第２７条 学長は、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等が行われたとの認定があった場合、公

的研究費の不正使用又は特定不正行為に限り配分機関等の指示に従うものとする。 

２ 学長は、所属する被認定者等に対し、学校法人湘南ふれあい学園教職員就業規則（以下「就

業規則」という。）に基づき適切な処置をとるとともに、特定不正行為等と認定された論文等

の取り下げを勧告するものとする。 

（告発等が悪意と認定された場合の措置） 

第２８条 学長は、告発等が悪意に基づくものと認定された場合、告発者が本学に属する者であると

きは、当該者に対し就業規則に基づき適切な処置を行う。 

（その他） 

第２９条 この規則に定めるもののほか、公的研究費の不正使用及び研究活動の不正行為に関し必要

な事項は別に定める。 
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附則 

１ この規則は、平成２７年１１月１８日から施行する。 

附則 

1 この規則は、平成２９年２月１５日から施行する。 
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湘南医療大学における公的研究費の不正使用及び研究活動における

不正行為の防止に関する基本方針

  最高管理責任者

公的研究費の原資の大部分は貴重な税金であり、大学におけるさまざまな活動は、社会

の信頼と負託によって支えられている。公的研究費の不正使用及び研究活動における不正

行為は社会からの信頼等に反する行為であり、これらの不正使用及び不正行為の防止につ

いては、大学の責任において適正に行わなければならない。

本学は、公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止に向けて、不正を

誘発する要因を排除し、抑止機能を有する環境・体制の構築を図るため、次のとおり基本

方針を定める。

１．不正使用及び不正行為の防止対策に関する責任体系を明確化し、学内外に公表する。

２．事務処理に関する職務権限やルールを明確化するとともに、コンプライアンス教育

を通じて構成員の意識向上を図り、適正な運営・管理の基盤となる環境・体制を整

備する。

３．不正を誘発させる要因に対応した具体的な研究不正防止計画を策定し、実効性のある

対策を確実かつ継続的に実施する。

４．適正に予算執行を行うことができるよう、実効性のあるチェックが効く体制を構築し、

研究費等の適正な運営・管理を行う。

５．公的研究費の使用のルール等が適切に情報共有・共通理解される体制を構築する。

６．公的研究費の不正使用防止のため、起こさない環境づくりを目指し、モニタリング体

制を整備する。

以 上

資料㉒
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湘南医療大学における研究不正防止計画

平成 27 年 11 月 18 日  総括管理責任者

湘南医療大学（以下「本学」という。）では、「研究機関における公的研究費の管理・監

査のガイドライン（実施基準）」（平成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定。平成 26 年 2 月

18 日改正）及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（平成 26
年 8 月 26 日文部科学大臣決定。）を踏まえ、「湘南医療大学における公的研究費の不正使用

及び研究活動における不正行為の防止に関する規則（以下「規則」という。）」第５条第２

項の規定に基づき、次のとおり研究不正防止計画を策定する。

事  項 不正の発生する要因等 不正防止に向けた取り組み

管理運営体制の明確化 公的研究費の運用に関する認識が不足して

おり、その管理運営体制も明確でない。

公的研究費の不正使用等防止に向けた

管理運営体制をホームページで公表す

る。

適正な運営・管理の基盤とな

る環境の整備

公的研究費の適正な使用のための行動規範

及び研究費使用ルール等に関する意識が不

足している。

競争的資金等の運営・管理に関わる全て

の構成員にとってわかりやすいルール

を定め、周知するとともに、定期的にル

ールと運用の乖離がないか、チェックす

る。

不

正

使

用

等

の

防

止

に

向

け

た

具

体

物品等検収確認 発注者(研究者)が納品・検収確認を行うこと

がある場合などでは、研究費のプールなどが

発生する温床となる。

① 本学に納入される全ての物品の検収

は、事務部で行う。

② 物品検収の事務の流れについては、

学内関係者及び納入業者に周知を図る。 

③業者による納品物品の持ち帰りや納

品検収時における納品物品の反復使用

がないか、事後抽出により物品確認を行

う。

④研究者の発注は認めない。

物品管理 換金 換金性の高い物品については適正な管

理を行う。

資料㉓
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的

項

目

出張事実確認 旅行報告が「学会出席」「資料収集」などの

簡便な記載で処理されている。旅費の精算が

旅行終了後、長期間行われていない。諸手続

がルーズとなれば、カラ出張が発生する温床

となる。

① 出張者が出張報告書を作成するにあ

たり、用務内容によって次の事項を義務

付ける。

（ア）研究打合せ等の用務である場合

は、出張報告書に打合せの相手方の所

属・氏名を記述する。

（イ）学会出席等の用務である場合は、

大会要旨や当日配布される資料の一部

を添付する。

② 事務部は、無作為の抽出により出張

旅費の二重払いが無いか等出張の事実

確認を不定期に実施する。

③出張の事実確認は、旅費、宿泊費等す

べてに領収書の提出を義務づける。

謝金事実確認 作業従事者と確認者等の実施確認が確証で

きない。実施確認が確証できないと、カラ謝

金の発生する温床となる。

① 作業従事者は、勤務表（出退勤管理

システム）で勤務時間を把握すると共に

不定期で研究者等に作業内容を聞き取

る。

② 事務部は、不定期に作業内容等につ

いて作業従事者から直接、作業事実の確

認をする。

内部監査の実施 定期的・定例的な監査であれば、監査機能を

十分に果たせない可能性がある。

① 監査部門は、不正防止推進委員会と

密接な連携を図り、不正使用等を発生さ

せる要因を踏まえた監査計画に基づき、

定期及び臨時に内部監査を実施する。

②監査部門は、監査を行った結果を取り

まとめ、学内に周知するとともに、問題

点等を確認した場合は、学長に対して必

要な措置を講じるよう求める。
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研究費にかかる相談等の取

扱い

公的研究費に係る相談窓口が設置されてお

らず、研究者と事務職員の間で意思疎通が円

滑でない等により、誤った解釈のまま執行管

理されるおそれがある。

① 研究費にかかる相談等については、

経費の使用及び応募等も含み全般的な

相談に関しては事務部で行う、

不正使用等に係る通報等の

取扱い

広く学内外から通報（告発）を受け付ける窓

口がなく、通報者及び被告発者を保護するな

どの体制が整備されていないと不正使用の

リスクが増大するおそれがある。

① 不正使用等に係る通報等について

は、規則に基づき適正に取り扱う。

② 通報の方法と併せて、通報者及び調

査協力者を保護するためのルールにつ

いても学内外に周知徹底を図り、その保

護に十分留意する。

不正防止に関する意識の徹

底

公的研究費について、研究者は「自分のも

の」、事務職員は「預り金」という意識が強

く、公的研究費が公的資金であるという意識

が希薄である。

①湘南医療大学における研究倫理規程

に基づき研究者の研究倫理意識の高揚

を図るとともに、事務職員等が公的研究

費の適正な執行が行えるよう、説明会や

研修会等に参加させる。

② 公的研究費の不正使用等の防止を図

るため、コンプライアンス（法令遵守）

の意識を徹底する。

研究活動及び研究成果の発表等において行

われる不正行為が、研究者の存在意義を否定

し、自己破壊に繋がる恐れがあるという研究

倫理の意識が希薄である。

①研究者を対象とした研究倫理教育を

実施し、研究倫理の意識を徹底する。

②必要に応じ学生等に対し研究倫理教

育を実施する。

不正防止計画の見直し 全学的観点から不正防止に向けた対応策が

計画的に実施されていない。また、実施内容

のマンネリ化がある。

上記の項目は、公的研究費の不正使用等

の防止のため当面取り組むべき措置を

掲げたものであることから、今後も継続

して不正を発生させる要因の把握とそ

の検証を進めるとともに、文部科学省等

からの情報提供や他の研究機関におけ

る対応等を参考にしつつ、不断の見直し

を行う。
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公的研究費等に係る適切な運営管理について

平成 27 年 11 月 18 日 
理事長裁定

湘南医療大学における研究不正防止計画を踏まえ、公的研究費（科学研究費補助金などの

競争的資金）等における適正な予算執行を行うため、次の通り裁定する。

第 1 条 本学が管理する公的研究費等の管理については、学校法人湘南ふれあい学園経理

規程に基づく他、この裁定による

第 2 条 予算の執行状況及び発注段階での支出財源・科目等の特定を行い、予算執行の状

況を遅滞なく管理しなければならない。

第 3 条 公的研究費等の発注・検収業務及び非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理は

すべて事務部で行う。なお、研究者による直接発注は認めない。

第４条 特殊な役務（データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作成、機器

の保守・点検など）に関する検収方法は次の方法によることを原則とする。

１．有形の成果物がある場合、成果物及び完了報告書等の履行が確認できる書類に

より、検収を行うとともに、必要に応じ、抽出による事後チェックなどを含め、

これに係る仕様書、作業工程などの詳細をこれらの知識を有する発注者以外の者

がチェックする。

２．成果物がない機器の保守・点検などの場合、 検収担当者が立会い等による現場

確認を行う。

第５条 発注しようとする取引業者については、すべての取引業者に対し、本学構成員と

の不正発生防止のため、「公的資金等を財源とする物品供給等に関する誓約書（別

紙様式）」の提出を求め、未然の不正防止対策を行う。

第６条 研究資金の不正使用が発生した場合、不正使用に関与した業者等について、取引停

止等の措置を講ずるものとする。

第７条 研究代表者等ならびに事務職員は、次の各号で定めるとおり、それぞれの責任と権

限により、競争的資金等の適正な執行の確保及び不正使用の防止に努めなければな

らない。

資料㉔
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（１） 研究代表者は、当該課題における研究開発の責任者として運営及び管理を担い、

当該課題に参画する研究者等を統括するとともに、本学の他の規程等及び当該競争的

資金等の取扱要項・交付条件等を遵守する。  

（２） 研究課題に参画する研究分担者は、当該課題の代表者の運営及び管理の下、誠実

に分担する研究開発を行い、本学の他の規程等及び当該競争的資金等の取扱要

項・交付条件等を遵守する。

（３） 前２号の他、統括管理責任者の統括指揮の下、競争的資金等を運営及び管理等の

業務を担当する事務職員は、本学の他の規程等及び当該競争的資金等の取扱要

項・交付条件等を遵守する。
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湘南医療大学 人を対象とする研究倫理審査要項

平成 27 年 11 月 18 日 
（設置）

第１条 湘南医療大学研究倫理規定第 16 条２に基づきこの要項を制定する。 

（審議事項）

第２条 研究倫理委員会の審査対象のうち、次の各号に掲げる事項については、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」（平成 26 年 12 月 22 日文部科学省、厚生労働

省）による他、この要項による｡

一 人を対象とした研究の実施に係る計画（以下「研究計画」という｡）の審査に関す

る事項

二 人を対象とした研究終了報告の検証に関する事項

三 その他、人を対象とした研究倫理審査に関する事項

（審議機関）

第３条 前条に掲げる事項の審査は倫理審査委員会で行う。

（委員会）

第４条 委員会は、必要に応じ専門的知識を有する者から審査のための意見を聴取すること

ができる｡

（委員の責務）

第５条 委員は、次の各号に掲げる責務を負うこととする｡

一 対象者等の権利と福利が不当に損なわれることなく、研究が実施されるために必要

な審査及び助言を行う｡

二 職務と自己の利益が相反する場合は、あらかじめその旨を委員会に申告しなくては

ならない｡

三 職務に関連して知り得た情報を漏らしてはならない｡その職を退いた後も同様とす

る｡

（審査申請）

第６条 研究計画の審査を希望する研究者は、あらかじめ研究計画を策定し、研究倫理審査

申請書（別紙様式第１号｡以下｢申請書｣という｡）により、学長に申請し承認を得る

こととする｡

２ 前項の申請は、研究を代表する者（以下｢研究代表者｣という。）が行うものとし、大

学院生、学部学生、研究生等（以下｢学生等｣という。）が行う場合にあっては、当該

学生等の研究を指導する教員が行うものとする｡

（審査手続）
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第７条 学長は、申請書を受理したときは、委員会に審査を要請する。ただし、第９第１項

に定める場合においてはこの限りでない｡

２ 委員会は必要に応じ、研究代表者及び研究に関わる者の出席を求め、当該研究につ

いて説明を受けまたは意見を聴取することができる。

３ 前項により出席した研究代表者及び研究に関わる者は、議事に加わることができな

い｡

４ 委員が当該研究に関係する者である場合は、当該研究に関する議事に加わることが

できない｡

（審査の結果）

第８条 委員長は、審査の結果について、報告書（別紙様式第２号）により速やかに学長に

報告するものとする｡

２ 学長は、前項の報告に基づき、審査結果通知書（（別紙様式第３号）以下｢通知書｣

という｡）により研究倫理申請書（以下｢申請書｣という｡）が提出された日の属する

月の翌月末までに、研究代表者に判定結果を通知するものとする｡

３ 学長は、委員会の審査結果に疑義が生じたときは、委員会に再審査を要請すること

ができる。

（審査の特例）

第９条 学長は、当該審査が特に緊急を要し、かつ、審査事例に基づいて審査の結果が明確

に推定できるものについては、委員長と協議の上、委員会の審査を経ずに承認の可否

を決定することができる｡

２ 前項により、委員会の審査を経ずに承認の可否を決定した場合、委員長は決定後速や

かに判定結果を委員会に報告するものとする｡

３ 第１項の手続きを経て承認の可否が決定した場合、学長は速やかに可否を研究代表者

に通知するものとする｡

（研究の開始）

第１０条 研究倫理審査の判定で「承認」とされた場合は通知日から、「条件付承認」とさ

れた場合は、通知された条件や指示に従い、通知日から研究を開始することができる｡

（不服申立ての審査）

第１１条 研究代表者は、審査の結果に異議があるときは、研究倫理審査結果不服申立書（別

紙様式第４号｡以下｢不服申立書｣という｡）により、学長に不服申立てをすることができ

る｡

２ 不服申立ては、通知を受けた日の翌日から起算して３０日以内にしなければならない。 
３ 学長は、第１項の不服申立てを受けた場合は、委員会に審査を要請することができる。 
４ 委員会は、前項の求めがあった場合、当該不服申立てについて審査し、判定を行うも

のとする｡

５ 委員長は、審査の結果について、速やかに学長に報告する｡
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６ 学長は、協議の結果または委員会の報告に基づき、通知書により不服申立書が提出さ

れた日の属する月の翌月末までに、研究代表者に判定結果を通知するものとする｡

（研究計画の継続･変更）

第１２条 研究代表者は、研究計画を継続または変更しようとするときは、申請書を学長に

提出するものとする｡

２ 学長は、委員長と協議の上、委員会に審査を要請することができる｡

３ 委員会は、前項の求めがあった場合、当該研究計画の変更について審査し、判定を行う

ものとする｡

４ 委員長は、審査の結果について、報告書により速やかに学長に報告する｡

５ 学長は、協議の結果または委員会の報告に基づき、申請書が提出された日の属する月の

翌月末までに、研究代表者に判定結果を通知するものとする｡

（研究の検証）

第１３条 学長は、必要に応じ研究代表者から当該研究について研究終了報告書（ 別紙様

式第５号 ）の提出を求めることができる。また、研究終了報告書の内容について疑義

が生じた場合は、委員会に調査を要請することができる。

２ 委員会は学長から要請があった場合、提出された報告書について調査し、結果を速やか

に学長に報告するものとする。

３ 学長は、前項の報告に基づき、当該研究に改善すべき事項があるときは、必要な指導・

勧告を行うものとする。

（事務の処理）

第１４条 委員会の事務は、事務部が処理する｡

附 則
１ この規則は、平成２７年１１月１８日から施行し、施行日以後に行われる研究から適用

する｡
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湘南医療大学 研究倫理委員会規程

（目的）

第１条 この規程は、湘南医療大学研究倫理委員会（以下「委員会」という。）の組織及び

運営に関し必要な事項を定める。

（委員会設置の目的）

第２条 湘南医療大学（以下「本学」という。）の教職員、学生及び本学に関連する学外者

の教育、研究（以下「教育、研究等」という。）を、医の倫理に関するヘルシンキ宣言等の

趣旨、「臨床研究に関する倫理指針」、「疫学研究に関する倫理指針」及び「人を対象とする

医学系研究に関する倫理指針（平成 29 年 2 月 28 日改正）」並びに個人情報保護の法律等に

定められている事項に沿って倫理的配慮の下に実践するために必要な事項を審議すること

を目的に委員会を設置する。

（構成）

第３条 委員会は、学長が指名した委員及び学長が委嘱した委員により構成する。

（１）副学長兼学部長 １名

（２）看護学科教員 １名以上

（３）リハビリテーション学科教員 １名以上

（４）医系教員１名

（５）事務職員 ２名

（６）学外有識者 ３名

ただし、委員の構成は以下の要件を満たすこととする。

ア 医学・医療の専門家等、自然科学の有識者

イ 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者

ウ 研究対象者の観点も含めて一般の立場から意見を述べることのできる者

エ 委員会の設置者の所属機関に所属しない者

オ 男女両性で構成されること

カ 5 名以上であること

２ 前項第１号から第４号の委員は、教授会の議を経て、学長が指名する。

３ 第１項第５号の委員は、学長が指名する。

４ 第１項第６号の委員は、運営管理会議の議を経て、学長が委嘱する。

５ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときはこれを補

充し、その任期は前任者の残任期間とする。

６ 委員会が必要とするときは、委員以外の有識者の出席を求めて意見を聴くことができる。 
７ 委員会の委員長は、学長が指名した副学長兼学部長（研究推進室長）がなる。
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８ 委員長の委員長は、委員会の組織、運営に関する規程、委員名簿並びに開催状況及び審

査概要（委員会が非公開と判断されたものを除く。）を公表する。

（招集）

第４条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

２ 委員長は、規定の手続きを経た申請又は苦情、告発、相談等（以下「申請」という。）

があったときは、速やかに委員会を開催しなければならない。

３ 委員長は、必要に応じて委員会を開催することができる。

４ 委員から委員会開催の請求があるときは、委員長は委員会を開催しなければならない。 
５ 委員会は、委員の３分の２以上で成立する。

６ 委員長に事故があるときは、委員の中から委員長があらかじめ指名する者がその職務を

代行する。

（審査の対象）

第５条 委員会が審査する対象は、次のいずれかに該当する事項とする。

（１） 本学教職員から申請された事項

（２）教育、研究等の対象となる個人及び団体（以下「対象者」という。）から申請され

た事項

（３）学長、学部長、看護及びリハビリテーション学科長又は本学各委員会委員長から

諮問された事項

（４）前３号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めた事項

（委員会の任務）

第６条 委員会は、所定の手続を経て申請された前条に規定する教育、研究等を審査する。 
２ 審査の対象となっている教育、研究等の研究責任者又は分担者となっている委員は、当

該審査に関与することができない。

３ 委員会は、審査を行うに当たって、倫理的及び社会的観点から次の事項に留意するもの

とする。

（１）対象者の人権の擁護

（２）教育、研究等によって生じる対象者の不利益と教育、研究等によって得られる利

益又は貢献の予測

（３）対象者の理解及び同意

（申請手続）

第７条 審査を申請しようとする者は、委員会の委員長に提出しなければならない。

２ 学生の研究に関しては、これを指導する教職員が申請する。
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３ 共同研究に関しては、研究責任者が代表して申請する。

（判定）

第８条 審査の判定は、出席委員全員の合意を原則とする。ただし、議長が必要と認めると

きは、無記名投票により３分の２以上の同意をもって判定することができる。

２ 判定は、次のいずれかによるものとする。

（１） 研究倫理以外の倫理審査の判定

ア 倫理的に問題なし

イ 倫理的に問題あり

ウ 非該当

（２） 研究倫理審査の判定

ア 承認

イ 条件付承認

ウ 変更の勧告

エ 不承認

オ 非該当

３ 審議の経過及び結果は記録として保存し、原則として公表してはならない。ただし、委

員会が必要と認めたときは、申請者の同意を得て公表することができる。

４ 委員長は、委員会の審査結果を学長及び運営管理会議に報告するものとする。

（審査結果の通知）

第９条 委員長は、審議後速やかに、審査結果を申請者に対し書面で通知しなければならな

い。

２ 前項の通知は、前条第２項第１号の審査判定の全て及び第２号のイからオの審査判定の

ときは、その理由を付さなければならない。

（再審査）

第１０条 申請者は、審査結果に対し異議のあるときは、再審査を１回に限り申請すること

ができる。

２ 再審査を申請しようとする者は、その根拠となる資料を添付し、委員長に提出しなけれ

ばならない。

３ 研究の倫理審査について再審査の申請を受けたとき、委員会の委員長は、直ちに再審査

の手続きを行わなければならない。

（調査部会）
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第１１条 委員会は、本学教職員及び学生の教育、研究等に関する研究倫理に反する行為、

不当及び不公正に関する告発、その他苦情及び相談等に関し、調査の必要があるときは、

調査部会を置くことができる。

２ 委員会は、調査部会が提出した調査報告 書 に基づき審査を行う。

（措置）

第１２条 学長は、委員会が倫理的に問題あり、あるいは不法行為と認定した被申請者に対

し、運営管理会議の議を経て、必要な措置を講じる。

（事務）

第１３条 委員会の事務は、事務部が担当する。

（補則）

第１４条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

（規程の改廃）

第１５条 この規程の改廃は、運営管理会議の議を経て学長が行う。

附 則
この規程は、平成２７年４月１日から施行する。

この規程は、平成２７年８月１９日から施行する。

この規程は、平成２８年３月２３日から施行する。

この規程は、平成３０年４月４日から施行する。

この規程は、平成３０年５月９日から施行する。
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湘南医療大学における動物実験等に関する規程（案） 

目 次 

第 1章 総則 (第 1条―第 4条) 

第 2章 動物実験委員会 (第 5条―第 11条 ) 

第 3章 動物実験計画の立案、審査、手続 (第 12条) 

第 4章 施設等 (第 13条―第 18 条) 

第 5章 動物実験の実施 (第 19条) 

第 6章 実験動物の飼養及び保管 (第 20条―第 22条) 

第 7章 安全管理 (第 23条・第 24条) 

第 8章 教育訓練 (第 25条) 

第 9章 自己点検、評価及び検証 (第 26条) 

第 10章  情報公開 (第 27 条) 

第 11章  雑則 (第 28 条・第 29 条 ) 

附 則 

第 1章  総則 

(趣旨) 

第 1条  この規程は、湘南医療大学（以下「本学」という。）における動物実験等を適正に実施す

るため、動物実験委員会（以下「委員会」という）の設置、動物実験計画の承認手続き等の必要な

事項を定めるものとする。本規程は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48年法律第 105号）

（以下「法」という。）、動物の殺処分方法に関する指針（平成 7 年総理府告示第 40 号）、実験動

物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（平成 18年環境省告示第 88号）（以下「飼養保

管基準」という。）、文部科学省が動物実験等の適正な実施について定めた 「研究機関等における

動物実験等の実施に関する基本指針（平成 18 年告示）」（以下「基本指針」という。）を参考に、

本学に所属する教員、学生等が動物実験等を適正に実施することを目的に、必要な事項を定める

ものである。 

(定義) 

第 2条  この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1)動物実験等：実験動物を教育、研究又は生物学的製剤の製造の用、その他の科学上の利用に供

することをいう。

(2)動物実験施設：実験動物の恒常的な飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設及び設備をい

う。

(3)実験室：実験動物に実験操作（48時間以内の一時的保管を含む。）を行う実験室であって、動

物実験施設以外のものをいう。

(4)施設等：動物実験施設及び動物実験室をいう。

(5)実験動物：動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養又は保管している哺乳類、鳥類及び

爬虫類に属する動物（施設等に導入するために輸送中のものを含む。）をいう。
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(6)動物実験計画：動物実験等の実施に関する計画をいう。

(7)動物実験実施者：動物実験等を実施する者をいう。

(8)動物実験責任者：動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に関する業務を統括する者をい
う。 

(9)管理者：湘南医療大学学長（以下「学長」という。）の命を受け、実験動物及び施設等の管理

運営を掌理している者（学部長など）をいう。

(10) 実験動物管理者： 管理者を補佐し、実験動物に関する知識及び経験を有する実験動物の管

理、飼養又は保管を担当する者をいう。

(11) 管理者等：管理者、実験動物管理者及び動物実験実施者をいう。

(動物実験等の原則)

第 3条  動物実験等は、基本指針に即し、動物実験等の原則である次の 3R（Replacement、Reduction、

Refinement）に基づき、適正に実施しなければならない。

（適用範囲） 

第 4条 この規程は、本学又は本学以外の機関に委託して実施される動物実験等を対象とする。 

2 動物実験責任者は、動物実験等の実施を本学以外の機関に委託等する場合、委託先においても、

基本指針にもとづき、動物実験等が実施されることをあらかじめ確認しなければならない。 

第 2章  動物実験委員会 

(委員会の設置) 

第 5 条 学長は、基本指針に定める実施機関の長として、本学における動物実験等の実施、基

本指針に定める措置、その他動物実験等の適正な実施のために委員会を設置する。 

 (委員会の役割) 

第 6条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議または調査する。 

(1) 動物実験計画が基本指針および本規程に適合していることの審査。

(2) 動物実験計画の実施状況及び結果。

(3) 施設等及び実験動物の飼養保管状況。

(4) 動物実験等及び実験動物の適正な取扱い並びに教育訓練等に関すること。

(5) 自己点検及び評価並びに検証に関すること。

(6) その他、本規程等に則った適正な動物実験実施のために必要な事項。

（委員会の構成） 

第 7条 委員会は、次の各号に掲げる者（以下「委員」という。）により 4名以上で組織する。 

(1) 動物実験に関して優れた見識を有する本学教員 1名以上

(2) 動物実験を実施する本学教員 1名以上

(3) 学識経験を有する者 1名以上

(4) 事務担当者 1名

（委員長等） 

第 8条 委員会に委員長を置き、学長が委嘱する。 

2 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。 

（委員の指名及び任期） 

第 9条 管理者は動物実験を実施する本学教員より委員を指名する。 

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 

（委員会の議事） 
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第 10条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。 

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。 

3 委員は自らが動物実験責任者及び動物実験実施者として参加する動物実験計画に係る審査に

加わることができない。 

（秘密の保持） 

第 11条 委員は、職務上動物実験計画に関して知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退

いた後も同様とする。ただし、法令上別の定めがある場合は、この限りでない。 

第 3章  動物実験計画の立案、審査、手続 

第 12条 動物実験責任者は、動物実験等を実施しようとするときは、次の各号に掲げる事項を踏

まえ、3年を超えない年度ごとに動物実験計画書を作成し、管理者に提出しなければならない。 

(1) 研究の目的、意義及び必要性。

(2) 実験動物を用いた方法に代わり得る方法を考慮して、実験動物を適切に利用すること。

(3) 実験動物の使用数削減のため、動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験等の

成績の精度と再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考

慮すること。

(4) 実験動物の苦痛の軽減を考慮して、動物実験等を適切に行うこと。

(5) 苦痛度の高い動物実験等である致死的な毒性試験、感染実験及び放射線照射実験等を行う場

合は、人道的エンドポイント（実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミ

ング）の設定を検討すること。

2 管理者は、第 1項にもとづく動物実験計画書の提出を受けたときは、委員会に調査させ、そ

の助言により、承認又は不承認を決定し、これを動物実験責任者に通知する。

3 動物実験計画は第 2項にもとづく承認を得なければ実施することができない。

4 動物実験責任者は、動物実験計画を変更するときは、管理者の承認を得なければならない。

第 4章  施設等 

(動物実験施設の要件) 

第 13条 動物実験施設は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。 

(1) 適切な温度、湿度、換気及び照度等を保つことができる構造であること。

(2) 実験動物の動物種及び飼養保管数等に応じた飼育設備を有すること。

(3) 床や内壁等は清掃、消毒等が可能な構造で、器材の洗浄及び消毒等を行う衛生設備を有する

こと。

(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。

(5) 臭気、騒音及び廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

(6) 実験動物管理者が置かれていること。

(動物実験施設の変更) 

第 14条 動物実験施設を変更しようとする場合は、委員会の議を経て、学長の承認を得なけれ

ばならない。 

(動物実験室の設置) 

第 15条 研究室を動物実験室として使用する場合、動物実験責任者は所定の「実験室設置承認申

請書」により委員会の議を経て、学長の承認を得なければない。 

2 実験動物管理者は、申請された動物実験室で遺伝子組換え動物を用いた動物実験等が行われる

場合、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成 15 年法
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律第 97号）（以下「カルタヘナ法」という。）にもとづき動物実験の安全管理及びその確保に配慮

しなければならない。 

(動物実験室の要件) 

第 16条 動物実験室は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。 

(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境

が維持されていること。

(2) 排泄物、血液等による汚染に対して清掃及び消毒が容易な構造であること。

(3) 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音及び廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置

がとられていること。

(施設等の維持管理及び改善) 

第 17条 実験動物管理者は、実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維

持管理及び改善に努めなければならない。 

(施設等の廃止) 

第 18条 管理者は、施設等を廃止するときは、学長に報告しなければならない。 

2 管理者は施設を廃止するときは、必要に応じ、動物実験責任者と協力し、飼養保管中の実験動

物を他の動物実験施設に移すよう努めなければならない。 

第 5章  動物実験の実施 

（実験操作と結果報告） 

第 19条 動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たって、法、飼養保管基準及び基本指針に従

うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。

(2) 動物実験計画の内容及び次に掲げる事項を遵守すること。

（a）適切な麻酔薬及び鎮痛薬等の利用。

（b）実験の終了の時期（人道的エンドポイントを含む。）への配慮。

（c）適切な術後管理。

（d）適切な安楽死の選択。

(3) 安全管理に注意を払うべき動物実験等（物理的、化学的または生物学的に危険な材料、病原

体及び遺伝子組換え動物等を用いる実験）については、「カルタヘナ法」に従うこと。

(4) 物理的、化学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験等については、安全のための適

切な施設や設備を確保すること。

(5) 動物実験等の実施のために必要な実験手技等の習得に努めること。

(6) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては、経験を有する者の指導の下で行うこと。

2 動物実験実施者は第 24条に定める教育訓練を受けなければ、動物実験等を実施することがで

きない。

3 動物実験責任者は、動物実験計画を実施した後、年度ごとに所定の様式により使用動物数を含

めた計画からの変更の有無について、管理者に報告しなければならない。

4 管理者は、動物実験計画の実施の結果について、委員会に報告し、必要に応じて助言を受

け、適正な動物実験等の実施のための改善措置を講ずること。

第 6章  実験動物の飼養及び保管 

(実験動物の健康及び安全の保持) 

第 20条 実験動物管理者及び動物実験実施者は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安

全の保持に努めなければならない。 
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(記録の保存及び報告) 

第 21条 管理者等は、実験動物の入手先、飼育履歴及び病歴等に関する記録台帳を整備し、これ

を 5年間保存しなければならない。 

2 実験動物管理者は、年度ごとに飼養保管した実験動物の種類と数等について、学長に報告しな

ければならない。 

(実験動物譲渡等の際の情報提供) 

第 22条 管理者等は、実験動物を譲渡するときは、譲受者に、当該実験動物の特性、飼養保管の

方法及び感染性疾病等に関する情報を提供しなければならない。 

2 遺伝子組換え動物等の譲渡・提供・委託を行う際には、譲受者に、関係法令等に定められた情

報を提供しなければならない。 

第 7章  安全管理 

(危害防止) 

第 23条 管理者は、実験動物管理者及び動物実験実施者について、実験動物由来の感染症及び実

験動物による咬傷等を予防する措置を講じるとともに、これらの事故発生時に必要となる措置を

講じるための体制を整備しなければならない。 

(緊急時の対応) 

第 24条 管理者は、地震及び火災等の緊急時にとるべき措置の計画をあらかじめ作成し、関係者

に対して周知を図らなければならない。 

第 8章  教育訓練 

第 25条 管理者は、次の各号に掲げる事項について実験動物管理者及び動物実験実施者に対して

教育訓練を実施しなければならない。 

(1) 関連法令、指針等、本学の定める 規程 等。

(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項。

(3) 実験動物の飼養保管に関する基本的事項。

(4) 動物実験等の安全確保及び安全管理に関する事項。

(5) 人畜共通感染症に関する事項

(6) 動物福祉等に関する事項

(7) その他、適切な 動物実験等の実施に必要な事項。

2 管理者は、第 1項にもとづく教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名を記録し、こ

れを 5年間保存しなければならない。

第 9章  自己点検・評価 

第 26 条 管理者は委員会にこの規程に定める事項について、定期的に基本指針及びこの規程へ

の適合性について、点検及び評価を実施させなければならない。 

2 委員会は、実験動物管理者及び動物実験実施者に前項の調査に必要な資料を提出させ、動物実

験等の実施状況等や飼養保管状況に関する自己点検・評価を行い、その結果を学長に報告しな

ければならない。 

3 管理者は自己点検・評価の結果について、可能な限り外部の機関等による検証の実施に努め

なければならない。 

第 10章  情報公開 
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第 27 条 管理者は、本学における動物実験等に関する情報（動物実験等に関する規則及び自己

点検・評価報告書等）及び飼養保管基準等の遵守状況を毎年１回程度、ホームページ等で公表す

ること。 

第 11章  雑則 

第 28条 この規程の改廃は委員会で審議し、運営管理会議を経て、学長の承認を得なければなら

ない。 

第 29条 この規程に定めるもののほか、動物実験等又は実験動物に関し必要な事項は、学長が

別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

この規程は、令和 3年 4月 1日から施行する。 
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薬学教育モデル・コアカリキュラム中の実務実習に係るSBOとの対応関係

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

F　薬学臨床

GIO 患者・生活者本位の視点に立ち、薬剤師として病院や薬局などの臨床現場で活躍するために、薬物療法の実践と、
チーム医療・地域保健医療への参画に必要な基本的事項を修得する。

前）：病院・薬局での実務実習履修前に修得すべき事項

（１）薬学臨床の基礎

GIO 医療の担い手として求められる活動を適切な態度で実践するために、薬剤師の活躍する臨床現場で必要な心構えと
薬学的管理の基本的な流れを把握する。

【①早期臨床体験】 ※原則として 2年次修了までに学習する事項

１）患者・生活者の視点に立って、様々な薬剤師の業務を見聞し、その体験から薬剤師業務の
重要性について討議する。（知識・態度）

早期臨床体験実習
医療薬学チュートリア
ル演習Ⅰ

２）地域の保健・福祉を見聞した具体的体験に基づきその重要性や課題を討議する。（知識・
態度）

早期臨床体験実習
医療薬学チュートリア
ル演習Ⅰ

３）一次救命処置（心肺蘇生、外傷対応等）を説明し、シミュレータを用いて実施できる。
（知識・技能）

早期臨床体験実習

【②臨床における心構え】〔Ａ（１）、（２）参照〕

１）前）医療の担い手が守るべき倫理規範や法令について討議する。（態度） 早期臨床体験実習
実務実習事前学習Ⅰ、
医療薬学チュートリア
ル演習

実務実習事前学習Ⅲ、
コミュニティーファー
マシー

２）前）患者・生活者中心の医療の視点から患者・生活者の個人情報や自己決定権に配慮すべき
個々の対応ができる。（態度）

早期臨床体験実習 実務実習事前学習Ⅰ
実務実習事前学習Ⅲ、
コミュニティーファー
マシー

３）前）患者・生活者の健康の回復と維持、生活の質の向上に薬剤師が積極的に貢献することの
重要性を討議する。（態度）

早期臨床体験実習
実務実習事前学習Ⅰ、
医療薬学チュートリア
ル演習

実務実習事前学習Ⅲ

４）医療の担い手が守るべき倫理規範を遵守し、ふさわしい態度で行動する。（態度） 早期臨床体験実習
薬局実務実習、病院実
務実習

５）患者・生活者の基本的権利、自己決定権について配慮する。（態度） 早期臨床体験実習 薬局実務実習

６）薬学的管理を実施する際に、インフォームド・コンセントを得ることができる。（態度） 早期臨床体験実習
薬局実務実習、病院実
務実習

７）職務上知り得た情報について守秘義務を遵守する。（態度） 早期臨床体験実習
薬局実務実習、病院実
務実習

【③臨床実習の基礎】

１）前）病院・薬局における薬剤師業務全体の流れを概説できる。
実務実習事前学習Ⅰ、
調剤学

実務実習事前学習Ⅲ、
コミュニティーファー
マシー

２）前）病院・薬局で薬剤師が実践する薬学的管理の重要性について説明できる。
実務実習事前学習Ⅰ、
調剤学

実務実習事前学習Ⅲ、
コミュニティーファー
マシー

３）前）病院薬剤部門を構成する各セクションの業務を列挙し、その内容と関連を概説できる。 実務実習事前学習Ⅰ

４）前）病院に所属する医療スタッフの職種名を列挙し、その業務内容を相互に関連づけて説明
できる。

実務実習事前学習Ⅰ

５）前）薬剤師の関わる社会保障制度（医療、福祉、介護）の概略を説明できる。
〔Ｂ（３）①参照〕

コミュニティーファー
マシー

６）病院における薬剤部門の位置づけと業務の流れについて他部門と関連付けて説明できる。 病院実務実習

７）代表的な疾患の入院治療における適切な薬学的管理について説明できる。 病院実務実習

８）入院から退院に至るまで入院患者の医療に継続して関わることができる。（態度） 病院実務実習

９）急性期医療（救急医療・集中治療・外傷治療等）や周術期医療における適切な薬学的管理に
ついて説明できる。

薬局実務実習、病院実
務実習

10）周産期医療や小児医療における適切な薬学的管理について説明できる。
医療薬学チュートリア
ル演習Ⅱ

薬局実務実習、病院実
務実習

11）終末期医療や緩和ケアにおける適切な薬学的管理について説明できる。
薬局実務実習、病院実
務実習

12）外来化学療法における適切な薬学的管理について説明できる。
薬局実務実習、病院実
務実習

13）保険評価要件を薬剤師業務と関連付けて概説することができる。
薬局実務実習、病院実
務実習

平成25年度改訂版・薬学教育モデル・コアカリキュラム（ＳＢＯs）
該　当　科　目
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　14）薬局における薬剤師業務の流れを相互に関連付けて説明できる。
薬局実務実習、病院実
務実習

　15）来局者の調剤に対して、処方せんの受付から薬剤の交付に至るまで継続して関わることが
　　　できる。（知識・態度）

薬局実務実習、病院実
務実習

（２）処方せんに基づく調剤

GIO 処方せんに基づいた調剤業務を安全で適正に遂行するために、医薬品の供給と管理を含む基本的調剤業務を修得す
る。

【①法令・規則等の理解と遵守】〔Ｂ（２）、（３）参照〕

　１）前）調剤業務に関わる事項（処方せん、調剤録、疑義照会等）の意義や取り扱いを法的根拠
　　　に基づいて説明できる。

実務実習事前学習Ⅰ、
調剤学

　２）調剤業務に関わる法的文書（処方せん、調剤録等）の適切な記載と保存・管理ができる。
　　　（知識・技能）

調剤学
薬局実務実習、病院実
務実習

　３）法的根拠に基づき、一連の調剤業務を適正に実施する。（技能・態度）
薬局実務実習、病院実
務実習

　４）保険薬局として必要な条件や設備等を具体的に関連付けて説明できる。
薬局実務実習、病院実
務実習

【②処方せんと疑義照会】

　１）前）代表的な疾患に使用される医薬品について効能・効果、用法・用量、警告・禁忌、副作用、
　　　相互作用を列挙できる。

調剤学

実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ、
医療安全管理、コミュ
ニティーファーマシー

　２）前）処方オーダリングシステムおよび電子カルテについて概説できる。 調剤学
実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

　３）前）処方せんの様式と必要記載事項、記載方法について説明できる。 調剤学
実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

　４）前）処方せんの監査の意義、その必要性と注意点について説明できる。 調剤学

実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ、
医療安全管理、コミュ
ニティーファーマシー

　５）前）処方せんを監査し、不適切な処方せんについて、その理由が説明できる。 調剤学

実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ、
コミュニティーファー
マシー

　６）前）処方せん等に基づき疑義照会ができる。（技能・態度） 調剤学

実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ、
コミュニティーファー
マシー

　７）処方せんの記載事項（医薬品名、分量、用法・用量等）が適切であるか確認できる。
　　　（知識・技能）

薬局実務実習、病院実
務実習

　８）注射薬処方せんの記載事項（医薬品名、分量、投与速度、投与ルート等）が適切であるか確認
　　　できる。（知識・技能）

薬局実務実習、病院実
務実習

　９）処方せんの正しい記載方法を例示できる。（技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

　10）薬歴、診療録、患者の状態から処方が妥当であるか判断できる。（知識・技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

　11）薬歴、診療録、患者の状態から判断して適切に疑義照会ができる。（技能・態度）
コミュニティーファー
マシー

薬局実務実習、病院実
務実習

【③処方せんに基づく医薬品の調製】

　１）前）薬袋、薬札（ラベル）に記載すべき事項を適切に記入できる。（技能） 調剤学
実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

　２）前）主な医薬品の成分（一般名）、商標名、剤形、規格等を列挙できる。
実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

　３）前）処方せんに従って、計数・計量調剤ができる。（技能） 調剤学
実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

　４）前）後発医薬品選択の手順を説明できる。 調剤学
実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ
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５）前）代表的な注射剤・散剤・水剤等の配合変化のある組合せとその理由を説明できる。 調剤学
実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ、
医療安全管理

６）前）無菌操作の原理を説明し、基本的な無菌操作を実施できる。（知識・技能） 調剤学
実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

７）前）抗悪性腫瘍薬などの取扱いにおけるケミカルハザード回避の基本的手技を実施できる。
（技能）

実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

８）前）処方せんに基づき調剤された薬剤の監査ができる。（知識・技能） 調剤学
実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

９）主な医薬品の一般名・剤形・規格から該当する製品を選択できる。（技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

10）適切な手順で後発医薬品を選択できる。（知識・技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

11）処方せんに従って計数・計量調剤ができる。（技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

12）錠剤の粉砕、およびカプセル剤の開封の可否を判断し、実施できる。（知識・技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

13）一回量(一包化）調剤の必要性を判断し、実施できる。（知識・技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

14）注射処方せんに従って注射薬調剤ができる。（技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

15）注射剤・散剤・水剤等の配合変化に関して実施されている回避方法を列挙できる。
薬局実務実習、病院実
務実習

16）注射剤（高カロリー輸液等）の無菌的混合操作を実施できる。（技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

17）抗悪性腫瘍薬などの取扱いにおけるケミカルハザード回避の手技を実施できる。
（知識・技能）

薬局実務実習、病院実
務実習

18）特別な注意を要する医薬品（劇薬・毒薬・麻薬・向精神薬・抗悪性腫瘍薬等）の調剤と適切な
取扱いができる。（知識・技能）

薬局実務実習、病院実
務実習

19）調製された薬剤に対して、監査が実施できる。（知識・技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

【④患者・来局者応対、服薬指導、患者教育】

１）前）適切な態度で、患者・来局者と応対できる。（態度）
実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

２）前）妊婦・授乳婦、小児、高齢者などへの応対や服薬指導において、配慮すべき事項を
具体的に列挙できる。

調剤学

医療薬学チュートリア
ル演習Ⅱ、実務実習事
前学習Ⅱ、実務実習事
前学習Ⅲ、コミュニ
ティーファーマシー

３）前）患者・来局者から、必要な情報（症状、心理状態、既往歴、生活習慣、アレルギー歴、薬歴、
副作用歴等）を適切な手順で聞き取ることができる。（知識・態度）

実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ、
コミュニティーファー
マシー

４）前）患者・来局者に、主な医薬品の効能・効果、用法・用量、警告・禁忌、副作用、相互作用、
保管方法等について適切に説明できる。（技能・態度）

実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

５）前）代表的な疾患において注意すべき生活指導項目を列挙できる。
実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

６）前）患者・来局者に使用上の説明が必要な製剤（眼軟膏、坐剤、吸入剤、自己注射剤等）の取扱い
方法を説明できる。（技能・態度）

実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

７）前）薬歴・診療録の基本的な記載事項とその意義・重要性について説明できる。 調剤学

実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ、
コミュニティーファー
マシー

８）前）代表的な疾患の症例についての患者応対の内容を適切に記録できる。（技能）
実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

９）患者・来局者に合わせて適切な応対ができる。（態度）
薬局実務実習、病院実
務実習
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10）患者・来局者から、必要な情報（症状、心理状態、既往歴、生活習慣、アレルギー歴、薬歴、
副作用歴等）を適切な手順で聞き取ることができる。（知識・態度）

薬局実務実習、病院実
務実習

11）医師の治療方針を理解した上で、患者への適切な服薬指導を実施する。（知識・態度）
薬局実務実習、病院実
務実習

12）患者・来局者の病状や背景に配慮し、医薬品を安全かつ有効に使用するための服薬指導や
患者教育ができる。（知識・態度）

薬局実務実習、病院実
務実習

13）妊婦・授乳婦、小児、高齢者等特別な配慮が必要な患者への服薬指導において、適切な応対
ができる。（知識・態度）

医療薬学チュートリア
ル演習Ⅱ

薬局実務実習、病院実
務実習

14）お薬手帳、健康手帳、患者向け説明書等を使用した服薬指導ができる。（態度）
薬局実務実習、病院実
務実習

15）収集した患者情報を薬歴や診療録に適切に記録することができる。（知識・技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

【⑤医薬品の供給と管理】

１）前）医薬品管理の意義と必要性について説明できる。 調剤学
医療安全管理、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ

２）前）医薬品管理の流れを概説できる。 調剤学
医療安全管理、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ

３）前）劇薬、毒薬、麻薬、向精神薬および覚醒剤原料等の管理と取り扱いについて説明できる。 調剤学
医療安全管理、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ

４）前）特定生物由来製品の管理と取り扱いについて説明できる。 調剤学
医療安全管理、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ

５）前）代表的な放射性医薬品の種類と用途、保管管理方法を説明できる。 放射化学 調剤学
医療安全管理、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ

６）前）院内製剤の意義、調製上の手続き、品質管理などについて説明できる。 調剤学
医療安全管理、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ

７）前）薬局製剤・漢方製剤について概説できる。 調剤学
医療安全管理、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ

８）前）医薬品の品質に影響を与える因子と保存条件を説明できる。 調剤学
医療安全管理、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ

９）医薬品の供給・保管・廃棄について適切に実施できる。（知識・技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

10）医薬品の適切な在庫管理を実施する。（知識・技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

11）医薬品の適正な採用と採用中止の流れについて説明できる。
薬局実務実習、病院実
務実習

12）劇薬・毒薬・麻薬・向精神薬および覚醒剤原料の適切な管理と取り扱いができる。
（知識・技能）

薬局実務実習、病院実
務実習

13）特定生物由来製品の適切な管理と取り扱いを体験する。（知識・技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

【⑥安全管理】

１）前）処方から服薬（投薬）までの過程で誤りを生じやすい事例を列挙できる。
医療安全管理、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ

２）前）特にリスクの高い代表的な医薬品（抗悪性腫瘍薬、糖尿病治療薬、使用制限のある薬等）
の特徴と注意点を列挙できる。

医療安全管理、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ

３）前）代表的なインシデント（ヒヤリハット）、アクシデント事例を解析し、その原因、リスク
を回避するための具体策と発生後の適切な対処法を討議する。（知識・態度）

医療薬学チュートリア
ル演習Ⅰ

医療安全管理、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ

４）前）感染予防の基本的考え方とその方法が説明できる。
薬物治療学Ⅳ、医療安
全管理

５）前）衛生的な手洗い、スタンダードプリコーションを実施できる。（技能）
実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ、
医療安全管理

６）前）代表的な消毒薬の用途、使用濃度および調製時の注意点を説明できる。
医療安全管理、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ
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７）前）医薬品のリスクマネジメントプランを概説できる。
医療安全管理、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ

８）特にリスクの高い代表的な医薬品（抗悪性腫瘍薬、糖尿病治療薬、使用制限のある薬等）の
安全管理を体験する。（知識・技能・態度）

薬局実務実習、病院実
務実習

９）調剤ミスを防止するために工夫されている事項を具体的に説明できる。
薬局実務実習、病院実
務実習

10）施設内のインシデント（ヒヤリハット）、アクシデントの事例をもとに、リスクを回避する
ための具体策と発生後の適切な対処法を提案することができる。（知識・態度）

薬局実務実習、病院実
務実習

11）施設内の安全管理指針を遵守する。（態度）
薬局実務実習、病院実
務実習

12）施設内で衛生的な手洗い、スタンダードプリコーションを実施する。（技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

13）臨床検体・感染性廃棄物を適切に取り扱うことができる。（技能・態度）
薬局実務実習、病院実
務実習

14）院内での感染対策（予防、蔓延防止など）について具体的な提案ができる。（知識・態度）
薬局実務実習、病院実
務実習

（３）薬物療法の実践

GIO 患者に安全・最適な薬物療法を提供するために、適切に患者情報を収集した上で、状態を正しく評価し、適切な医
薬品情報を基に、個々の患者に適した薬物療法を提案・実施・評価できる能力を修得する。

【①患者情報の把握】

１）前）基本的な医療用語、略語の意味を説明できる。
実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

２）前）患者および種々の情報源（診療録、薬歴・指導記録、看護記録、お薬手帳、持参薬等）
から、薬物療法に必要な情報を収集できる。（技能・態度）
〔Ｅ３（２）①参照〕

処方解析演習、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ

３）前）身体所見の観察・測定（フィジカルアセスメント）の目的と得られた所見の薬学的管理
への活用について説明できる。

実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

４）前）基本的な身体所見を観察・測定し、評価できる。（知識・技能）
実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

５）基本的な医療用語、略語を適切に使用できる。（知識・態度）
薬局実務実習、病院実
務実習

６）患者・来局者および種々の情報源（診療録、薬歴・指導記録、看護記録、お薬手帳、持参薬
等）から、薬物療法に必要な情報を収集できる。（技能・態度）

薬局実務実習、病院実
務実習

７）患者の身体所見を薬学的管理に活かすことができる。（技能・態度）
薬局実務実習、病院実
務実習

【②医薬品情報の収集と活用】〔Ｅ３（１）参照〕

１）前）薬物療法に必要な医薬品情報を収集・整理・加工できる。（知識・技能）
処方解析演習、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ

２）施設内において使用できる医薬品の情報源を把握し、利用することができる。（知識・技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

３）薬物療法に対する問い合わせに対し、根拠に基づいた報告書を作成できる。（知識・技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

４）医療スタッフおよび患者のニーズに合った医薬品情報提供を体験する。（知識・態度）
薬局実務実習、病院実
務実習

５）安全で有効な薬物療法に必要な医薬品情報の評価、加工を体験する。（知識・技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

６）緊急安全性情報、安全性速報、不良品回収、製造中止などの緊急情報を施設内で適切に取扱う
ことができる。（知識・態度）

薬局実務実習、病院実
務実習

【③処方設計と薬物療法の実践（処方設計と提案）】

１）前）代表的な疾患に対して、疾患の重症度等に応じて科学的根拠に基づいた処方設計ができる。 調剤学
処方解析演習、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ

２）前）病態（肝・腎障害など）や生理的特性（妊婦・授乳婦、小児、高齢者など）等を考慮し、
薬剤の選択や用法・用量設定を立案できる。

調剤学
処方解析演習、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ

３）前）患者のアドヒアランスの評価方法、アドヒアランスが良くない原因とその対処法を説明
できる。

調剤学
処方解析演習、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ
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　４）前）皮下注射、筋肉内注射、静脈内注射・点滴等の基本的な手技を説明できる。 調剤学
実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

　５）前）代表的な輸液の種類と適応を説明できる。 薬物治療学Ⅱ
薬物治療学Ⅴ、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ

　６）前）患者の栄養状態や体液量、電解質の過不足などが評価できる。 薬物治療学Ⅱ
薬物治療学Ⅴ、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ

　７）代表的な疾患の患者について、診断名、病態、科学的根拠等から薬物治療方針を確認できる。
薬局実務実習、病院実
務実習

　８）治療ガイドライン等を確認し、科学的根拠に基づいた処方を立案できる。
薬局実務実習、病院実
務実習

　９）患者の状態（疾患、重症度、合併症、肝・腎機能や全身状態、遺伝子の特性、心理・希望等）
　　　や薬剤の特徴（作用機序や製剤的性質等）に基づき、適切な処方を提案できる。（知識・態度）

薬局実務実習、病院実
務実習

　10）処方設計の提案に際し、薬物投与プロトコールやクリニカルパスを活用できる。（知識・態度）
薬局実務実習、病院実
務実習

　11）入院患者の持参薬について、継続・変更・中止の提案ができる。（知識・態度）
薬局実務実習、病院実
務実習

　12）アドヒアランス向上のために、処方変更、調剤や用法の工夫が提案できる。（知識・態度）
薬局実務実習、病院実
務実習

　13）処方提案に際して、医薬品の経済性等を考慮して、適切な後発医薬品を選択できる。
薬局実務実習、病院実
務実習

　14）処方提案に際し、薬剤の選択理由、投与量、投与方法、投与期間等について、医師や看護師
　　　等に判りやすく説明できる。（知識・態度）

看護論
薬局実務実習、病院実
務実習

【④処方設計と薬物療法の実践（薬物療法における効果と副作用の評価）】

　１）前）代表的な疾患に用いられる医薬品の効果、副作用に関してモニタリングすべき症状と検査
　　　所見等を具体的に説明できる。

処方解析演習、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ、医療安
全管理

　２）前）代表的な疾患における薬物療法の評価に必要な患者情報収集ができる。（知識・技能）
処方解析演習、実務実
習事前学習Ⅱ、実務実
習事前学習Ⅲ

　３）前）代表的な疾患の症例における薬物治療上の問題点を列挙し、適切な評価と薬学的管理の
　　　立案を行い、SOAP形式等で記録できる。（知識・技能）

実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

　４）医薬品の効果と副作用をモニタリングするための検査項目とその実施を提案できる。
　　　（知識・態度）

薬局実務実習、病院実
務実習

　５）薬物血中濃度モニタリングが必要な医薬品が処方されている患者について、血中濃度測定の
　　　提案ができる。（知識・態度）

薬局実務実習、病院実
務実習

　６）薬物血中濃度の推移から薬物療法の効果および副作用について予測できる。（知識・技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

　７）臨床検査値の変化と使用医薬品の関連性を説明できる。
薬局実務実習、病院実
務実習

　８）薬物治療の効果について、患者の症状や検査所見などから評価できる。
薬局実務実習、病院実
務実習

　９）副作用の発現について、患者の症状や検査所見などから評価できる。
薬局実務実習、病院実
務実習

　10）薬物治療の効果、副作用の発現、薬物血中濃度等に基づき、医師に対し、薬剤の種類、投与量、
　　　投与方法、投与期間等の変更を提案できる。（知識・態度）

薬局実務実習、病院実
務実習

　11）報告に必要な要素（5W1H）に留意して、収集した患者情報を正確に記載できる。（技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

　12）患者の薬物治療上の問題点を列挙し、適切な評価と薬学的管理の立案を行い、SOAP形式等で
　　　適切に記録する。（知識・技能）

薬局実務実習、病院実
務実習

　13）医薬品・医療機器等安全性情報報告用紙に、必要事項を記載できる。（知識・技能）
薬局実務実習、病院実
務実習

（４）チーム医療への参画 〔Ａ（４）参照〕

GIO 医療機関や地域で、多職種が連携・協力する患者中心のチーム医療に積極的に参画するために、チーム医療におけ
る多職種の役割と意義を理解するとともに、情報を共有し、より良い医療の検討、提案と実施ができる。

【①医療機関におけるチーム医療】

　１）前）チーム医療における薬剤師の役割と重要性について説明できる。 調剤学
実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

チーム医療論
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２）前）多様な医療チームの目的と構成、構成員の役割を説明できる。 調剤学
実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

チーム医療論

３）前）病院と地域の医療連携の意義と具体的な方法（連携クリニカルパス、退院時共同指導、病院・
薬局連携、関連施設との連携等）を説明できる。

調剤学
実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

チーム医療論

４）薬物療法上の問題点を解決するために、他の薬剤師および医師・看護師等の医療スタッフ
と連携できる。（態度）

看護論 病院実務実習 チーム医療論

５）医師・看護師等の他職種と患者の状態（病状、検査値、アレルギー歴、心理、生活環境等）、
治療 開始後の変化（治療効果、副作用、心理状態、QOL等）の情報を共有する。（知識・態度）

看護論 病院実務実習 チーム医療論

６）医療チームの一員として、医師・看護師等の医療スタッフと患者の治療目標と治療方針に
ついて討議（カンファレンスや患者回診への参加等）する。（知識・態度）

医療薬学チュートリア
ル演習Ⅰ

看護論 病院実務実習 チーム医療論

７）医師・看護師等の医療スタッフと連携・協力して、患者の最善の治療・ケア提案を体験する。
（知識・態度）

看護論 病院実務実習 チーム医療論

８）医師・看護師等の医療スタッフと連携して退院後の治療・ケアの計画を検討できる。（知識・態度） 看護論 病院実務実習 チーム医療論

９）病院内の多様な医療チーム（ICT、NST、緩和ケアチーム、褥瘡チーム等）の活動に薬剤師の立場
で参加できる。（知識・態度）

看護論 病院実務実習 チーム医療論

【②地域におけるチーム医療】

１）前）地域の保健、医療、福祉に関わる職種とその連携体制（地域包括ケア）およびその意義に
ついて説明できる。

地域包括医療論、コ
ミュニティーファーマ
シー、実務実習事前学
習Ⅱ、実務実習事前学
習Ⅲ

チーム医療論、地域包
括医療論

２）前）地域における医療機関と薬局薬剤師の連携の重要性を討議する。（知識・態度）
医療薬学チュートリア
ル演習Ⅰ

コミュニティーファー
マシー、実務実習事前
学習Ⅱ、実務実習事前
学習Ⅲ

チーム医療論

３）地域における医療機関と薬局薬剤師の連携を体験する。（知識・態度）
薬局実務実習、病院実
務実習

チーム医療論

４）地域医療を担う職種間で地域住民に関する情報共有を体験する。（技能・態度）
薬局実務実習、病院実
務実習

チーム医療論

（５）地域の保健・医療・福祉への参画 〔Ｂ（４）参照〕

GIO 地域での保健・医療・福祉に積極的に貢献できるようになるために、在宅医療、地域保健、福祉、プライマリケ
ア、セルフメディケーションの仕組みと意義を理解するとともに、これらの活動に参加することで、地域住民の健康の
回復、維持、向上に関わることができる。

【①在宅（訪問）医療・介護への参画】

１）前）在宅医療・介護の目的、仕組み、支援の内容を具体的に説明できる。

実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ、
コミュニティーファー
マシー

２）前）在宅医療・介護を受ける患者の特色と背景を説明できる。

実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ、
コミュニティーファー
マシー

３）前）在宅医療・介護に関わる薬剤師の役割とその重要性について説明できる。

実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ、
コミュニティーファー
マシー

４）在宅医療・介護に関する薬剤師の管理業務（訪問薬剤管理指導業務、居宅療養管理指導業務）
を体験する。（知識・態度）

薬局実務実習

５）地域における介護サービスや介護支援専門員等の活動と薬剤師との関わりを体験する。（知識・
態度）

薬局実務実習

６）在宅患者の病状（症状、疾患と重症度、栄養状態等）とその変化、生活環境等の情報収集と
報告を体験する。（知識・態度）

薬局実務実習

【②地域保健（公衆衛生、学校薬剤師、啓発活動）への参画】

１）前）地域保健における薬剤師の役割と代表的な活動（薬物乱用防止、自殺防止、感染予防、
アンチドーピング活動等）について説明できる。

コミュニティーファー
マシー、、実務実習事
前学習Ⅱ、実務実習事
前学習Ⅲ

薬局実務実習

２）前）公衆衛生に求められる具体的な感染防止対策を説明できる。
実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ

薬局実務実習

３）学校薬剤師の業務を体験する。（知識・技能） 薬局実務実習
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４）地域住民の衛生管理（消毒、食中毒の予防、日用品に含まれる化学物質の誤嚥誤飲の予防
等）にお ける薬剤師活動を体験する。（知識・技能）

薬局実務実習

【③プライマリケア、セルフメディケーションの実践】〔Ｅ２（９）参照〕

１）前）現在の医療システムの中でのプライマリケア、セルフメディケーションの重要性を討議
する。（態度）

医療薬学チュートリア
ル演習Ⅰ

実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ、
コミュニティーファー
マシー

セルフメディケーショ
ン

２）前）代表的な症候（頭痛・腹痛・発熱等）を示す来局者について、適切な情報収集と疾患
の推測、適切な対応の選択ができる。（知識・態度）

実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ、
コミュニティーファー
マシー、症候・診断学

セルフメディケーショ
ン

３）前）代表的な症候に対する薬局製剤（漢方製剤含む）、要指導医薬品・一般用医薬品の適切
な取り扱いと説明ができる。（技能・態度）

実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ、
医療安全管理、コミュ
ニティーファーマシー

セルフメディケーショ
ン

４）前）代表的な生活習慣の改善に対するアドバイスができる。（知識・態度）
医療薬学チュートリア
ル演習Ⅰ

実務実習事前学習Ⅱ、
実務実習事前学習Ⅲ、
コミュニティーファー
マシー

セルフメディケーショ
ン

５）薬局製剤（漢方製剤含む）、要指導医薬品・一般用医薬品、健康食品、サプリメント、医療
機器等をリスクに応じ適切に取り扱い、管理できる。（技能・態度）

薬局実務実習
セルフメディケーショ
ン

６）来局者から収集した情報や身体所見などに基づき、来局者の病状（疾患、重症度等）や体調
を推測できる。（知識・態度）

薬局実務実習
セルフメディケーショ
ン

７）来局者に対して、病状に合わせた適切な対応（医師への受診勧奨、救急対応、要指導医薬品・
一般用医薬品および検査薬などの推奨、生活指導等）を選択できる。（知識・態度）

薬局実務実習
セルフメディケーショ
ン

８）選択した薬局製剤（漢方製剤含む）、要指導医薬品・一般用医薬品、健康食品、サプリメント、
医療機器等の使用方法や注意点などを来局者に適切に判りやすく説明できる。（知識・態度）

薬局実務実習
セルフメディケーショ
ン

９）疾病の予防および健康管理についてのアドバイスを体験する。（知識・態度） 薬局実務実習
セルフメディケーショ
ン

【④災害時医療と薬剤師】

１）前）災害時医療について概説できる。

医療薬学チュートリア
ル演習Ⅱ、コミュニ
ティーファーマ
シー、、実務実習事前
学習Ⅱ、実務実習事前
学習Ⅲ

２）災害時における地域の医薬品供給体制・医療救護体制について説明できる。
医療薬学チュートリア
ル演習Ⅱ

薬局実務実習 チーム医療論

３）災害時における病院・薬局と薬剤師の役割について討議する。（態度）
医療薬学チュートリア
ル演習Ⅰ

医療薬学チュートリア
ル演習Ⅱ

薬局実務実習 チーム医療論
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